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平成20年知立市議会３月定例会建設水道委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成20年３月13日（木） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（７名） 

     水野  浩      神谷ひさ子      坂田  修      村上 直規 

     久田 義章      高橋 憲二      嶋﨑 康治 

  ４．欠席委員 

     な   し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   本多 正幸      副 市 長   田中  勇 

     建 設 部 長   神谷 正明      土 木 課 長   稲垣  衛 

     建 築 課 長   鈴木 邦典      都 市 整 備 部 長   杉浦 亓一 

     都市整備部次長   渡邉 浩文      都 市 計 画 課 長   塩谷 興信 

     区 画 整 理 課 長   林  勝則      都 市 開 発 課 長   神谷 幹樹 

     上 下 水 道 部 長   名倉 輝夫      水 道 業 務 課 長   村五 賢一 

     水 道 工 務 課 長   清水 清久      下 水 道 課 長   平岩 敏男 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   柴田 秀夫      議 事 係 長   池田 立志 

     担 当 係 長   水藤 真人 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                  審査結果 

     議案第19号  知立市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する 原案可決 

          条例 

     議案第21号  市道路線の廃止及び認定について                   〃 

     議案第23号  平成19年度知立市一般会計補正予算（第４号）             〃 

     議案第25号  平成19年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）      〃 

     議案第27号  平成19年度知立市知立第三土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 〃 

     議案第29号  平成19年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）           〃 

     議案第30号  平成20年度知立市一般会計予算                    〃 

     議案第32号  平成20年度知立市公共下水道事業特別会計予算             〃 

     議案第35号  平成20年度知立市知立第三土地区画整理事業特別会計予算        〃 

     議案第38号  平成20年度知立市水道事業会計予算                  〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○久田委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから建設

水道委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は10件。すなわ

ち議案第19号、議案第21号、議案第23号、議案第

25号、議案第27号、議案第29号、議案第30号、議

案第32号、議案第35号、議案第38号です。これら

の案件を逐次議題とします。 

議案第19号、知立市企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例の一部を改正する条例の件を議

題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 それでは、議案第19号についてお尋ねするんで

すが、これは、企業職の職員以外のものについて

は、議案第７号におきまして、育児休業等の規定

があります。今回、条例改正がされていますが、

知立市の企業職員と一般職員は、条例をわけて書

いてあるわけですが、その趣旨の企業職員の部分

の条例改正だと、こういう理解でよろしいでしょ

うか。 

 あわせて、今回のこの育児休業との絡みで起き

ているこの改正の中心点について簡潔にご紹介い

ただけますか。 

〇水道業務課長 

 知立市企業職員の給与の種類及び基準に関する

条例の一部改正につきましては、知立市職員の育

児休業等に関する条例の一部改正する条例と関連

しまして、地方公務員の育児休業等に関する法律

の一部改正に伴いまして、対象の拡大ということ

で、第17条第２項、３歳に満たない子から小学校

就学の始期に達する子に改めるものであります。 

 あともう一つは、時間の関係で、１日の勤務時

間の中で２時間を超えない範囲の時間に限るとい

うことで行っております。 

 あとは語句の整備ということであります。 

 それから、あと、委員の言われました、これは、

知立市職員の給与の種類ということをうたってお

るものでありまして、あと本体につきましては、

知立市企業職員の育児休業等に関する規定という

ことで知立市職員の育児休業等に関する条例及び

知立市職員の育児休業等に関する規則を準用する

ということで適用しております。 

 よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 わかりました。 

 ベースは条例第７条の改正で、育児休業法の改

正で、要するに幅が広がったと。今までは、３歳

に満たない子どもがある場合の育児休業の対象を、

小学校就学前まで対象を広げるということですね。

つまり、それは、短時間の職務を認める、出勤を

認めるということで、２時間を超えない範囲で、

短時間の業務をさせることができるという場合の

規定で、あとは、７条の本体条例に譲ると、こう

いう今、説明だったのですが、該当する職員は、

現在、知立市の水道部において、見当たりますで

しょうか。その点、どうですか。 

〇水道業務課長 

 若い職員で、２、３名該当するかと思います。 

○高橋委員 

 ２、３名該当するというのは、３歳を超えて就

学前のお子さんをお持ちの職員が２、３名いると。

そういう意味ですか。 

 つまり、それはもちろん本人の要求によるもの

なんですが、そういう場合に、短時間勤務が認め

られるわけですね。20時間、24時間、25時間と、

週に。これが認められるようになるわけですので、

その辺の職員体制というのは、どうなっていくの

かということが心配になるわけですが、あわせて、

どういうお考えかお聞かせください。 

〇水道業務課長 

 その件に関しましては、先日、秘書課の方から

そういう対象職員がおるんだったら、一忚、検討

していくようにということで指示が回りまして、

その時点では、特にうちの方では、内部的にはな

かったかと思われます。 

○高橋委員 
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対象者はいるけれども、その対象者に、既にこの

条例改正を受けて打診をされたということですか。 

 その結果、希望はなかったということなのか、

もう尐し、明らかにしていただけませんか。 

 これ、当然、職員の勤務時間を尐なくしてよろ

しいという条例ですから、その間の業務の滞りの

ない遂行をやるのに、職員の体制をどうするかと

いうのは、当然、裏腹の問題として出てくるわけ

でして、そのあたりが課長の具体的な現場の掌握

との関係でどうなっているのかということを聞い

ておるわけですが、いかがですか。 

〇水道業務課長 

 その件に関しましては、水道業務課においては、

該当はないという判断をしております。 

 工務課にはちょっと確認しておりません。 

○高橋委員 

 いやいや、水道企業職員が今問題になっておる

わけですよ。あなたは、業務課長かもしれんけど、

水道企業職員のこの対忚についてどうかというこ

とを聞いておるわけです。 

 それは、ほかの課長に聞いてくれということで

すか。工務は。 

 そりゃ、彼は、工務課長だけども、それは、そ

ういうことは業務がやる仕事じゃないの。違うの。 

 よくわからんけれども。 

 それは、すぱっとお答えください。 

 水道としてどうなのかと。あなた足らなきゃ、

工務課長に答弁してもらわなければいかんけれど

も。どうですか。 

〇水道業務課長 

 私が、その文書、秘書課からの通知文を見たと

ころ、一忚、報告はありませんでしたので、ない

ということで認識しております。 

○高橋委員 

 水道部としてね。 

〇水道業務課長 

 はい。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第19号について挙手により採決します。 

 議案第19号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第19号、知立市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する

条例の件は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第21号、市道路線の廃止及び認定について

の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

○高橋委員 

 市道の廃止と認定の件について、２点ほどお伺

いをしたいと思います。 

 第１点は、知立の昭和地区内の知立団地内の昭

和42号線。この一部を今回廃止をすると。そして、

新たに、昭和46号線という既存路線の一部をちょ

うど東小学校の東側に当たる一部を新たに市道の

認定行為をしたいということで、この理由は、既

に本会議等で明らかなように、昭和６号公園グラ

ンドの南側の市道については、日本住宅公団ＵＲ

が道路を活用してパーキングを路上でつくりたい

ということから、市道を払い下げて、言わば公団

道にするということのために市道の認定部分をや

めると、廃止をするというふうに理解をしていま

すが、そういう理解でよろしいでしょうか。 

 あわせて、この公団に委託する部分というか、

この公団道に払い下げてあげる部分の、この具体

的な道路管理について、とりわけ駐車場の設置の
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内容や台数、交通安全関係の確保ということにつ

いては、どういう内容になっているのか、この際

あわせてご紹介いただきたいと思いますが、どう

でしょうか。 

〇土木課長 

 市道42号線につきましては、今、おっしゃられ

るとおり、ＵＲより活用の申出がありまして、慢

性の駐車対策ですとか、緊急車輌の通行阻害、そ

ういったのを解消するために、自己の敷地内の駐

車場の確保だけでは満足できないということから、

42号線の活用をしたいという、そういった申出が

ありました。 

 それにつきまして、提案にありますように、42

号線を廃止いたしまして、新たに46号線を認定し

ておるわけですけど、その後、残りの部分につき

まして、ＵＲの方に譲渡した形の中で、駐車場を

設定していただくという形になっております。 

 払い下げの部分につきましては、台数につきま

しては、現在44台を計画されております。 

 この辺の交通体系ですけど、交通体系につきま

しては、安城署等とも協議させていただいており

まして、現行の交通体系を維持するという形で、

道路交通法上からも問題はないだろうというふう

に聞いております。 

 それと、この財産につきましては、無償で譲渡

するということになりまして、この区間のこの区

域、12メートルのこの区域につきまして、この延

長分につきましては、すべて、ＵＲに無償譲渡す

るという形になりますので、その管理につきまし

ても、ＵＲの方ですべて管理していただくという

ことになります。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 ＵＲ管理はいいんですが、ＵＲ管理というのは、

ここだけの話ではなくて、公団の中のかなりの部

分をＵＲが今でも公団道として管理されている。

知立の市道として管理されているのが、団地の中

でいえば、外周と十文字部分並びにそのたすき掛

けの部分は、市道として管理されていますが、あ

とは公団が管理されている。 

 問題は、今まで市道でした。この部分がね。市

道でしたから、市の交通安全上の措置並びに道路

管理者としてその部分について必要な改修や管理

上の対忚をしてきたということになりますね。 

 これが、当該部分については、ＵＲに譲渡して

しまうということになりますので、継続的な道路

管理が担保されなきゃまずいというぐあいに思う

んですね。 

 これは、公団道だからいいかげんだというふう

には思いませんけれども、知立市の管理から公団

管理に移るわけですので、そのあたりのこの覚書

という言い方が妥当かどうかわかりませんけど、

継続的な対忚がきちっととられるような担保があ

ってもいいんではないかというぐあいに思うんで

すね。一つは。そこら辺がどうなっているのかと

いうことは、一つ確認をさせていただきたい。 

 それから、もう一つは、ご案内のように、名鉄

パレの跡地に、何とか市場が来ました。私もこの

間、行かせてもらって、結構安い商品があるので、

ああ、安いなと思ってきましたが、何が言いたい

かと言いますと、あそこの駐車場の出口は、この

昭和46号線、つまり、東小学校の東側に全部セッ

トされるようになっておるんですね。あの入口と

出口の関係。出口は、今問題になっている、この

市道のところに出口がセットされてます。つまり、

公団道に委譲する部分を通って、人々が外側へ出

てくるという流れが太くなるわけですね。である

がゆえに、この部分についての管理上の問題とい

うのが、より一層クローズアップされてくるんで

はなかというふうに思うんですが、例えば、44台

の駐車とおっしゃるけども、どういう配列がある

のか。例えば、当市議会に、その公団に委譲して

いく以降の公団道の見取り図や図面などはお出し

いただく必要があるんじゃないかと。そして、継

続的にこの管理が担保されていくんだという。そ

こは、こういうふうにして担保していきますとい

う部分があってしかるべきではないかというぐあ

いに思うんですが、いかがですか。 

〇土木課長 

 今度、そういったことで、ＵＲに管理させてい
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ただく道路につきましては、今、おっしゃるとお

り、この市道以外の公団の中の道路、今管理され

ている公団道路と同じ扱いになるということにな

ります。 

 今、おっしゃられるスーパー、53台の駐車場、

スペースがあるわけですけど、そういった車の出

入りにつきましては、今から廃止する道路の通路

も通ることも考えられますけど、基本的には、公

園のすぐ北側の道路もあれも交互通行になってお

りますので、そういった２方向の通行形態がある

ということと、それから、今、ちょっとレイアウ

トがお示ししていないのであれですけど、駐車場

とする道路につきましては、4.5メートルの車道

を確保していただいているという。それと、歩道

も、西側の歩道については既存の歩道と何らかわ

らずに、そのまま機能させていただくということ

になっております。 

 ただ、その44台分については、縦列駐車ではな

く、後列駐車という形になります。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 事の経過は私も承知しています。これは、我が

党の髙笠原議員が、市議会でやった昭和地区の団

地の駐車場が満員で路上駐車が横行しているので、

比較的幅員の広い市道で活用できる市道の一部を

有料駐車場に路上を貸すというわけですよ。その

ために、市の管理のままですと、市が直接道路を

活用させて金をとるということになるので、日本

住宅公団ＵＲにそれを全面委譲して、それ以降の

ことはおたくの方でやってくださいと。金の絡む

問題だからということで委譲されたという歴史だ

と思うんですよ。それはいいんです。いいけども、

引き続き、市の管理からＵＲ管理へ委譲するわけ

ですから、お互いに、人格を尊重しながら、委譲

したりされたりするわけでしょうが、尐なくとも、

知立の市道で認定をし、市の管理上、そごのない

ように管理するんだということを明確にした道路

を、今度は市以外の管理者に委譲するわけですか

ら、つまり、市民の財産を向う側へ移動するわけ

ですから、引き続き良好な道路が、管理として継

続されることを担保するような約束がないとまず

いんじゃないですか。そういうことを私、言って

おるわけです。その考え方の問題です。 

 今まで市が管理している道路を、国・県という

ようなところへ移管したり委譲したりっていうこ

とはあります。県道が市道へ払い下げられるとい

うことはある。だけど、ＵＲというのは、今は、

国土交通省そのものではありませんし、特殊法人、

やがて民営化になっちゃうかもしれない。こうい

う流れがあるわけですから、そこが、市道の委譲

先として今回の措置をとられるわけだから、尐な

くとも、続に言う念書なり、協定書なり、良好な

市道として継続的管理を担保できるようなものが

あってもいいんじゃないかと、必要ではないかと

いうふうに思うんですが、もう一遍、そこを答え

てください。 

 それはないわけですね。そういう担保、そこを

担保するものは、契約というものは、ないわけで

すね。あるんですか。 

 だから、次のような形で、ＵＲと協定をしたの

で、市の管理を離れますけども、市民の皆さん安

心してくださいというのがなかったらいかんのじ

ゃないですか。 

 別にＵＲを私疑っておるわけじゃない。疑って

おるわけじゃないが、公の管理を民間へ委譲する

わけだから、管理をね。良好な担保ができるとい

う保障がないわけでしょ。そりゃ、ＵＲはしっか

りありますよ、それは。やりますけれども、また

現に、ＵＲの管理道路は公団の中にあることもあ

るし、了解しておる。 

 ただ、しかし、市道をそういう形で移管する限

り、そこの担保があってしかるべきではないかと

いうことを聞いておるわけです。 

 ここをもう一回お答えください。あるのか、な

いのか。 

 それから、きょう間に合わなくても結構ですけ

ども、この廃止する部分、ＵＲに委譲する部分の

道路のレイアウトぐらいは当委員会に出してくだ

さい。 

 この２点どうですか。 
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〇土木課長 

 この道路につきましては、知立団地内すべてな

んですけど、慢性的な違法駐車という形で、一方

通行のところも、交互通行のところも、両サイド

びっしり車が止まっていて、３メートルもとれな

いような状態で、ずっと緊急自動車等来た場合は

通れないような状態が続いておったわけなんです

けど、平成15年からポストを立てさせてもらって、

片側しかとめられないような状況で、片側は見通

しがよくなるように。 

 ＵＲからそういった事前協議をいただいて、そ

の図面を見させていただきますと、そういった現

在３メートルから３メートル50しかない、そうい

った通路に対して、４メートル50の通路を確保し

ていただくという、そういった事前協議をいただ

いて、それも庁内各課協議をもちまして、一忚、

協議が整った形の中で、今回の条例を出させてい

ただいております。 

 今後の手続としましては、これにつきまして、

譲渡の申請をいただいて、譲渡をしていくわけで

すけど、その中の条件といたしまして、そういっ

た事前協議に基づいたそういった中身に対しての

条件付けですかね、そういった適正な確保、管理

を条件に譲渡をしていきたいと考えております。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○高橋委員 

 だから、本来なら、その写しぐらいを出さない

かんというの、私は、ここへ。写しぐらい。こう

いうふうな契約で公団に管理を譲渡しますと。間

違いありませんと。管理は。こういうふうに約束

しています。契約していますということまで担保

されなかったら、その担保を示さずに譲渡しまし

たと。相手は特殊法人というんじゃ、ちょっとよ

り厳密な対忚ということでいうと、問題が残るん

じゃないですか。 

 私は、それを、当市議会に出していただきたい。 

 もう一つは、レイアウト。さっきおっしゃった、

難しいことを。ポケット式で、道路と並行に車が

駐車するのか、斜めに一定の角度をつけて駐車す

るのかということが議論になりましたね。もと一

方通行だから、バックせないかんとかなんとかあ

りました。それは、さっきおっしゃいましたね。

何とおっしゃいましたね。難しい熟語でおっしゃ

ったので、私、よくわからんかったけど、道路と

並行にポケット式なんだということをおっしゃっ

たんですか。いや、あるいは、斜めの角度をつけ

て駐車させるという方式で約束したということを

おっしゃったのですか。レイアウト、ないの、今。 

 知らんと公団に任せたということですか。出し

てくださいよ。長い時間かかるなら、また別な機

会で結構です。大至急出してもらえれば。今間に

合うなら出してください。 

〇土木課長 

 駐車の構造につきましては、道路に対して直角

にとめる形です。ポケット式では。資料につきま

しては、ちょっと時間いただければ、出せるかな

と思いますけど。 

 ちょっと、10分か15分ぐらい時間をいただきた

い。 

○久田委員長 

 しばらく休憩いたします。 

午前10時26分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前10時26分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 じゃ、それ一度出していただいて、しっかり担

保しておきたいと思います。 

 もう１件は、西町35号線ですよ、このお尋ねし

たいのはね。これは、移転した小松寺の北側とい

いますか、この部分を市道認定すると。既に道路

は築造されてますね。かなり立派な道路はできま

した、土木課長ね。築造されてます。 

 前、一般質問で聞いたことがあるんですが、当

初はこういう計画ではなかったか。もっと、共和

産業、共和建設の方へ、道路が延伸するような計

画でした。なぜ、こういうふうにかわったのです

か。 

〇土木課長 



- 7 - 

 確かに、当初の計画につきましては、共和産業

さんからこの終点までということであそこの計画

をしておりましたけど、実際、地権者とか、その

地域住民の方の声の中に、逢妻川の築造そのもの

について異論があるということの中で、この堤防

形態が尐しおかしいんじゃないかという、そうい

った声がありましたので、その辺ちょっと若干調

査させていただきましたけど、ちょっと河川工事

事務所等からは、その辺の昔の昭和56年当時買収

して堤防がつくられたんですけど、そのときの水

路の位置ですとか、堤防の形が、若干ちょっと当

時のイメージと違うじゃないかという地権者の意

見もございましたので、その辺の調査する方に時

間がかかりますので、その分、この区間を取りや

めさせていただいて、現在、今回市道認定される

部分で、舗装を完了させていただいても、この地

域の道路交通網としては、確立できるかなという

ことで、今回、一部取りやめさせていただいた中

で、舗装の工事を実施させていただきました。 

○高橋委員 

 そういう答弁なんですよね。 

 これは、よく見ていただきますと、西町35号線、

この起終点が丸印で矢印であるんですが、この起

点のところに鉄塔があるんですよね。この位置も

含めて、異論が出ておるんですよね、関係者から

ね。これはおかしいと。逢妻川の左岸堤防をつく

るときにこんな位置じゃなかったんだと出てます。 

 それで、それはそれで異論があるということは、

それでいいんですが、私が問題にしたいのは、こ

れは、当初、市道認定しないんだと、この路線は。 

 私は、共和建設に抜ける道は、なぜ市道認定し

ないんだと。しかも、これは、堤防式で、愛知県

所有でしょ。道路敷というのは。この地べたは。

一部、知立の土地がありますが、基本は、これ、

堤防式じゃないですか。堤防の天場ではありませ

ん。天場ではないけども、堤防のなだらかな腹の

部分に道路が築造されておるわけでしょ。 

 当然、したがって、市道認定をかけて、こうい

う道路をつくりたいということで、議会の議決を

経て、築造すべきではないかというふうに申し上

げたんですが、当時、いや、その必要はないんだ

と。市道認定していかないんだということを表明

されたというんですね。違うんですか。 

〇土木課長 

 市道認定をしない。市道認定をしないというこ

とではなくて、市道認定をしなくても、準市道扱

いで愛知県の占用許可を取れば舗装ができますと

いう答弁だったと思います。 

 今回市道認定させていただいたのは、その舗装

された道路について適正な維持管理とそれからそ

の鉄塔のすぐ東の部分が、一部狭い部分がござい

ますので、その辺もそれから南の部分の道路の幅

に合わせて、これも整備していきたいという計画

の中で、今回市道認定させていただきました。 

○高橋委員 

 いや、しかし、道路は築造されているんでしょ、

これ。違うんですか。今回市道認定しようという

西町35号線というのは、起終点の間、築造されて

いるんじゃないですか。 

〇土木課長 

 起点から堤防までの間が、旧の農道のままでご

ざいまして、その部分が未整備でございます。 

○高橋委員 

 これは、もしそうだとすれば、先に市道認定を

かけるべきじゃないの。かつては、共和建設の方

へ、すとんと行きたかったと。そういう説明され

てきましたがな。また、そういう予算措置がされ

ておりましたがな。道路箇所づけによって。箇所

づけがされておるわけでしょ、毎年の当初予算で。

まっすぐすとんと共和建設の方へ行くという箇所

づけがされていました。 

 私は、この箇所づけについて、そういうふうに

やるんなら、市道認定が必要ではないのかと。私、

県土木まで建設事務所に確認にいきました。かつ

ては、堤防道路を舗装する場合は、市道認定行為

がないと舗装できないというのが県当局の見解で

したから。堤防敷を市が舗装するに当たって、市

道認定認定行為が必要ではないかということを申

出にいきました。 

 県は、協議された結果、協議はそのことはなく
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てもいいと。県がうんと言えばいいんですよと。

だから、さっきあなたの答弁のように、準市道と

いう形で県の了解が得られれば、道路をつくれる

んだと。舗装できるんだと。築造できるんだとい

うふうにおっしゃった。しかし、そのルートがか

わったわけでしょ、こういうふうに。 

 だから、それは行政の思いで路線をびんびんか

えることは、権限があるかもしれんけれども、こ

ういう形で市道認定されるなら、この堤防のこの

部分を舗装し、築造する前の段階で、このような

形の市道認定を行って、堤防道路をつくりたいん

だと、市道認定したいんだということを議決する

ということをされる必要があるのじゃないのかと

いうことを言っておるわけです。 

 当初は、箇所づけは共和産業までまっすぐ延ば

すという箇所づけだったじゃないですか、提案さ

れたのは。勝手にというか、予算措置があって、

そういう方向じゃない工事をやって、途中まで、

今回、ルートがかわるけども、市道認定してくだ

さいということでしょ。 

 市民は悩みますよ。どういう道路計画なのか。

私は、そういう点では、市道認定するということ

は、市の意思を明確にするということですから、

議会に対してね。市道認定は議決事件ですから、

なぜ、市道を認定するのに議決が必要なのかとい

うことですよ。 

 市民に対して、次のような路線をつくりたいん

だと。だからこそ市道認定かけるわけでしょ。途

中で考え方がかわったんだから、その前に市道認

定かける必要があるんじゃないですか。というこ

とを私、申し上げているんですよ。 

 その辺の見解を聞きたい。 

〇土木課長 

 この舗装と市道認定の話ですけど、舗装につき

ましては、当時、当初は県の方も市道認定がされ

ないと、舗装もだめだという話が、ずっと昔あり

ました。その後、市道認定が将来的に向かって、

担保できれば舗装の占用を許可するということを

言われてきました。４、５年前からは、そうじゃ

なくて、市道認定が担保されなくても、必要な路

線については、占用を許可するという形にかわっ

てきております。といったことから、共和産業さ

んから、小松寺の裏までの舗装につきましては、

準市道扱いという形の中で舗装の整備、いろいろ

今、散歩道とか、そのあと、八橋でも通勤通学の

ために１、２メートル舗装させていただいている。

ああいったのも、市道認定をせずに、準市道扱い

の中で県の占用許可を得て、舗装しておるところ

でございます。 

 あと、こういうふうに市道認定をたまたま舗装

の上で市道認定にのってますけど、こういうふう

に市道認定させていただいたというのは、小松寺

周辺のこの地域の全体の整備をしていく中に、順

番に整備をしていく中に、一部34号線から堤防ま

での間が、一部未整備のところを整備を今後進め

ていく中で、今回市道認定をお願いするものでご

ざいます。 

○高橋委員 

 県との関係はそれでいいかもしれません。 

 堤防敷を舗装する場合には、道路をつくる場合

には市道認定を受けなさいよというのは、従来の

県の意向でしたね。これは、私も確認しています。

わかっています。 

 だけど、最近は、規制緩和といった考え方にか

わって、市道認定の見通しがあるものでないとだ

めだよと。昨今は、市道認定の見通し云々は問わ

ないと。だから、つまり、行政から言えば、フリ

ーハンドで、県道敷に道路が築造できるようにな

ったと。これは、これで理解します。 

 対県との関係はそれでいいかもしれませんが、

問題は、市と市民と市議会の関係ですよ、私が問

うておるのは。当初は、まっすぐ共和建設まで抜

けるという箇所づけがされていた。そういう予算

措置がされて、箇所づけがされていた。ところが、

途中で今、おっしゃるような理由で、いや、まず

いということになって、迂回して、今回のように、

既存の市道に取りつけるような形にしようという

形の築造になった。 

 だから、その意思が当局のフリーハンドで決め

るということなんですが、問題になっている箇所
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だけに、私は、そういう変更されるということで

あれば、箇所付をかえるということであれば、市

道認定行為をきちんととって、議会の意思も確認

した上で、道路築造すべきではないのかというこ

とを言っておるわけですよ。 

 今回出てきたものが違法だとは言いませんよ、

私は。 

 違法だとは言いませんが、住民の意向や意思と

の関係で言えば、こういう道路にするんなら、箇

所付の変更ですから、これは。その段階できちっ

と説明するなり、市道認定を今回出されたやつを

されて、次のようにかえたいと。一つご理解いた

だきたいというのが、関係住民に対するていねい

で、また、納得できる行政行為じゃないですか。

どんどん事実関係、水路も含めて立派なやつつく

っちゃって、あとしばらく分が残っている、もう

既に９割９分できてますがな、現場は。で、今回

は市道認定ですと。いやいや、共和産業には、も

う行きませんよと。あれはもうかわりましたとい

う説明を今、初めてされるわけですよね。そうい

う行為でいいのかということを、私は問うとるん

ですよ。行政の姿勢として。どうなんですか。 

〇土木課長 

 共和産業からここまでの間の県とのいろいろな

問題があって、できないというのは、あるんです

けど、やらないというわけじゃなくて、その問題

が解消できれば、皆、すべて整備していきたいと

いうふうには思っておるんですけど、その辺の問

題解決に時間が尐しかかるので、一時ここは、舗

装を中止させていただいておるんですけど、今回、

舗装させていただいて、この地域全体が道路網と

してすべて舗装がこれで完了するということにな

るんですけど、先ほど言いましたように、34号の

この起点から堤防との間は、舗装がされておりま

すけど、幅員的に未整備なところがあるので、今

回、市道認定させていただいて、その辺の整備も

あわせてしていこうということを思っております

ので、よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 いやいや、私は、共和産業の方をやるなと言っ

てないんです。そういう方針がかわって来ておる

わけですよ。順位なり、舗装の考え方なり、道路

築造のあり方なり、あるいは、その地域の交通の

方向なりが、今土木課長の答弁の中でも、実際に

難しい局面があるんだと。かわってきておる。今

まで、市道認定もされずに、それは、準市道の整

備だっていうことでやってきた。しかし、私は異

論を唱えました。きちっとした方がいいと。そこ

についていやいや、ということで、明確にされな

いまま、今日ここへ、勝手にある意味では、勝手

にっていうとおかしい、そりゃ、行政の指導的範

囲で私は理解はしているんですが、それにしても、

対住民との関係では、今始めて説明されるわけで

すよ。市議会にこういう市道認定したいというの

は、私初めて聞きましたよ、今回。この議案の。

こういう考え方かと。共和建設までの方へ行かな

いんだなと。共和建設までの方に行くにあたって

は、市道認定をしないという方針だった。もし今

回、こういうことでやるんなら、これがもともと

の方針で、さらに、余裕があれば、合意ができれ

ば、共和産業の方へ延ばすんだということであれ

ば、今回のこの認定案を先にお出しになって、議

会と住民の理解を求めるべきではないですかと。

市道認定するというのは、そういう行為を意味し

ているんではないですか。 

 ということを申し上げたいんですよ。 

 どうですか。もう一回お答えください。 

〇土木課長 

 共和産業から鉄塔までの間につきましては、い

ろいろな問題がございますので、私にも舗装をし

ようと、実施計画に乗せて、順次進めてきたわけ

なんですけど、いざ、現場に入ってみるといろい

ろな問題が生じたものですから、この部分につき

ましては、ちょっと一時ストップした形になって

おりますけど、そういった問題が解決した折には、

また、整備を進めていきたいということで考えて

おるんですど、ここについての市道認定につきま

しては、やっぱりその辺のそういった形で進めて

いける状態の可能性が出てきた場合に、認定をさ

せていただきたいなと思います。以上です。 
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○高橋委員 

 考え方を表明すべきですよ。こういうふうに路

線をなおしたいと。しかし、これは、難しくなっ

たので、このようにとりあえず、延伸はできんけ

ども、このような形で終息したいということは、

きちっと住民に説明せないかん。それは、市道認

定という行為を持って行うのが、最もわかりやす

くて、適法的なんですよね。いちいち市道認定を

かけなきゃいかんような案件ばかりじゃありませ

んから、それは、口頭なり、関係者に話しをして

あげればいい。当初は、共和産業までずどんと抜

こうと。それは、県のすべて、県の県有敷なので、

準市道扱いで市道認定かけませんという方針だっ

たんです。 

 私は、かけた方がいいんじゃないのと。共和産

業からがっと逢妻川の天場へのぼると。ここは、

天場は市道認定がかかってますよ。市道認定が天

場、堤防天場には市道認定が駒場橋から逢妻大橋

まで、いいですか、天場は全部市道認定されてま

すよ。ここの間で、一部、天場からもう尐し下が

った中腹部分に道路を入れるというわけでしょ。

道路を入れるってわけですよ、当初。だから、こ

の中腹部分に道路を入れるにも、市道認定された

らどうですかと。いやいや、県がもうせんでもえ

えと言っておるから、しませんよと。だから、市

道認定しませんという方針だった。そうしたら、

今回は、鉄塔のことがあり、うまくいかんという

ことになったので、途中で、筆が折れて、既存の

西町の市道とセッティングするということになっ

た。そこで始めて市道認定行為が出てきたんです

よ。つまり、その地域の道路をどのような形で改

良するかということについては、重大な方針変更

が合った、当局でね。それは、困難さがあったか

ら、かわってきたという面もあるんだけども、そ

れが、きょう初めて、かなりの部分が道路築造さ

れて、始めて、共和産業の方に全く手がかかって

いないという現状が、今日残されたまま、初めて

市の考え方が明らかになったんですよ。市民に。 

 そういうことでいいのかということを聞いてお

るわけ。 

 この市道認定行為は、違法であって、全く問題

だというふうには、私は言っておるわけじゃない。

しかし、対住民、対地域の関係でいくと、いささ

か不十分な今日の認定のこのタイミングではない

のかということを言っておるわけです。 

 方針がかわったのなら、かわった時点で、市道

認定あげて改良するんじゃないですか。どうです

か、その方が、よりていねいで、より対住民の信

頼を獲得する上で、大事な手法じゃありませんか。

私は、そのことを問うておるわけですよ。 

 建設部長、どうですか。途中であんたおらなく

なっちゃったので、わからんの。 

 私の言っていることわかります。 

○建設部長 

 今、担当課長がるる説明しておるんですけれど

も、共和建設から鉄塔まで、これあくまで、今、

いろいろな問題があるというようなことで、まず、

市道認定をしなくて、後回しになっておるという

ことなんですけれども、質問者が言われますよう

に、いろいろ問題がありまして、方針の変更とい

うのは、確かにやったわけでありますけれども、

ここの今の西町の13号から今現在市道認定をお願

いしておりますのは、いろいろ問題があったんで

すけれども、解決をしたということで、とりあえ

ず、こちらを先に認定をお願いしまして、あと、

共和建設さんから鉄塔までにつきましては、今後

問題もありますもんですから、当然、今、質問者

が言われましたように、関係住民にも周知をいた

しまして、その上で、今後、認定をしていきたい

と思っておりますので、お願いいたします。 

○高橋委員 

 当初は、準市道で整備するんだということをし

きりに言われた。堤防の中腹。準市道で整備した

い、だから、市道認定なんかいりませんと。この

間の９月でしたか。あなたと私、やりましたがな。

本会議で。市道認定をせずに、準市道で整備して

いくって、あんた言ったじゃないですか。そうい

う考え方がかわったのであれば、今既に道路は築

造されていますから、準市道部分ね。天場より下

の部分は、既にあとは土木課長の説明によると、
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既存の南北の道と、尐しふくらみのところをつけ

てあげれば、完了するというわけでしょ。 

 そういう方針が変更して、腹が固まった段階で

市道認定すべきじゃないかということを私言って

おるわけです。当初は市道認定しませんよという

答弁じゃなかったですか。 

 途中で困難が起きたから市道認定して、また今

度は、共和の方へつなげるのは、市道認定でやっ

ていくわけですか。 

 今の答弁は、そういうことを言ってみえる。 

 関係住民、何で、この角の人が鉄塔の下の人が

市の思うような立場に立てんかったのかというこ

とが、それらを含めた道路計画そのものに異論が

あるから、そういう立場に立てなかったんでしょ、

実際は。そういうことですよ。一連のこの西町開

発との絡みも含めて、人間というのは、そういう

総合的な思考と考え方の中で行動するわけですか

らね。そういうことも踏まえた問題があるわけで

すよ。だから、そういう点について、関係住民の

誤解のないように、関係住民との意思統一がきち

っとされるような努力をすべきだという一つの例

示として、市道認定の時期とあり方について問う

ておるわけですね。わかっていただければ、いい

んですが、今後、ぜひ、参考にしていただきたい

し、そういう点でのこの道路行政、建築行政、建

設行政にしっかりかじをとっていただきたいとい

うことを申し上げておきたいと思います。 

 それで、もう一つお伺いしたいわけですが、21

年度予算で、21年度予算、これは、これから議題

になっていくんですが、ここで西町１号線という

号線があります。これは、堤防天場ですね。西町

１号線というのは。駒場橋、つまり、155号の逢

妻川にかかる橋、これ駒場橋というんですが、こ

の橋からここで言うところの浄水場の下がるとこ

ろまで、この天場、これを今度舗装するというわ

けですね。20年度で。そうでしょ。これ、幅員は

現状のままやるんですか。どうなんですか、これ。

約150メートル、道路築造用地、道路築造予算が

上がっておりますが、これちょっと説明してくだ

さいますか。 

〇土木課長 

 西町１号線の今のこの第12水源の上の部分の堤

防道路ですけど、これにつきましては、現在市道

西町１号線になっておりまして、幅員は、舗装幅

員は、確か３メートルです。これにつきまして、

この155号の信号交差点から、この小松寺までの

この道路につきまして、現在、有効幅員６メート

ルで舗装をして、地域内の６メートル道路とあわ

せた形の中で、地域の道路網を整備していきたい

というふうに考えております。以上です。 

○高橋委員 

 現在、堤防天場は、３メートルと舗装を含め。

これ、すれ違いできません。これを、６メートル

天場に広げたいと。要するに倍にしたいと。駒場

橋からしばらくの間は、既に広がっていますよね、

道路が。途中で駐車場みたいなやつがあるのです

が、広がっていて、一部、広がっていないところ

がある。水源までの間。これ何メートルあるか知

りませんが、これ150メートルですか、これが。

この部分を３メートルを６メートルの幅員にした

いと。だから、道路用地は必要ないけれども、県

の堤防敷の中でそういう工事をしたいと。こうい

う工事をしようというわけですか。ちょっと確認

してください。 

〇土木課長 

 ３メートルを６メートルにすると、当然、のり

も出てきますので、その部分が、約４、５メート

ルほど出てきますので、その部分、現在、河川敷

地内では収まらないわけですから、第12水源の用

地を土地をお願いいたしまして、その部分までの

りあしを出すというような形で進めていきたいと

いうふうに考えております。以上でございます。 

○高橋委員 

 そういうことになるんですよね。今は、堤防は

天場３メートル、これを６メートルにすると、富

士の裾野じゃないですが、裾野切り足すわけにい

かん、ずっと一定のこう配でやっていると、この

裾野の一番下のところは、水道部所有の第２水源

に入ってしまう。これ、水道部ご承知ですよね、

当然、この件について。これはいいですか。どれ
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だけ入るんですか。この工事をやると。 

○水道工務課長 

 今回、土木課の求めに忚じまして、道路用地と

して用売に忚じております。幅としてましては、

今、現水源用地の狭いところで３メートルほど、

広いところで6.5メートルほどでございまして、

実際の境界ラインは、ほぼ今のフェンスの位置、

一番は入り込むところで、フェンスから１メート

ルぐらい入るところもございますが、ですから、

うちがフェンスの外ののり下、いつも草刈りで管

理しておる部分ですね、その部分について今回用

売に忚じたということでございます。以上でござ

います。 

○高橋委員 

 ３メートルの６メートルの範囲で第２水源の用

地へこののりが接続すると、のり下がそこへ入っ

てくると、こういう説明でしたね。それは理解さ

れているのかということですよね。理解されてい

るよと。減るけどしょうがないということでしょ

う。これ、ちょっともう一遍、そこを聞かせてく

ださい。減ってしまえばいいかどうか。 

 それから、同時に、水路が暗渠になってますか

ら、現状。あの部分というのは。暗渠になってま

す。先ほど市道認定されて、堤防の中腹をきれい

にするという、35号線については、オープン回路

ですね。オープン、水路がね。だけど、これから

改良しようという天場の下の方は、暗渠になって

ますよね。暗渠にされましたから、いいですか。

暗渠。暗渠のままじゃまずいでしょ。暗渠のまま

じゃ。県の堤防天場をつくって、堤防の中に暗渠

の物件を入れることは県が認めてないでしょう、

これ。 

 どうですか。これもう全部とって、ひっくり返

すわけ。 

〇土木課長 

 県としては、堤防の定規断面といいますか、現

在規定されている断面の外であれば、暗渠であっ

ても、開渠であっても、許可はいただけます。今

回、この部分につきまして、付けかえを生じるわ

けですけど、付けかえと言いますか、のりが出て

きますので、水路が埋まっちゃいますんで、その

部分について、当初、開渠でということで、開渠

にすれば、経費も安いし、維持管理も市の方で管

理して、地元としては、すごく有利になるという

ことで提案させていただきましたけど、説明会を

行いましたところ、開渠ということに、どうして

も、長い区間が暗渠になるということで心配が絶

えないということから、今回、開渠ということで、

工法変更をする余儀なくされているという現状で

ございます。 

○久田委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午前10時56分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午前11時05分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 西町１号線、つまりこの界隈の道路のあり方に

ついてお尋ねしているわけですけど、西町１号線

については、20年度で幅員拡大があると言うこと

になれば、３メートル幅員が広がれば、その分の

りが３メートル南の方へ平行移動していくという

ことになりますね。そうすると、現在の暗渠、水

路の暗渠部分は、堤防ののり下ではなくて、堤防

の腹の中に、トンネルのような形で、包含される

というふうに理解をいたします。こんなことは認

められない。県の堤防管理上から。そうじが楽と

か、楽じゃないとかいうことではなくて、現在は、

堤防ののり下に水路があるんですが、これが、３

メートル、膨らませるわけですから、南側へね。

平行移動していくだけでも、堤防ののり下に水路

があるという状況から、堤防ののり部分に水路が

暗渠で入り込むという、こういう形になるんじゃ

ないですか、土木課長。ならないの。本当に。な

りますよ、それは。 

 それは認められない。暗渠の方が掃除が楽とか、

楽じゃないかということではなくて、そんなこと

は認められないんですよ。つまり、２Ｈの法則と

いうのがあるでしょう。堤防ののり下からこの水
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路の幅員の２倍部分をあけなさいとなっている。

つまり、河川敷、のり下から河川敷を河川の幅の

分だけ持ちなさいというふうになっている。そん

な余裕はとれないと思いますが、とれるんですか。 

〇土木課長 

 現在の堤防ののり下は、３メートルあって、２

割でのりがありまして、現在、２メートルほどの

水路敷があります。これは、水路の用地です、知

立市の水路の用地です。河川敷としては、現在の

堤防ののり先が河川用地で終わりです。それから、

今から買収しようとしているのは、その水路敷２

メートルがあって、なおかつその３メートル分と

いうことですので、堤防を何ら侵すものではあり

ません。補強した部分、堤防を逆に言うと、補強

した部分のところの中で、開渠の水路を設けると

いうことです。ヒューム管ではございません。 

○高橋委員 

 現在の、あんまり詳しくそこだけで議論をする

と時間も足らなくなってしまうんですが、現在の

堤防のこう配ですね、のりのこう配、３メートル

天場が上がるわけですから、富士の頂上のような

こう配になりますが、同じ堤防、のり下でセット

すれば。それが、のりの案配からいって、今のよ

うなのり下でいいのかと。それは、当然、堤防敷

そのものを広げていくという手法の中で、天場を

６メートルにするという内容でないと、のりとし

ての設置基準といいますか、構造に合致しないん

じゃないかというのが私の意見なんですよね。そ

れは。だから、当然のり下がもう尐し南の方、水

源の方、水道の用地の中の方へ入ってくる格好に

なる。そののり下から、市の水路幅の倍を確保し

たところが水路敷になるんじゃないのかというこ

とを聞いておるわけです。２Ｈの法則というのは。 

 そこを無視して、やるわけにいかんでしょ。そ

れは、詳しく打ち合わせされているんですか、県

当局で。 

 今のまま、堤防が暗渠になって、のりを膨らま

せれば、今の暗渠は、堤防ののりの中にズボンと、

このトンネルを掘ったような形にならざるを得な

いんじゃないかということを、私思うんですよね。

だから、それでアウトですよ、そんな構造は。 

 ということを私は申し上げておるわけです。 

 そこは、県の知立建設事務所ときちっとした図

面で対忚された結果で、そういうことをおっしゃ

っているのかどうかね。改めて確認したい。 

 いずれにしても、暗渠はとって開渠にしなきゃ

ならんとこういうことですね。 

 そして、水道の敷地の中にいけると、水路部分

を結果的にね。こうなるわけで、ここは、二重投

資ですよね、完全に。暗渠にされたと、いろいろ

な問題あるにもかかわらず。暗渠にされて、今回、

堤防の天場を広げるということで、やっぱり問題

だということで、それを堀繰り返して、位置を変

えるわけですよ。何で、暗渠の工事が必要だった

のかと、今から考えれば。どこをきちっと見て、

暗渠にされたのかと。だれの意見を聞いて暗渠に

したのかということが問われるじゃないですか。

ここをどういうふうにお考えですか。 

〇土木課長 

 ここの道路を拡幅するということにつきまして

は、事前に、まだ占用は出しておりませんけど、

事前に知立建設の維持管理課と協議させていただ

いて、現在の堤防から外につける部分については、

道路ということで外につけるもんですから、河川

堤防としての機能以外の道路部分、実際には河川

堤防になるんですけど、その外につけることにつ

いて、ただ、そのままいきますと、かなり水道の

中に入っていっちゃいますので、現在も、現在の

水路に若干の壁があって、ちょっとのりがとめて

あるわけですけど、今回もあまり過分、フェンス

より奧へ入っていっちゃうと五戸等もあるもんで

すから、あまり入らないような形で、水道部の方

が理解を得られるような線でいくと、開渠の水路

の堤防川に壁を１メートルほど高くして、のりが

出ないような形で開渠の水路を設置していくとい

うことで県の方とは事前に了解を得ております。 

 それと、管渠の方ですけど、これにつきまして

は、平成18年に地域の道路も整備ということで予

算の都合で先行してこうやらさせてもらったんで

すけど、それも、一部の総代さんと相談して、維
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持管理面とかいろいろな面を考慮して、将来的に

は管渠でいいだろうという、そういった一部では

そういう話があったんもんですから、事前に、先

行投資させていただいたんですけど、その後、結

果的に全体の説明会の中で、その辺がちょっとや

っぱり不安があるから、開渠にしてほしいという

ことで申出があった中で、再検討しまして、やは

り開渠でなけりゃまずいということになったもん

ですから、その先行投資しちゃって、二重投資に

なった分については、まことに申しわけないと思

っております。申しわけございません。 

○高橋委員 

 先ほどの共和建設に抜ける道路のことも含めて、

やっぱり地域の皆さん方ともう尐しひざを交えて

どういうそのまちのあり方がいいのか、道路や水

路のあり方がいいのか、きちっと話をされて、ひ

とつ一つ進めていくという点で、私は問題があっ

たと、正直にね。 

 それは、結果的に二重投資を18年につくったん

ですから、まもなくそこをもう一回やり直すとい

うわけですから、これは問題だということはお認

めになったので、今後の教訓に生かしていただく

ということが必要だと思いますね。 

 その点でもう一つ聞いておきたいのは、そうい

う天場を広げる行為をするということになれば、

今回の市道認定で、西町35号線と西町２号線のこ

の交点がありますね。交点が。天場は、西町１号

線ですが、この幅員の、こののり部分も市道認定

しないとまずいんじゃないですか。いいんですか、

それは市道認定せんでも。 

〇土木課長 

 市道認定につきましては、この道路の整備がさ

れますと、西町１号線の残された部分は、３メー

トル道路になります。今回築造される道路と35号

線、それから西町２号線ですね、これにつきまし

ては、基本幅員６メートルということになりまし

て、築造することにおいて、市道認定そのものは

特に問題がないものですから、今回は見送らさせ

ていただきますけど、今後、全体的な整備ができ

ますと、今まで西町１号線は国道１号から155号

までむすんでおるわけなんですけど、今後は、通

行形態ですとか、路線形態を、西町２号及び35号

から155号の信号交差点というのが、主の道路に

なりますので、その辺の組みかえ等があることを

見込みまして、今回は、ここに上程させなく、今

後整備が完了して、道路網が確立された時点で、

市道認定路線の組みかえを行いたいということで

考えております。 

○高橋委員 

 いやいや、そういうふうにしたいわけでしょ。

今おっしゃるように。だとしたら、西町35号線と

西町２号線の交点から尐しのりを斜めに上がらん

と、西町１号線行けないでしょ。行けないでしょ、

のりをしばらく渡らんと。西町１号線というのは、

天場を走っておるわけだから。35号や２号という

のは、天場じゃないでしょ。35号は中腹を走って

おりますがね。２号は南から来て走っております。

ここの間は、市道じゃなくてもいいの。 

 細かいことを言うようだけど。何でここをセッ

トで市道にしないの。築造するんでしょ。天場か

らのりでおりる部分。この交点の部分。この間、

どれだけあるか知らん。これほっておくわけです

か。地道のまま。 

〇土木課長 

 この部分につきましては、20年にほぼ完成させ

ていただきますので、その後に、西町１号線は、

このおりてくるところの上の部分でカットという

形になりまして、35号線を延伸するのか、２号線

を延伸するのか、その辺はちょっと定かではござ

いませんけど、それと、築造して、まだちょっと

詳細設計ができておりませんので、どの部分で、

この１号線をとめるのかという、その辺の微妙な

ところがまだ決まっておりませんので、今後、整

備がされた時点で、その辺の市道の組みかえを考

えていきたいと思っております。 

○高橋委員 

 私がさっきから言っているのは、それを提案せ

ないかんということを言っておるわけです。道路

築造を終わって、後から追認する市道認定を出す

ってわけでしょ、今の話は。追認する市道認定を
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出すというわけですよ。だから、知立市は、どう

いう道路網を考えておるのかということは読めな

いんですよ。今後、今度天場をやると。じゃ、こ

ののり部分をどうするのかと。のり部分も一緒に

やるんじゃないの。やらないんですか。のり部分。

斜めになってますがね、そう長い距離じゃないけ

ど。あれもやらなかったら、35号線や２号線とつ

ながらんでしょ。それがつながったときに、１号

線のつながってから共和産業に抜ける、大橋に抜

ける間の１号線は、廃止するというわけでしょ。

今の話は。35号が代行しますから。その付けかえ

をやっていきたいということなんだけど、何でそ

れを今回改めてセットで市道認定されないんです

か。それが出てくればわかりますが、市側の考え

方というのは。この地域の道路のあり方というの

が見えてきますがね。市道認定というのは、そう

いうことを示唆する一つの議決という行為はそう

いうことを示唆するために行うんじゃないですか。

当局を縛るわけですよ、計画として。 

 そこらわからんけど、道路ができて完成したら、

認定をかけりゃいいでしょという話だがね、今の

話は。それは、先ほど言ったようなことを含めて、

後手ではないかということを申し上げているんで

すよ。 

 斜め、舗装するんでしょ、これ。整備するんで

しょ。だったら、市道認定せないかんのじゃない

の。 

〇土木課長 

 市道認定の中には、右側にも宅地開発で市道認

定する部分があるんですけど、整備を目的として

認定する部分と、保全を目的として市道認定する

部分と、その二通があるということで、私の方は、

考えておりまして、今回、この部分については、

保全という意味で、市道認定の組みかえを整備後

に行いたいというふうに考えたものです。 

○高橋委員 

 だったら、西町35号線だって、今回市道認定せ

んでもいいんじゃないの。全部きれいにしてから

されたらどうですか。西町35号線の鉄塔のまでの

間、南北の、これだって別にあとから市道認定か

ければいいじゃない。そういう理屈が当たり前の

手法ならね。こののり部分だって市道認定が今、

かかってないけども、やるわけでしょ。 

 だったら、35号線だって、何にも今、認定せん

でもいいじゃない、そういう理屈が成り立つなら。

先にやりゃいいじゃないか。後から道路が築造さ

れてから、35号線でき上がりましたと。建設部長、

そうやってやればいいじゃないですか。矛盾して

おるじゃないですか、あなたたちのやろうとして

いることは、路線ごとで。やるんなら、のり部分

もやりなさいよ、市道認定。のり部分もきちっと。

そして、西町１号の天場の付けかえをやるんなら、

一緒に提案すべきじゃないですか。違うの。 

 市議会のこの中に、皆さん方のこのごちゃごち

ゃのやり方を市議会の中に持ち込まないでくださ

い。 

 35号の手法でやるんなら、１号線のこの付けか

えで、35号と２号の間ののり部分の市道認定をし

なきゃだめじゃないですか。違うんですか。私は、

さっぱり理解できない。 

〇土木課長 

 西町35号線の今回の市道認定につきましては、

私の方の考えですけど、鉄塔からこの終点までの

間につきましては、今年度整備が完了します。そ

うした意味で、これにつきましては、維持管理保

全の意味で認定をかけたいなということで考えて

おりまして、鉄塔から、この西町34号線へのつな

ぎにつきましては、今後、拡幅整備ですね、そう

いったものを考えた形で認定をしたいなというこ

とで、この１路線について、二通の意味あいがあ

るわけなんですけど、そういった意味で、西町１

号線につきまして、今後、６メートル拡幅して、

35号線ないし、２号線に接続できるようになった

時点で、西町１号線、そのものの全部の廃止は今

現在考えておりませんけど、整備できたところに

ついて、組みかえ認定をさせていただいて、良好

な保全維持管理をしていきたいというふうに考え

ております。 

○高橋委員 

 市のやり前見ておりてくれて、整備できたとこ
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ろから市道認定だと、それまでは認定しないよと。

市道認定というのは、一つは、でき上がった道路

を追認して、今後、市が管理していく道路だとい

うことを明確にするという市道認定と、道路がで

きていなくても、用地買収などが必要なときには、

市道認定をかけないと、補助の対象にならないと

か、いろいろあるでしょ。だから、道路が築造さ

れてなくても市道認定をかけるんですよ。そして、

この西町本田地区については、いろいろ二転三転

ありました議論が、ご案内のとおり。そして、道

路を築造し、しかも付けかえて、当初の計画とは

かわったような道路が今、つくられているという

ことにおいて、市議会と市民に対して、市道認定

を明確にして、この区域の道路のあり方、あるい

は、車両の流す導線について内外ともにはっきり

させるということが今、市側の任務じゃないです

か。 

 それとの関係で、市道認定を論じたときに、こ

のような対忚でいいのかと、斜めの堤防道路は、

別に用地の買収が必要ない物件ではあるけども、

ここの市道認定もきちっとかけて対忚をしていく

と。１号線の天場の付けかえもやっていくという、

この流れの中で仕事をされるべきではないかとい

うぐあいに思いますが、市長どうでしょう。ちょ

っとずさんじゃないですか。もうちょっと住民の

皆さん方に、あるいは市議会に、問題の本質を明

確にするような対忚にしないといけないと思いま

すよ。いかがでしょうか。 

〇本多市長 

 私は、道路認定につきましては、今、課長が答

弁をさせていただいた手法で今日まで多分やって

きておるんだろうというふうに思っております。 

 しかし、地域の住民の皆さん方や、議会もそう

でありますけれども、どういう計画で、道路行政

をやっていくんだということを、早く示していく

という点では、委員おっしゃるような方法がただ

しい方法かもしれません。この辺は、今までのあ

り方とこれからの道路行政のあり方、そういうも

のを含めて、なるべくばらばらな、いわゆる手順

や手法が、ばらばらにならないように、なるだけ

一本化をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 道路をつくるということそのものは、地域住民

の皆さん方の交通の安全だとか、住居はそこに立

つかもしれませんけれども、いろいろなところに、

そういうときに、道路というのは大変重要な役割

を果たすものでありますので、そういう点では、

地域住民の皆さん方の早く声を聞いて、築造で早

くして、供用開始をはやくしていくということが、

私は道路行政だと思っておりますので、手法、手

順につきましては、一度、きちっと同じ手だてで

すべての道路がなるべくできるように考えていき

たいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 要するに、当局が揺れ動いておるんですわ。こ

の地域の道路網については。その反映ですよ。揺

れ動いている。だから、あっちいったり、こっち

いったりして、うまくいかなきゃまたかえちゃえ

ばいいと。これが、結局住民を巻き込んで、奇妙

な話になっておるんですよ。だから、私は、そう

いう点で市道認定ってことは、厳粛な行為だし、

議会に、あるいは市民に対してきちっと市の方針

を明らかにすることなんだら、用地買収を伴わな

いにしたって、これから整備すべき道路はこうあ

るべきだということを、きちっと打ち出すという

意味あいで、今回の対忚についてはいかがなもの

かと。市長、おっしゃったけど、手法を間違って

ないとおっしゃるけれども、私は、考え方が後手

を踏んでいるんじゃないかというふうに思います

よ。 

 そこで、もう一つだけ聞かせてもらいたいのは、

そういうことなんだけども、20年度予算は１号線

の１号ののりを広げるということなんだけど、広

げるということは、即水路の付けかえが必要にな

るわけでしょ。なぜ、水路の付けかえが予算化さ

れてないんですか。水路の付けかえなしで天場だ

け広げられるんですか。 

〇土木課長 

 20年度予算の中に、１号線の道路改良事業とい

うことで上げさせてもらっております。これにつ
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きましては、道路の拡幅及び用水路の付けかえ、

これも一体とした中で、整備をしていこうという、

水路だけ、道路だけということではできないので、

一体的に整備していくという予算をつけさせてい

ただいておりますので、よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 一体ってことね。箇所づけでいうと、天場の箇

所づけしかないように見えるんだけど、一体ね。

ちょっと幾らかかるのか、紹介してください。 

 それから、西町２号線というのは、前も問題に

なったけども、道路舗装、オーバーレイやるとい

うことで、あとあとになっていると。20年度もこ

れ予算化されてないけども、これまだ20年度でも

やれないということですか。 

 建設部長みえるけど、これは、土木課長に聞き

たいけどね。 

〇土木課長 

 西町１号線の道路改良につきましては、事業費

として、一体的な整備を図るということで、

4,000万円計上させていただいております。 

 ２号線の舗装につきましては、都市開発課の方

で担当しておっていただいとったわけですけど、

開発事業者との協議の関係で、昨年12月末にちょ

っと工程的に難しいということで、建築の方が伸

びてきておるもんですから、３月いっぱいぐらい

までかかるという工程でしたので、今回のこれ今、

19年度末までには、舗装の方はできておりません。

やれる見込はございません。20年度予算にものせ

てございません。これは、当初予算に間に合わな

かったわけなんですけど、それと、金額的に350

から400万円ぐらいなんですけど、何とか、この

当初予算の中で調整ができれば、20年度の中で実

施していきたいなと。調整ができなければ、また

補正という考え方も出てくるかもしれませんけど、

現在の中では、当初予算に上がってないので、そ

の予算の中で調整ができれば、20年度に工程を調

整した中で実施していければと思っております。 

 ただ、建築の方も、造成は３月いっぱいに終わ

るそうですけど、建築の方もまだ夏場ぐらいまで、

６月ぐらいまでかかりそうですので、その辺のま

た調整もちょっとさせていただかないといけない

なということも考えております。 

○高橋委員 

 １号線4,000万円ね。かなり大きな金ですよね。 

 ２号線、19年度はそりゃ間に合わないと。まだ

造成やってみえるし。これからだね、造成は。間

に合わないから、そりゃ、補正が組めてないと。

19年度は２号線、舗装予算はないんでしょ。箇所

づけとしては、金がやりくりすればやれる場面に

なる。箇所づけとしてはしていないと理解してま

す。 

 だけども、20年度には、当然、またせてある案

件だから、20年度には当初予算に組んで当たり前

じゃないですか。20年度の年度末になっても、車

両が入り込んで工事終わらんということはないで

しょう。住民の皆さんに対する説明や内容を見た

って、20年度の頭で終わるわけにはいかんけども、

20年度の後半になれば、十分市道の整備はできる。

何でこれ当初予算に載ってないの。補正すりゃい

いって問題じゃないですよ、こんな問題は。いの

一番に予算を確保しなきゃいかん問題じゃないで

すか。いの一番に。そして、この支障がなくなっ

た時点で、いち早く、整備してあげなきゃいかん

問題でしょ。やって当たり前のやつをお預けにし

ておるんだから。どういう感覚なんですか。私は、

よくわからん。皆さんの感覚。どういう感覚なん

ですか、これ。 

〇土木課長 

 19年、12月末にそういった打ち合わせをされた

ということですけど、予算的には10月で締め切っ

ておりまして、なおかつ市長査定というのが１月

にあったわけですけど、それまでに、やれるか、

やれんかというのが、まだすごく疑問視されてい

たところがあったもんですから、当初予算に計上

せずにきてしまったというのが、現状でございま

す。 

○高橋委員 

 いやいや、それは、手法逆だよ。当初予算に載

せて、業者督促して、できなかったら流すんだよ、

２号線は。そういう性格のもんじゃないの。だっ
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て、18年度対忚ですよ。やれへんから延ばしたっ

て。工場出てくるかもしれんからといって、延ば

した。20年度は間違いないわね、基本的には。だ

けど、それははっきりせんからと言って、予算を

つけんかった。予算をつけて、その意思を示して、

できん場合には、そりゃ、減額補正せないかんか

もしれん。それが基本のスタンスやないですか。

住民たまらんのじゃないですか。そんなどちらが

主人公なのよ。工場の工期が主人公なのか、オー

バーレイして、住民の利便を図るというのが、流

れの本質なんですか。逆立ちしておるんじゃない

ですか、発想が。 

 建設部長、どうなんですか。逆立ちしておるん

じゃないの、発想が。まず、当初予算でつけるべ

きですよ、20年。間違いなくやりますよ、こんな

ことは。 

 それで、努力したけども、そんなことはないと

思うけども、どうしてもやれんというときには、

減額補正で申しわけなかったと。こうこうこうい

う理由によってできませんでしたというのが、セ

オリーじゃないですか。私はそう思いますよ。な

っちゃおらないんですよ、そんなことは。どうな

の。 

〇建設部長 

 確かに、質問者が言われますように、今まで、

本当に開発業者等出てくる、出てこないとか、い

ろいろな問題がありましたもんですから、今現在、

あそこ、今課長が説明しましたですけれども、現

状ちょっと農道舗装的なそういう面がありますも

んですから、まだいろいろの開発業者の工事内容

が、まだ進展中ということもありますもんですか

ら、今のところ住民の方たちには、大きなこうい

う影響というんですか、今は、とれるような状況

になっておりますもんですから、その辺のところ

を加味しまして、その辺がきちっと解決しました

折には、今質問者が言われますように、後回しに

なるかもしれないですけれども、本舗装をしてい

きたいということで、課長もある程度最後には、

本舗装を20年度、差金等があれば、そこで対忚し

たいんですけれども、もしそういうことができな

い場合には、補正予算でいくというような、そう

いう方針でもってやっていくということですので、

お願いします。 

○高橋委員 

 ちょっと聞くけども、工場の建設は、工期がい

つまでですか。 

〇建設部長 

 県の許可の方はおりたということをちょっとき

いておりますけれども、詳しい内容の方は、ちょ

っと聞いておりませんですので。 

○高橋委員 

 詳しい内容も知らんで当初予算組んでるの。 

 それは、予定の工期で終わらんかもしれんけど

も、工期はこれこれだと。だったら、通年予算で

すから、下半期でやれるなと、工事は。つければ

いいじゃない。９月補正やって、２月に工事やっ

てしかられた例があるけど、そんなことはいいで

すよ。当初予算でつけて、下半期で工事ができれ

ばいいじゃないですか。 

 これは、工場の工期はわからないんですか。 

〇土木課長 

 私の方で聞いておりますのは、10月末というこ

とで聞いております。 

○高橋委員 

 十分できるじゃないですか。 

 何でこれ当初予算載らないの。 

 補正でつけてもらえるかもしれんし、契約差金

を集めれば、そりゃ350万円か400万円の金が集ま

るかもしれない。それは、テクニックとやりよう

の問題として、この可能性を残すということにつ

いては、私は別にあってもいいと思うんです。と

ころが、正面切って、やらないといけない仕事を、

何で旗掲げてやらないの。いざ出陣と言って。旗

掲げて意思を示す、箇所づけをきちっとしておく

ということが一番大事なこれ行政上のいままでの

経緯からいってね、関係者も含めて、箇所づけを

して明確にすることに政治的な意味も含めてある

じゃないですか。やりゃいいんだろうとどっかで

まとめて、あんたがそうやって言うなら、やって

やろうじゃないか、なんていう話ではないはずで
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すがね、これ。その考え方や姿勢が、私は問われ

ておるというふうに思うんですよ。 

 10月末だっていうのなら、十分間に合うじゃな

いですか。 

 もう一回、答弁を求めたいと思います。どうい

う考えてみえるのか、本件、経過を含め。その点

で、予算編成の時期もありましょうが、予算編成

の手続と議論の内容で、何が問題だったのか。も

う一度答弁を求めたいと思います。 

〇土木課長 

 当初は、この予算についてどうしようかという

議論をいろいろしておったわけですけど、当初は、

19年度中に何とかできるのではないだろうかとい

う、できるということで進んでおったもんですか

ら、当初予算には、あげていなかったんですけど、

10月末に事前打ち合わせをやってはおったんです

けど、まだ本当に３月の前半で終わるのか、後半

で終わるのかという、その辺がすごく不明確であ

ったものですから、やれるだろうということで当

初予算は計上してなかったというのが現状なんで

すけど、もうちょっとその辺、１月、２月時点で

そういった判断をくだせばよかったかなと、今は

思っておりますけど。その辺ちょっと。 

○高橋委員 

 19年度中にやりたいという思いだったと。だけ

ど、19年度は箇所づけがされてないでしょ。これ

は、何とかさっき部長が答弁したように、差益と

いろいろな段取りで、そりゃ、行政もフリーハン

ドが欲しいですがね。箇所づけしか出ないという

窮屈な道路行政だけではいけない。フリーハンド

を持ちたい。これは、これでいいですよ。ある程

度フリーハンド持っておやりになることはね。そ

の範囲で泳げないだろうかと思ってきたけども、

何でできなかったんですか、19年度。金はあった

けども、現場がそれを許さなかったと。やれる環

境ではなかったということですか。 

○土木課長 

 造成の方が３月いっぱいまで延びてきたという、

そういう状況の中でできなかったということでご

ざいます。 

○高橋委員 

 だとしたら、当初予算計上されてないけども、

現場が可能であれば、直ちにやると、20年度。年

度は20年度になりますが、そういう理解でいいで

すか。 

○土木課長 

 それと、あと、建築に関する工事の内容の中で、

そういった重機等の搬入とか、材料等の搬入、そ

ういったのを再度検討しながら、調整していきた

いなというふうに考えております。 

○高橋委員 

 だったら、そこら辺はきちっとしておいてくだ

さいよ。そういう点ではね。 

 要するに、出たとこ勝負でやってみえるような

感じがしてならんのですよ。懸案事項ですから、

どの段階ならコストがかけれるのか、そのために

は、一遍聞いてこいと。きちっとした工程と日程

があるはずですがね。工事やっておるんだから。 

 じゃ、この段階から以降は、大型車両が入りま

せんねと。入っても極めてまれですねという担保

をいただいて、じゃ、何月何日ごろには工事に入

れると、早々。しかし、延びるかもしれないと。

だから、もう一回事前にあたらないかんけれども、

この方向だと。したがって、当初予算はどうする

んだ。補正予算、どうするんだといって、議論す

べきじゃないですか。 

 大体、土工事は、３月で終わるようだけども、

その後建築があってね、そんなことわかっておる

じゃないですか。工場だもの。それでどうなんだ

ということについて、もう尐し、明確な工事日程

も握られて、住民の皆さんにおくればせながら、

やらさせていただきますと。速やかにね。 

 仮にこれで、もう工事も終わったと。車両も通

ってないのに、だんだらでほかったると、あの道

が。というようなことがあっては絶対ならんと私

思うんですよね。だから、予算措置をいっている

わけです。その点は、もう一遍改めて答弁してく

ださい。部長。可能な可及的速やかな対忚を約し

てほしいと思いますが、どうですか。 

〇建設部長 
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 今、質問者が言われました内容につきましても、

開発事業者、工程等を全部一忚打ち合わせをさせ

ていただきながら、できるだけ早く本舗装の道が

できますように努力いたしていきたいと思います。 

○高橋委員 

 この公団のやつ、土木課長、もう一遍、ちょっ

とこれ説明してくれる。 

 それから、担保はどうなったのも担保。協定。 

〇土木課長 

 １枚目の図面は、６号公園のすぐ西南になりま

すかね。左端のとまれという道路がありますけど、

この道路の右端から２枚目の右端のとまれまでで

すね。ここまでにつきまして、公団の方に駐車場

として整備する区間ということにしております。 

 ２枚目の下の欄に、標準横断図というのがあり

ます。左側の5メートルと書いてある部分が駐車

場部分となります。 

 直角方向にとめた駐車場部分ということになり

ます。 

 右側の4,450、これ４メートル45センチですけ

ど、この部分につきまして、95センチ部分のとこ

ろにポールが立っておりますけど、これは、撤去

いたしまして、4.45の車道幅を設ける、通路幅を

設けるということです。 

 あと、右側の2.75につきましては、既存の歩道

帯がございまして、その既存の歩道帯につきまし

ては、既存保存地ということになります。 

 以上が、この横断更正でございます。 

 平面的には、その１枚目、２枚目の図面のとお

りな形になりまして、途中、防火水槽ですとか、

公園の通路等がございますので、そういった部分

を除いた空部分におきまして、駐車場を設けると

言うことでございます。 

 担保をということですけど、現在、事前協議の

段階でございます。おおむねそういったことにつ

きまして、市の内部調整をしていきまして、基本

的な合意は得られておるわけなんですけど、これ

を、今後、譲渡するときに、条件の中で、こうい

った担保をとっていきたいということを考えてお

ります。 

 以上です。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第21号について挙手により採決します。 

 議案第21号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第21号、市道路線の廃止及び

認定についての件は原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第23号、平成19年度知立市一般会計補正予

算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 最終補正は減額の補正予算になっております。 

 私、説明を求めたいのは、一つは、都市計画関

係の繰越明許についてです。予算書でいいますと、

12ページにありますが、土木費、都市計画費の駅

周辺の区画整理事業に関する繰越明許926万円。

池端１号線の流れをくむ連立の関連の繰越明許

1,991万円についてご説明をお願いします。 

〇都市開発課長 

 繰越の内容でございますが、まず１点目でござ

いますが、知立連続立体交差事業に伴いまして、

仮線、仮側道の用地に支障になります物件１件、

それと用地につきまして、市道池端１号線という

事業で買収及び移転の方をお願いさせていただき

ましたが、こちらの物件につきまして、年度内の
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移転の完了ができないということで、繰越をさせ

ていただいております。 

 翌年度繰越額が、用地と補償をあわせまして、

1,991万円。 

 それから、もう１件。こちらの方は、駅周辺の

土地区画整理事業の中の移転物件でございまして、

こちらにつきましても、連立事業の負担金をいた

だいて、連立事業の支障物件ということで移転を

お願いさせていただいたわけですが、こちらにつ

いても、年度内の移転の完了ができないというこ

とで、926万円。いずれも残金の繰越でございま

す。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 市道池端１号線という路線ですね。これは、知

立駅の南側を東西に走る道路ですね。ＣｏＣｏ壱

番からブラザーの前を通って、明治用水のもう尐

し北側で宝町に抜けていく路線。これは、既に仮

線は全部買収されております。買収というか、取

っ払われてきれいになっているんです。将来、こ

こに仮線を撤去した後は道路が入るんですね。 

 今回、池端１号線、これは、20年度予算にも出

るんですが、どういう意味あいで、今回この用地

がぶつかるのか。取りつけ道路の変更ですよね。

この辺ちょっと、ご説明くださいますか。 

〇都市開発課長 

 池端１号線につきましては、現在、駅の南側に

仮線の用地を取得させていただきまして、全体に、

仮線の位置が南側に移行するということで、おお

むね、現在のちょうど山本学園の辺ですと、現在

の道路いっぱいまで。それから、それよりも西に

行きますと、現在の市道にかぶってくると、将来

的にですね、かぶってくるということで、現在の

市道を南側に、さらに動かす、機能回復するため

に、南側に動かす必要性があるということで、そ

れに伴いまして、支障となります建物を１件移転

の協力をいただいたということで、場所的にいい

ますと、山本学園の前の北側の道ですね、西の方

に走りますと、ちょうど二股、明治用水と踏切沿

いの道、分れる二股がございますが、そこの部分

のちょうどＹの字の当たったところでございます。

以上でございます。 

○高橋委員 

 ここは、仮線をいけたときに、当然、仮線の外

側に暫定側道がいりますので、それでぶつかると

いうことですね。暫定側道でぶつかって、仮線が

とれて、南側に側道ができます。その段階では、

またぶつからなくて済むということですか。 

 そうすると、これは、必ずしも買わなくてもい

いと。極端なことをいうと。また、戻してあげれ

る余地のある土地だと。買収されるわけですけど

も、そういう考え方でいいですか。 

〇都市開発課長 

 機能回復という意味で、今回、買収をさせてい

ただいたわけですが、ある意味、借地というやり

方も当然あるわけですが、ただ、将来的に、駅南

の区画整理事業等の事業予定もございまして、そ

ちらでは、やはり将来の整備する公共用地が不足

するということもあって、原価買収ということも

予定されますので、そういった意味では、公共用

地をこの連立事業の中で買収できれば、機能回復

という部分とあわせて、用地の取得という部分で、

対忚させていただいております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 一忚、話としては理解をいたしました。 

 それから、この都市開発費、74、75ページに、

最も大きな都市開発費の減額補正、３億3,000万

円の補正がされております。 

 この中身は、それぞれ減額で、△がついている

わけですけども、この都市計画整備基金、減額

4,450万円ということですが、この減額内容をち

ょっとお示しいただけませんか。 

 これは、連立基金で持っている用地を売却をし

て、ここの基金に充当するという考え方のものだ

と思うんですね。今回4,000万円の減額の理由に

ついてお示しください。 

〇都市開発課長 

 まず、連立事業に対します基金の取崩しの減額

でございますが、これにつきましては、連立事業
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全体、県の事業全体が当初14億円で事業を平成19

年度執行していきたいということでありましたが、

最終的に、事業規模を縮小せざるを得ないという

ことで、10億1,000万円という事業費で減額をし

ていこうということで、３億9,000万円、実質事

業費が下がっております。そういった部分で、当

然、市の負担額も下がっておりますので、それに

対する基金の取崩しも減らしてきているというこ

とでございます。以上でございます。 

○高橋委員 

 いやいや、ここの基金の取崩しも減らしておる

ということ。これは、積んでいくやつだでね。繰

入しておるわけじゃないんだから、繰入が減った

わけじゃないでしょ、これ。 

 繰入も減ってますが、あわせて聞きましょう。 

 33ページに、都市計画施設整備基金繰入金が１

億9,000万円。３億7,000万円充当しようというの

が、今、おっしゃった理由によって、事業費が減

尐したので、１億9,000万円減らしたいと、こう

いう中身ですがね。いいですか。 

 それは、聞きたいのは、それは、74ページへま

いりますと、当然、この基金繰り入れが減尐され

なきゃ、１億9,000万円減尐されなきゃいかんで

すが、74ページの都市開発費の補正予算の財源内

訳をごらんください。基金繰入金、繰入金のとこ

ろが9,200万円しか減ってないんですが、これ、

１億円、どこ行っちゃったんですか。１億9,000

万円と書いてある。１億円、どこ行ったの。 

〇都市開発課長 

 ちょっと質問に対する答えがピントはずれてま

して、申しわけございません。 

 まず、ここの財源内訳の中の繰入金の減額

9,275万円、これについてまず説明をさせていた

だきますが、この内訳としましては、先ほど言い

ましたように、事業費が減額になった分、そちら

の分の減額分が先ほど言いました4,275万円とあ

わせまして、残りの5,000万円につきましては、

これ当初、６月補正の中で、駅周辺の区画整理事

業に基金を充当するということで、9,000万円財

源校正をさせていただいて、9,000万円基金を取

り崩して充当させていただいたわけですが、この

うち、5,000万円について、この年度末の財源調

整の中で、5,000万円分については、取崩しを留

保するということで、一般財源に財源更正をして

いただくということで、その5,000万円分あわせ

まして、繰入金9,275万円を減額をさせていただ

きます。 

 ちょっと戻りまして、先ほどの全体額の話でご

ざいますが、全体で繰入金の総額が減額として１

億9,275万円ということになっておるわけですが、

これにつきましては、残りの１億円でございます

けども、これについては、事業を進めていく中で

連立関連で移転をされる方の代替地用地の対忚と

いうことで、私どもが現在保有している基金の保

有地をそのまま充当できれば一番いいんですが、

中には、違う物件を移転先として求めたいと、そ

ういった場合に、私どもとして、敏速にいわゆる

代替地用地の取得が対忚できるように、基金を一

時的に取り崩して、その金をもって土地を購入し

て、それを移転者に代替して提供していくという

形で１億円の取崩しと用地の取得とそれから買っ

ていただいたものを基金に戻すという、そういっ

た組み立てで予算を計上しております。 

 ということで、１億円については、ここでそう

いった代替地の執行があれば実際に執行している

わけですが、現実に、そういった代替地の希望が

なかったということで、予算計上はしております

が、これについては、１億円を減額するというこ

とで、土地の取得についても、当然歳出予算も減

額をさせていただいております。 

 以上です。 

○久田委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午後０時00分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後０時58分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

〇都市開発課長 

 午前中ご質問いただきました内容につきまして、
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再度説明をさせていただきます。 

 まず、繰入金の１億円でございますが、先ほど

も午前中お話しさせていただいたように、１億円

のこの中身につきましては、連立事業の代替地を

臨機忚変に対忚できるように、１億円という代替

地用地を買うという枠を持っております。その歳

出予算でございますが、まず、歳出予算で、購入

する方の歳出予算につきましては、予算書の90ペ

ージ、91ページのところを、普通財産取得費、こ

ちらで土地取得費ということで、１億円、今減額

になっておりますが、減額は１億254万3,000円に

なっておりますが、当初規定額で、１億688万

5,000円ということで、このうち、減額のうち、

１億円分は今回枠としてとっていただいた分で、

全く支出しておりませんので、１億円分を減額し

ております。 

 これに対する当初の財源は、戻っていただいて、

32ページ、33ページのところの繰入金、この繰入

金を使わさせていただいて、この普通財産の取得

財源にするということで、今回減額させていただ

く１億9,275万円のうち、１億円がその分でござ

います。 

 実際にもし、売った場合の収入は、どこに払え

ているかといいますと、同じページの上の部分の

財産売払い収入でございますが、こちらに、不動

産売払い収入で補正前の額ということで１億228

万円ということで、先ほどの普通財産の取得費と

同額上がっておりますが。こちらに歳入として上

がってくるということで、本来ですと、全く使っ

ておりませんので、ここで１億円の減というふう

になるわけですが、同じ予算の歳入の中で、基金

が持っております土地を売っております。19年度

にということで、ここの7,279万7,000円、今減額

になっておりますが、１億円のうち、私どもとし

て減額をさせていただいたのは、8,301万1,000円

を実は減額させていただいてます。他に総務の方

の担当部分で、この差引分はあるかと思います。 

 その１億円の差、数字申しますと、1,699万円

につきましては、現在保有しました基金保有地を

代替地として提供した分で収入で上がる予定でご

ざいます。ということで、１億円の方の流れとい

うのがお話をさせていただきましたが、あと、最

初にご質問いただきました都市整備基金の積立金

への4,450万9,000円の内容でございますが、こち

らにつきまして、本来ですと、不動産売払い収入

で１億円、もし代替地として使ったんであれば、

１億円売った分のお金を基金にそのまま積み立て

するということで、こちらの方の基金の積立金も

当初の予算では、１億728万1,000円の基金の積立

額という予算枠とっておりました。 

 しかしながら、先ほど言いましたように、１億

円分の、今使っておりませんので、本来、全額減

額なんですが、それ以外に、現在の基金の保有地、

先ほど言いましたように、基金の保有地で処分し

た土地を現金化したもの、それ以外に、土地の運

用益、土地をお貸しして得た収益、それから現金

の基金そのものを預貯金をしました金利、そうい

ったものをあわせまして、総収入が基金に積立す

る分、今年度分として、6,277万2,000円ございま

すので、先ほどの規定額から差し引きますと、

4,450万9,000円の減額ということでございます。 

○高橋委員 

 繰入金の１億9,000万円については、一忚、理

解いたしました。 

 問題は、今、後段で答弁されましたが、予算書

75ページの都市計画整備基金の繰入、基金の減額

4,450万9,000円、この基金の歳出は、基金で持っ

ている土地を売却すると。そうするとお金が入り

ますから、そのお金を、また基金へ戻さないと、

基金というものが成立いたしません。したがって、

この作業をやってみえるわけです。 

 それで、33ページに先ほど言われましたように、

土地売払い収入が載っております。7,279万2,000

円減額だと、今回。これが、全部基金が所有して

いる土地の売却であるならば、7,279万7,000円の

減額にならないといけないわけですよ。基金の額

がね。ここの歳出。ところが、ここの間に差があ

るんですよ。実際の減額は4,400万円。土地の売

払いの減額が7,200万円。ということになると、

食いつかないんですよ、これは。先ほど、そこは
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ちょっと言われました、総務の方の土地が入って

いるとか、あるいは、土地の運用による収益もあ

るんだとおっしゃったけども、いずれにしても、

その説明では、この二つの歳入と歳出がきちっと

合わないんですね。これ、いいですか。だって、

7,200万円減額されておって、歳入で、歳出が、

4,400万円の減額なんだから、3,000万円ほど差が

出てきます。この差が、どういう差なのかという

ことを明らかにしていただきたいんですよ、いい

ですか。 

 言葉でしゃべれんかったら、後で紙をください。

書いてあるはず。 

〇都市開発課長 

 それでは、内訳をちょっとお話をさせていただ

きます。 

 まず、基金の積立の規定額でございますが、１

億728万1,000円でございます。今年度積立ができ

るお金でございますが、まず、土地を貸し付けし

まして、その収益金でございますが、126万円、

見込でございますが。それから、預貯金で金利が

569万2,000円。同じく、土地に関することですけ

ども、第３区画整理の換地分により精算金、交付

金が発生してまして、57万1,000円。土地の売払

い収入としまして、先ほど言いました今年度の歳

入として上がります土地が１件、131平方メート

ル売っておりますが、金額にして、1,699万1,000

円。それと、前年度実は、収入をしておるんです

が、２月の時点で代替地として処分した物件がご

ざいまして、その時点で補正が間に合わず、歳入

だけは受けたんですが、基金の積立が予算上して

なかったので、前年度の積立ということでは処理

できなかった分が土地の売払いとして、3,825万

8,000円ございます。 

 これを全部あわせますと、6,277万2,000円が、

いわゆる積立可能額でございます。したがいまし

て、先ほどの規定額から差引きをしますと、

4,450万9,000円の減額になるということでござい

ます。 

○高橋委員 

 ２月で処分して、18年度２月という意味だね、

これ。18年度の２月。処分した土地売って、現金

かえられたわけですね。それが3,800万円。これ

を何ですか、翌年度に歳入したということですか。

つまり19年度に。なぜ18年度で歳入にしないんで

すか。 

 土地と金で感触が違うけども、当該年度に売っ

た土地を当該年度で歳入にしなきゃいかんのじゃ

ないですか。だから、なぜ19年度に歳入を１年延

伸しなきゃいかんのですか。 

〇都市開発課長 

 歳入は、18年度予算でやっております。ただし、

積立の方が、いわゆる歳出予算がございませんの

で、積立について、今年度19年度で積立をしたい

ということでございます。 

○高橋委員 

 3,800万円というのは、１年間浮いておったわ

けですか。 

 18年度に歳入して、19年度で歳出するというこ

とは、18年度は、歳入したやつがあわんというこ

とでしょ。違うんですか。 

〇都市開発課長 

 歳入増という形で受けていると思うんですが、

その辺財政局と調整をした中で、受入れを受けて、

歳出については、基金の積立という、現状１億円

という枠があるんで、その中で現実には、もっと

早く積立をしているわけですけど、予算の枠の中

で19年度で対忚させていただいたということです。 

○高橋委員 

 いやいや、それは違うんだ。 

 歳計外現金で収入役が持っておったということ

でしょ。だって、そんなものは基金に入れられな

いじゃないですか。基金入れるって、予算科目に

なってないから。つまり、金は入ったと。土地を

売ってね、金は土地を売って入ったけども、この

入ったお金をどこへ支出するかということが予算

上明らかでないから、このお金は歳計外現金で、

持っとらなしょうがないでしょ。次の予算が計上

されて、それが議決されるまでの間、使い道がな

いということです。これ、歳計外現金というので

はないですか。そんな運用をなぜしなきゃいかん
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のですか。 

18年度に歳入、２月の末でしょ。２月の末なんだ

から、19年度で18年度で歳入するようにしないと、

まずいんじゃないですか。 

 そういう理屈になりませんか。基金積んである

んだと。実態行為としては。詰めないじゃないで

すか。予算編成してないんだから。どういう御見

解でしょうか。わかりやすく説明してください。

私は、ちょっと理解できない。 

〇都市開発課長 

 あくまで、歳入としては、18年度で土地売払い

収入で歳入をしております。ただし、それに対す

る基金の積立、歳出については、19年度でそれ相

忚分の金額を積み立てたということでございます

ので、19年度に歳入を受けたということではござ

いません。 

 以上です。 

○高橋委員 

 だから、18年度、19年２月の末に、3,800万円

という金が入りました、土地を売ってね。それは、

歳出科目として計上していないと。今のお話で。

そうすると、年度があけるまでの間は、一月ちょ

っとありますが、これは、静かに持っておったと

いうことですよね。ということは、歳入と歳出が

あわなくなるんですよ。土地を金にかえたんです

けどね。 

 つまり、何が言いたいかというと、この駅周辺

の区画整理や鉄道高架をやるために基金を積んだ

と、30億円ね。基金を積んだ。平たく言うと、20

億円を現金で持ち、10億円を土地で持っておると。

平たく言うと。その両方共が基金ですから、土地

になったり金になったりするけれども、適正に管

理しなきゃ、運用しなきゃいかんというのが、基

金の大原則です。だから、それは、時には土地に

なっているかもしれない。あるいは、土地が売れ

れば、そりゃ、ここで今議論になっている都市計

画整備基金に、その土地代を入れて、現金として

基金で管理する。このやりくりをやっておるわけ

です。毎年毎年。今回、今、お尋ねもしておるし、

議論になっておるのは、土地として持っていたも

のが約3,800万円年度末に売れたと。金が入りま

すよね、収入役に。金が入ったけど、その金は当

然年度内に入った金は年度中に歳出しなきゃいか

んのでしょう。総計予算主義、年度主義だから。

歳入と歳出が合わん金が年度を越したらまずいで

しょ。だから、それを当然年度中に歳出の項へ移

す。これが合わないと、会計処理ができないこと

になるでしょ。ところが、歳出が口を開けていな

いと。収入役は口の中へ3,800万円入れて、年度

を越すということになる。そういう財政処理の仕

方は好ましくないんじゃないですかということを

聞いているわけです。いかがでしょうか。もう１

回、答弁お願いします。 

〇都市開発課長 

 私どもも基金に積立できるものは、速やかに積

立をしていくということで、予算執行はしている

わけですけど、今回のケース、ちょうど年度の狭

間で、ある程度事前に見込が立っておれば、予算

対忚処置もその年度内の歳入、歳出、あわせて売

払い収入と積立の方ですね、整合できるというふ

うになるわけですけど、今回のケースについては、

移転者がある程度短期間の中で意思表示を決めら

れて、どうしてもこの土地でということで、期間

的にもその時期しかなかったということで、２月

という予算対忚が間に合わない時期だったという

ことで、その対忚について、当然、歳入として18

年度の処分ですので、18年度で受け入れると。た

だし、歳出については、当然歳出予算がないわけ

ですので、積立という行為ができないということ

で、確かにおっしゃるとおり、積立をしないとい

うことは運用益を生んでこないということなので、

そういった部分もあるかもしれませんが、ただ、

実務上としては、次年度の積立という中の金額の

中で対忚してきたと。歳入増という部分で、予算

の中では対忚されているのではないのかなという

ふうに思っております。 

 財政部局とも今後このような形の中で、どうい

った形の予算対忚なり執行が正しいのか、尐し確

認をさせていただいた中で正して行きたいと思い

ます。 
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 以上です。 

○高橋委員 

 私は、公金を適正にどう管理するかという視点

で議論したときに、きょう、おたくたちは財政の

担当者じゃないので、道路をつくったり、鉄道高

架をやったりする担当者なんで、そこまでは自分

たちの専門外だというふうにおっしゃるかもしれ

ませんが、3,800万円という金が入ってきたと、

売ったんだから、しかも年度内に何とかしたいと

いう思いがあったというね。それはわかりますよ。

土地を売れば3,800万円入ってきた。その入って

きた金は、当然歳出を前提にしていなきゃいかん

ので、どこかへ振り向けなきゃいかんと。年度中、

もしくは出納閉鎖期間中に振り向けて処理をしな

きゃいかん。こういうふうになってますよね。と

ころが、基金を入れるにしても、基金の歳出が計

上されてないということになれば、行司軍配、東

にも西にもあげれず、行事は天を軍配で上げてお

ったと。収入役は口の中に3,800万円入れていた

と。年度を越えるのをまたなきゃいかん。予算が

議決されるまで。という、きわめて奇妙なことに

なるわけですね。 

 こういう対忚がいいのかどうか。きょうは財政

の専門家が当局側にお見えにならないので、きょ

うのところは保留にしておきたいと思いますが、

ぜひ、明快な解明を当委員会終了後で結構ですか

ら、説明をしていただきたい。そして、間違いの

ない対忚にしていただきたいというふうに思いま

すが、もう一回、その点の約束というか確認を求

めたいと思いますが、いかがでしょうか。 

〇都市開発課長 

 私どもも再度その予算の執行のあり方について、

財政部局確認をした上で、お話をさせていただき

たいと思います。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで討論を終わります。 

 議案第23号について挙手により採決します。 

 議案第23号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第23号、平成19年度知立市一

般会計補正予算（第４号）の件は原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第25号、平成19年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第25号について挙手により採決します。 

 議案第25号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第25号、平成19年度知立市公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の件は

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第27号、平成19年度知立市知立第三土地区

画整理事業特別会計補正予算（第２号）の件を議

題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 
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 質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 第三土地区画整理事業の補正予算について、若

干お尋ねしたいと思います。 

 いよいよ、第三土地区画整備事業も終焉という

ことでありまして、問題は、精算金、徴収金の事

務がどういう流れで終焉をしようとしているのか

というところに今関心が集まっています。 

 今回の補正予算は、166ページ、167ページにあ

りますように、歳入において、１億3,900万円余

の換地精算金が約6,000万円減額すると、換地精

算金がね。こういう補正予算になっております。 

 この理由と内容について、今後の見通しについ

て、ご説明をいただきたいと思います。 

〇区画整理課長 

 ご説明させていただきます。 

 今回、5,942万6,000円の精算徴収金の減額をさ

せていただいておるわけですが、これは、昨年10

月５日に知立第三土地区画整理事業の換地処分を

実施しました。この段階で、おのおの精算金の額、

それから、徴収者、これらが決定してきたわけで

すが、その確定した後、おのおの精算金について、

相続関係でいう債務の届出、債権の届出、また、

土地について売り買いもしてみえるわけですが、

これの精算金に対する債務の引き受け、債権の譲

渡等の届出を昨年11月に申出を受けてまいりまし

た。 

 その中で、今回、その届出から申出に基づきま

して、精算金の相殺行為をさせていただきました。

その金額が5,942万6,000円というものでございま

す。相殺後の金額、8,044万円を今回請求し、徴

収するものでございます。 

 この精算金につきましては、先月、２月20日に

徴収の通知をおのおの権利者にさせていただきま

した。納期が、３月21日を納期として、各関係者

の方へ通知をさせていただいておるところでござ

います。 

 今現在、まだ納期前でありますが、徴収の状況

をちょっとお話しさせていただきますと、全体の

266件のうち、160件が昨日現在で収納されており

ます。 

 金額にしまして、4,030万円という、4,000万円

を若干越えた収納が既に昨日現在でされている状

況でございます。 

 金額的に見ましても、約半分を納期限前であり

ますが、徴収されているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 ご説明で若干よくわかってきましたが、そうし

ますと、精算金の総額が、約１億4,000万円。こ

れ、規定予算が徴収金の総額というふうに理解し

ていいですか。 

 それで、あなたのところはどういうふうに納め

ていただけますかといって、確認をとったところ、

今年度中に8,000万円ほど入ると。それを今、令

書を送り、３月31日に入れていただくように、既

に入っているものが4,030万円ありますよと、こ

ういうことですか。 

 ということは、後年度以降、20年度以降の精算

金が残るわけですが、その精算金の残額は、

5,900万円という理解でよろしいですか。 

〇区画整理課長 

 尐し、端折った話になったかもしれませんが、

19年度の当初予算においては、１億7,800万円余

の予算を計上させていただきました。昨年の10月

５日に換地処分をしましたことから、関係者、そ

れから金額、これが確定してまいりましたので、

同一名義人のものについては、12月補正において

相殺行為をさせていただきました。それが、

3,800万円余の減額の相殺の金額をお願いさせて

いただきました。 

 今回、３月補正で5,900万円の補正をお願いし

ております。その残りが8,000万円ということで

ございまして、今年度中に精算金の総額を8,000

万円徴収するというものでございます。 

 実は、換地処分後、分納の申出も受けさせてい

ただきました。これが、1,370万円余のお金にな

るわけですが、この分納分が今年度に入ってくる

ものと来年度以降に入ってくるものとございます

ので、そういった金額の差が来年度入ってまいり
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ます。 

 来年度入ってまいりますのが、270万円余の分

納の金額でございます。 

 それ以降の21年度以降につきまして、入ってま

いりますのが、969万4,000円。これが、21年度以

降に入ってまいります。ですから、19年度末にお

いて、この8,000万円の徴収後、20年度において

は、270万円の分納分が入ってまいります。それ

から、21年度以降、これもトータルしまして、

969万4,000円が５年間の中で入ってまいりますと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 20年度の予算では、270万円余が精算金の収入

額に入っています。それは、あなたも今、答弁と

符合するんですね。 

 それで、私が聞きたかったのは、精算事務がい

よいよ佳境を迎えるわけなんだけども、精算金の

総額が幾らになっておるのか。つまり、19年度で

は8,000万円余、8,044万円を精算金で徴収すると

いう予算ですよね、これは。問題は、その後、今

も答弁があったように、来年度で270万円。それ

以降の分納で969万円、約1,000万円ということは、

残りが1,270万円というふうに、今の答弁で読め

るわけですね。ところが、今回、１億3,900万円

から5,900万円減額されている。つまり、そうな

ると、補正に補正を重ねた後の１億3,900万円と

いう、もとの規定額というのは、一体何だったの

かということになりますよね。 

 つまり、5,900万円減額をされたわけですから、

5,900万円が次年度以降の残りではないかという

ふうにも理解できるわけですよ。いいですか。い

やいや、規定額が違っておりましたと。規定額を

精査したら、これにはなりませんということなん

でしょうね。今の答弁聞きますと。残りは約

1,270万円ですから。そこら辺を解明していただ

きたいんですよ。 

 今回の補正予算とあわせてね。 

 どうですか。 

 精算金の総額は幾らで、今年度幾ら入って、残

りは幾らなのか。端的にお答えください。 

〇区画整理課長 

 まず、精算金徴収額の総額でございますが、19

年度収入いたします8,044万円と来年度徴収しま

す270万円と21年度以降に徴収します969万4,000

円、これが合計が総額でございます。それで、原

予算１億3,986万6,000円、これは、同一名義人を

相殺し、徴収と交付の中の同一名義人は10月５日

で関係者が固定しましたので、相殺をさせていた

だきました。今回、5,900万円の減額につきまし

ては、相続関係でお名前は違っているけれど、ご

兄弟、親子という関係、それから売り買いの中で

前所有者が持つ、買い主が持つ、こういった契約

の約束事があるわけですが、そういったお申出を

もとに相殺ができたものが、5,900万円というこ

とでございます。5,900万円は、収入であります

徴収金と交付額、同額になるわけですが、これを

相殺させていただいたということで、先ほど冒頭

に言いました、３件を寄せたものが精算金徴収額

の総額でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 つまり、精算金の総額としては、規定額は間違

っていないんだと。ただ、精算交付を行ってこい

でやると、残りはあと先ほど言われたように

1,000万円と270万円が次年度以降の歳入だと、精

算金の、もらいがっての精算金だと。こういう理

解ですよね。 

 そこで、念のために聞いておきたいんですが、

これは、来年度当初予算で聞くべき案件なんです

が、20年度で会計をとじたいというご意向ですよ

ね。第三土地区画整理事業は、既に本換地が進み、

住所もかわり、そして、まちの中も既に供用開始

されていると。したがって、あと残るのは、お金

の出し入れと、過渡し、換地の関係で、お金をも

らったり、返したりというのが残るわけです。そ

れで、20年度で会計はもうしたがって終わりにし

たいと。そうすると、精算徴収事務だけが残りま

すが、これは、そういう方向で、あと雑入等の処

理で対忚するという方向を考えていらっしゃるの
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か、当然、この分納の方は、約束をされているわ

けで、滞りはないと思いますが、その辺の受け取

りの体制といいますか、その最後までの精算金の

徴収事務の対忚というものについては、基本的に

どんなお考えでお臨みになっているのか明らかに

していただけますか。 

〇区画整理課長 

 お答えいたします。 

 20年度予算におきまして、先ほど言いました20

年度に入ってまいります270万円の徴収分納金は

よろしいわけですが、21年度以降に入ってまいり

ます先ほど来からお話します969万4,000円、これ

につきましては、繰入という形で一般会計から特

別会計20年度に入れていただきました。徴収事務

は引き続き残り３年間は徴収してまいるわけです

が、これを一般会計の方の雑入の方へ収入をさせ

ていただいて、特別会計の会計上は、整備も終わ

りとじたいという内容でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 20年度の当初予算の議論でまことにもうしわけ

ないけども、先食いしていると、歳入をね。一般

会計で約1,000万円は入ったものとして、先食い

して、言わば、第三土地区画整理内の公共事業に

充てるということですよね。だから、実態行為と

しては、20年で全部終了すると。あと、969万

4,000円の歳入が未執行で残るので、それは雑入

で入れていくと。したがって、既に税を先食いし

て第三土地区画整理事業の先食い対忚をされてい

るんだと。収入がきちっと入るというのが大前提

ということが20年度以降に残るというふうに理解

いたしますが、その際の対忚、雑入で明確に入れ

てこないといかんわけですよ。その際の対忚につ

いては、どんなお考えでしょうか。 

 これ、ごめんなさいね。20年度の予算で審議す

べき内容ですが、途中まできましたので、あわせ

てお答えをしていただけますか。いかがでしょう

か。 

〇区画整理課長 

 今回、分納のお申出がありましたのは、７件の

権利者からお申出がございまして、お申出の中身

によりまして、分納の許可を出させていただいた

という形でございます。 

 ご本人さんにおきましては、分納という形での

お申出でございますので、間違いなく収入はでき

るものと私ども解釈しておりますし、また、その

ように事業部局としては収入をしていかないと、

こういうふうに思っております。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第27号について挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第27号、平成19年度知立市知

立第三土地区画整理事業特別会計補正予算（第２

号）の件は原案のとおり可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第29号、平成19年度知立市水道事業会計補

正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 
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○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第29号について挙手により採決します。 

 議案第29号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第29号、平成19年度知立市水

道事業会計補正予算（第２号）の件は原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第30号、平成20年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○坂田委員 

 予算説明書の179ページ。004、一般諸経費の中

段の耐震改修促進支援委託料として、373万5,000

円についてですが、この件に関しましては、議案

説明会の折に、重点的に耐震化を進める地域とし

て決定した地域、地元の活動の支援をし、まちづ

くり勉強会を実施し、安全なまちづくりをしてい

くと、そういった説明でございました。 

 この件に関しましては、愛知県建築物耐震改修

促進計画の中でうたってありますが、地域固有の

状況を配慮して、各自治体において耐震改修促進

計画を作成するとなっており、これに基づいての

事業の委託料と考えますが、また詳細については、

この議会中に配付いただいた知立市耐震改修促進

計画の36ページに詳しく掲載されております。町

名でいきますと、約10町名、地区でいきますと、

これが25地区が掲載対象となっております。こう

いった対象となるこの地区すべてでまちづくり勉

強会、そういったものを立ち上げて、これから進

めていくのか、そこら辺のところ、もう尐し詳し

く説明していただきたいと思います。 

〇建築課長 

 まちづくり勉強会につきましては、すべての重

点地区のすべてでは、とても地区数が多いもんで

すから、順次、地区を決めてやっていきたいと思

っています。該当する地区としましては、１地区

ぐらいを一忚予定させていただきたいなと思って

おるんです。 

 以上です。 

○坂田委員 

 ちょっと今、聞き逃しました。順次進めていく

ということで、一つの地区ということですか。 

 この重点的に耐震化を進める区域の設定につい

ては、知立市耐震改修促進計画、先ほども申しま

したが、その中で説明されておりますが、東海地

震及び東南海地震が連動して発生した場合に想定

される建物全壊率が10％以上か、地区内に特定建

築物が10棟以上ある、これらのどちらに該当する

地区とのことですが、この配付していただいたの

も議会中のことで、全く私もよく目を通しており

ませんが、いまいちよく理解できません。 

 今後これらの該当する地区ですね、先ほど25地

区とあるといいましたが、どのような支援をして

いくのか。そして、先ほど順次進めていくという

ことでございました。今年度、20年度はまず一つ

の地区。そういった形で順次進めていく上におい

て、この計画は、平成27年度までの計画と承知し

ておりますが、そこら辺、すべてこの７年度の間

に、先ほど申した地区すべてにそういったまちづ

くり研究会立ち上げていくのか、そこら辺のとこ

ろをお聞かせいただきたいと思います。 

〇建築課長 

 この重点地区について、勉強会につきましては、

昨年につきまして、牛田町の方で高齢者耐震のリ

フォーム等、西町の方でローラー作戦とかいうよ

うな格好で、県の新たな事業として取り組んでい

ただきましたけれど、これにつきまして、今現在、

うちで今現在考えておりますのは、この20数地区

の中のうち、１地区をまず、今年度勉強会という

格好で勉強会をさせていただいて、そこの状況を

見ながら、次年度以降、１カ所でいくのか、２カ

所続けいくのか、そこら辺はちょっと状況を見さ

せていただいていきたいなと思っております。 

 これにつきましては、重点地区につきましては、



- 31 - 

耐震木造が、要は古い木造が密集しておる地区が

多いですので、その１件１件で取り組んでいただ

いても、なかなか効果が出てこないので、そのま

ちとして耐震改修に取り組んでいただくような格

好で、そういう勉強会を立ち上げていって、年４、

５回の会合をもって、そこでいろいろなこういう

状況だとか、そういうような格好のスライド等を

見て、勉強会をしていきたいと思っております。 

○坂田委員 

 この25地区ですけども、例えば、この西町でい

くと、亓つの町内がありますね。西中町も亓つの

この字名がありますが、今、これから進めていく

上において、町内単位でいくのか、そういった今、

西中でいくと、５地区ですか、６地区ですか、こ

れ６地区それぞれでやっていくのか、そこら辺の

ところの説明をお願いいたします。 

〇建築課長 

 小字単位でいくと、なかなかこういった今言わ

れたように西中でいけば、西中の該当する住宅が

尐ない地区もあると思うんです。ですから、今、

うちの方で考えておりますのは、字というのです

か、西中は西中、上重原なら上重原という格好で

考えさせていただいております。 

○坂田委員 

 わかりました。 

 次に、その下に民間木造住宅耐震診断事業委託

料として1,170万円。これは、予算概要の49ペー

ジに説明が載っております。木造住宅の260戸分

の診断委託料でありますが、そこから５行下に、

非木造住宅耐震診断補助金として、575万4,000円。

この575万4,000円については、議案説明会で、部

長の説明では、非木造住宅10戸、また、非木造の

賃貸住宅２棟、分譲住宅１棟の診断委託料との説

明がありましたが、ここでは、この予算書では補

助金となっております。診断費補助金となってお

りますが、そうしますと、この木造住宅の診断は

無料で、非木造については、診断は有料で各その

非木造の住宅の持ち主が一たんたてかえて払い、

それに対して補助をすると、そういうふうに理解

してよろしいのか。非木造住宅耐震診断補助金

575万4,000円についてもう尐し詳しくご説明いた

だきたいと思います。 

〇建築課長 

 ただいま言われたように木造住宅につきまして

は、すべてうちの方で負担させていただき、額に

つきましては、昨年までは３万円だったのを、本

年度より４万5,000円に上げていきたいと思って

おります。 

 それと、非木造住宅につきましては、原則的に

３分の２の補助、３分の１は、本人の負担という

格好になります。額につきましては、個々につい

ても面積とかそういう要件によって単価が違いま

すので、それは、一概には言えませんが、３分の

１は個人負担という格好で出るという格好でござ

います。 

○坂田委員 

 ３分の１は、非木造については、その持ち主の

負担ということですね。この20年度の予算書には、

非木造住宅に対する耐震診断に関する予算が載っ

ておりますが、19年度までは、昭和56年5月31日

以前の木造住宅に限って、耐震診断をしていくと

いう、そういったことでございました。こういっ

た20年度から非木造住宅も耐震診断されることに

なったのは、どういういきさつか。例えば、愛知

県建築物耐震改修促進計画には、私がパソコンの

中で見たところ、この件は、愛知県の方ではない

と見受けましたが、これは、国の施策でこういっ

た非木造住宅に対しても耐震診断することになっ

たのか、そこら辺のところをお聞かせいただきた

いと思います。 

〇建築課長 

 耐震診断というか、耐震改修もですが、これに

つきましては、国の方の施策でございますけれど

も、現在、うちとしましては、昨年度策定させて

いただきました耐震診断促進計画の中で一忚、非

木造についても対象家屋というのですかね、そう

いうものにしていかないといかんのではないかと

いう格好で検討させていただきました。 

 ただ、いろいろな条件がございますけれど、非

木造についても窓口を広げさせてもらったという
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格好でご理解してください。 

○坂田委員 

 国の施策でそういうふうになったと。非木造に

関しましては、先ほど私も申しましたが、昭和56

年の５月31日以前。非木造についてもそこは同じ

ように理解してよろしいんでしょうか。 

〇建築課長 

 答弁を申し上げます。 

 非木造につきましても、56年以前の建築物とい

う格好で、ご理解していただきたいと思います。 

○坂田委員 

 過去に、同僚議員から今回の質疑の席において、

木造と鉄骨の混合住宅は、診断の対象にならない

のかと。時の部長にかなりしつこく食い下がりま

したが、それは対象にならないと、そういったお

答えでした。現実私の地元の住民の方も、耐震診

断を申し込んだところ、建物の３分の１右側が鉄

骨のために、診断を拒否されておりますが、今後

このように、木造と非木造の混合住宅、こういっ

たものに対しては、これは、対象になるんでしょ

うか。その点をお聞かせいただきたいと思います。 

〇建築課長 

 一般的に、混合というんですかね。昔は平屋で

つくっておって、家族がふえたで、２階建にする

だとか、増築するのに鉄骨にするだとかいう、混

合建築物につきましては、今後につきましても、

対象外という判断でおります。 

○坂田委員 

 対象外。よくわからないな。 

 私は、こういった非木造戸建て住宅10戸、こう

いった対象になるというところから、木造と非木

造の中間点であるそういった建物が対象外という

ことは、いまいち理解できませんが、そこら辺の

対象外というそこら辺の理由は、どこらから出て

おるんでしょうか。 

〇建築課長 

 対象外にさせていただくにつきまして、木造と

鉄骨、重量、軽量もありますけど、その場合も入

れる割合が違ってくるわけです。ですから、それ

についても計算上できないということで対象外と

いう格好にさせていただいております。 

○坂田委員 

 わかりました。 

 次に、予算書の同じく185ページの001道路新設

改良事業、２億3,339万円についての、この説明

の中で、部長の説明の中で、盛んに牛田町20号線

という地名が出てまいりました。 

 13節のこの委託料の説明の中では、山屋敷北部

の新設道路、上重原町13号線、牛田町20号線ほか

２路線、計５路線の調査測量委託料との説明があ

りましたが、ここで言う、牛田町20号線とは、こ

の20号線上のどこの部分を指すのか、お聞かせい

ただきたいと思います。 

○土木課長 

 ここの部分の測量調査費ですけど、これにつき

ましては、牛田町、湯山の豊臣機構側の方のご協

力を願って、右折帯を設ける部分の調査委託費で

す。 

 以上です。 

○坂田委員 

 猿渡川から国道１号線前の拡幅の工事のことか

と思いますが、この件については、去る12月の定

例会で同僚の池田議員からの質問に対して、現在

国交省の公安委員会と協議を進めている最中であ

るとの担当部長からの答弁がありましたが、その

後、この交差点改良について、どのような協議を

公安委員会とされたのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

○土木課長 

 交差点部分につきまして、概略設計を行いまし

て、その概略に基づいて、右折帯の流れと、それ

から１号線とのタッチの関係、そういった、それ

と反対側路線との関係について、公安委員会と協

議をさせていただいて、建設省とも同じように競

技をさせていただいております。 

○坂田委員 

 ここの部分のこの右折帯の件に関しましては、

今定例会で先日馬場議員の質疑で、今後の工事予

定を改めてお聞かせいただきました。 

 そのお答えの中で、私が聞き間違いでなければ、
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22年に工事着手との説明と聞きましたが、これは、

22年度中にこの拡幅は完成すると理解してよろし

いのか。 

 それとあわせて、この猿渡川から１号線の部分、

東側、片側ですね、これ２車線になると理解して

よろしいのか、その２点についてお聞かせいただ

きたいと思います。 

○土木課長 

 現在の進捗状況からいきますと、20年度に用地

調査、21年度に物件調査、22年度に工事が実施で

きるように現在進捗を進めているところでござい

ます。 

 反対側の車線との取り合いにつきましては、現

在、反対側２車線、今度拡幅する側が３車線とい

うことになりまして、その辺も含めて、現在、公

安委員会、建設省とも現在協議中でございますの

で、でも、基本的な考え方としては、南側２車線、

北側３車線という形で考えております。 

 以上です。 

○久田委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後１時54分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後２時04分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○坂田委員 

 先ほどの非木造との混合住宅については、これ

は対象にならないということでしたが、先ほど申

しましたが、同僚議員のときは、いわゆる、廊下

でつながっておる、そういうのも対象にならない

のかと、そういった話をしました。先ほど私が申

した、私の地元の３分の１が建物の鉄骨、鉄筋、

それと兼ねているというところは、やはり、計算

上難しいかと思いますが、廊下を隔てて、それぞ

れの戸建の建物に関しては、私は、今回、こうい

った非木造も対象になったということは、そこら

辺、何とか、当局側でまた研究すれば、対象にな

るような気がするんですが、いま一度、その件に

関してお答えいただきたいと思います。 

〇建築課長 

 先ほど申しましたように、混合といいますか、

１階が木造で２階が鉄骨だとか、そういうものに

ついては、対象になりませんが、別棟で、渡り廊

下でつながっているようなものですね、木造鉄骨、

そういうものについては、対象になります。 

○坂田委員 

 ありがとうございました。 

 先ほどの20号線の交差点の件でございますが、

あそこの拡幅計画に当たっては、豊臣、あの会社

の塀を３メートルばかり後退して、道路幅を拡張

していただけると思いますが、あそこの道路と１

号線との交わる角に、豊臣とは別に民有地がある

わけでございまして、あの場所は、これまでトヨ

セットの駐車場でございましたが、あそこが、会

社が駒ヶ根の方にいったということで、今、売り

に出ております。民間の不動産屋の看板が掛かっ

ておりますが、この件に関して、最近当局と不動

産屋と地主である現場で立ち会って、協議をされ

たと思いますが、現状、この民有地についてのい

わゆる買取りといいますか、そういった形での進

捗状況をお聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 今、質問されましたように、確かに、売りに出

されているという情報を得ましたので、その旨、

代理店と交渉をさせていただいた中で、今概略設

計ができておりますので、想定される大体の部分

がわかるもんですから、その部分を除いた形で売

っていただけないかという、そういった交渉をさ

せていただいておりました。 

 そういった中で、最近になりまして、地主との

売るというのがある程度固まってきたようですの

で、地主とも交渉させていただいて、売られる前

に売っていただけないかという交渉をさせていた

だく中で、現地の測量をさせてもらっているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○坂田委員 

 それでは、同じページの185ページの下から４

行目、交通安全対策工事費ですが、この件に関し



- 34 - 

ては、議案説明会で部長から説明がありましたし、

また、今定例会の質疑で、永五議員の質疑に対し

て、ガードパイプ、カーブミラー、道路防護柵、

通学路表示板、道路鋲との説明がありました。こ

の道路鋲についてお聞かせいただきたいんですが、

ちょっと話がずれますが、ことしの１月１日の元

旦の夜９時30分ごろ、牛田町と20号線、この20号

線と旧東海道ですね、ここの交わる交差点、この

地元の親子さんが重傷２人とも、そういった大変

悲惨な交通事故が発生しました。この交差点は、

議会でもたびたび取り上げられておる大変危険な

交差点でありまして、非常に事故が多い場所でご

ざいます。今回もこれ、一歩間違えれば、死亡事

故につながるような大変な事故でございました。 

 その後、この事故に遭われた親子のご主人から

私に連絡がありまして、南北に設置されている道

路鋲、あれ、八橋方向からくるのに３個、そして、

こちらの牛田の神社の方から行くのに３個、それ

ぞれ合計６個ついておるんですが、それぞれすべ

て壊れておりました。そして、真ん中に大きなの

があるんですが、これも点滅がかなり弱っており

ました。それが、この直接事故につながったと思

いませんが、事故の原因の一因とも後で考えれば、

考えられないこともないわけでございまして、そ

の後、地元の区長と連携して、当局にその対処を

お願いしたところ、これ、すぐに対忚していただ

き、その対忚の早さには、大変感謝しておるわけ

でございますが、ただ、今思うに、もう尐し早く

対忚しておれば、この事故も防げれたかなと思わ

れる点もあるわけでございます。この６個すべて

が同時に故障したとは考えられません。徐々に一

つずつ壊れていったと思います。この道路鋲の耐

用年数、そして、また、市内には課なりの数のそ

ういった道路鋲があるかと思いますが、そういっ

たのを管理体制というものはあるのか、そこら辺

をお聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 道路鋲につきましては、先ほど質問者言われま

したように、この交通対策費の中で対忚させてい

ただいております。 

 それにつきまして、管理体制でありますけど、

実は、毎年、年末に一度夜間パトロールというこ

とで年末に一度のみパトロールさせていただいて、

そのときに切れているものについてチェックをし

ておるわけです。松並木の今回の交差点につきま

しては、２年ほど前に交換させていただいておる

んですけど、そのときには、一旦停止の方もつい

ておりましたんで、それからその後、切れた内容

をちょっと把握していなかったということから今

回、事故に遭われてからそういった通報があって、

現地確認したところ切れておったということで、

すぐに対忚させていただいたわけなんですけど、

大体、寿命としては、５年から６年あるというこ

とで聞いておりますので、安心しておったわけじ

ゃございませんけど、やっぱりそういった中で、

注意しながら、現地の方も昼間でも確認できない

こともないもんですから、一度、その辺の管理体

制もちょっと整えたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○坂田委員 

 ２年前はついていたが、その後にこの６個がす

べて壊れてしまったという説明ですが、こういっ

た管理体制は、例えば、設置した近くの方にお願

いして、切れたら市役所の担当課まで連絡してく

ださいとか、近くに住む職員がおれば、そういっ

た方に連絡お願いして、たえず、そういった連絡

していただくと、壊れた場合。なかなか一部局で

すべて市内を担当するというのは、なかなか管理

がいきわたらないかとおもいますので、そういっ

た点、またこれから十分考慮していただきたいと

思います。 

 今申した交差点は、私以前も紹介しましたが、

これ旧東海道、いわゆるメーンになる旧東海道よ

りもそれに交差する南北の牛田町20号線ですね、

こちらの方が道幅が広いために、地理的状況、あ

そこら辺のわからない方は、一旦停止せずに、い

きなりこの旧国道に横切ると。そういった形から

事故が発生しておりまして、今回もそれが一委員

でございます。 

 昔からも、私の前の先輩議員からも信号機の設
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置を望む声は非常に多いわけでございますが、な

かなか道路幅の関係でこれは難しいことは私も承

知しております。せめて、一つ目信号の設置ぐら

いはしていただきたいと。今回の事故の直後に、

牛田の区長から当局経由で警察の方に要望書を出

していただきましたが、その後、無理ですよの一

言で終わってしまいました。今後、あの交差点に

関しては、何らかの対忚をとっていかなければ、

これは、今以上に悲惨な事故が発生することは、

推測されます。 

 信号機設置に関しては、当委員会とは管轄が別

ですので、これ以上申しませんが、当面できる範

囲内で、交通安全対策をよろしくお願いするとこ

ろでございます。 

 最後にもう１項目お聞きしたいと思います。 

 同じページの下から３行目。道路改良用地購入

費4,594万円がありますが、説明では、西町１号

線、牛田町20号線等との説明でした。ここでいう、

この牛田町20号線上とはどの部分をさすのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 ここで言います牛田町20号線につきましては、

知立団地の東側を走っております国道１号線から

安城市境へ抜けるのが20号線なんですけど、安城

市境から旧東海道までですね、そこまで20号線で

ございますが、ここで言う、用地買収につきまし

ては、安城市境から高根地内の明治用水の緑道ま

での区間のことを言っております。以上です。 

○坂田委員 

 いわゆる旧高根地区のことかと思います。 

 あそこは、ここ１、２年の間に、買収が済んで

おり、私も過去の何かの本会議か委員会か忘れま

したが、買収が済んだところは、拡幅のために簡

単に埋め立てて待避場所とすべきでないかと、そ

ういった提案をさせていただき、ここ１週間ぐら

い前からあそこ、工事が始まりました。そういっ

た点では、対忚に、私の要望に対して、対忚して

いただいたと感謝しておりますが、あの約10メー

トルかな、それぐらいの間隔のあれは、簡易舗装

するのか、あるいは、今砂利の状況ですが、その

状況のままなのか。 

 それと、あの地区の拡幅の今後の工事計画、物

件移転を含めて、そこら辺のところをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○土木課長 

 今後の進ちょくですけど、現在、一番、18年度

に更地の部分、一番明治用水緑道の近い部分の農

地の部分を買収させていただきました。 

 19年度につきましては、それから、ちょうど安

城市境との中間点ぐらいですけど、そこで住宅を

１件買収させていただきました。 

 今後ですけど、今後20年度につきましても、住

宅１件、22年度にも２件、それから、23年度に一

括して工事ができれば順調に進むのかなというこ

とで、当初考えておりました。 

 相手のある話で、交渉とかいろいろ長期化する

ようなことがあれば、途中の真ん中に農道ってい

うんですかね。道路があるんですけど、それを境

にどちらかを整備できればというふうにも思って

おったわけなんですけど、基本的には、全部買収

できた時点で一括して整備をしようということで

考えております。 

 ただ、委員おっしゃるように、そういった買収

されたところが、活用できるようであれば、活用

してほしいという、そういった内容もございまし

たんで、すべての買ったところすべてを整備する

ということはできないかもしれませんけど、そう

いった待避場所ですとか、すれ違いができないよ

うなところについては、暫定的に忚急的な待避場

所なり、すれ違いができる程度の暫定整備を考え

たいということを考えておりまして、今年度につ

きまして、地元の要望も強いということの中で、

交差点部分の約30メートルぐらいですかね、その

部分について、盛土をさせていただきました。今

年度につきましては、盛土のみでございます。 

 20年度に入りまして、今、3.5メートルほどの

舗装ですれ違いができませんので、あと1.5メー

トルぐらい舗装を膨らませて、５メートルぐらい

あれば、暫定的にすれ違いができるだろうという

ことでそういった整備もできないかなということ
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で、今、検討中でございます。 

 それと、電柱がございますので、その電柱を動

かすのにもかなり時間がかかるもの、現在時間が

かかっておりますので、そういったこともすべて

考慮しながら、20年度にどういった整備ができる

かという、今大体、そのような形で整備したいと

思っておるんですけど、いろいろ検討していきた

いと考えております。 

○坂田委員 

 あの部分は、本当に先ほど申しましたが、長年

の地元の懸案でございます。そして、いよいよこ

ういった形で工事の先が完了予定まで今、説明が

ありましたが、目に見えてきたわけでございます。 

 そういった中、聞くところによると、１件の移

転がなかなかこれから難しい問題が出てくるので

はないかと。難色を示していると、そういったこ

とも耳にしております。 

 そういったときに、地元に今後の工事予定の年

次の計画、例えば、小さな看板を今回あそこの拡

幅したところへ掲示するとか、これから何年にど

ういうどういうと。何年完了と、そういった皆さ

んに周知を図れば、やはり、あの狭い地域でござ

います。なかなか反対する人もそこら辺から、難

色をいつまでも示すのは難しい。そういった地域

状況になってくるかと思いますが、そういった点

で、理解が得られるんでないかと推測しますが、

そういったこれから地域住民に対する周知に関し

て、この拡幅計画は、何か考えている点があれば、

お聞かせいただきたいと思います。 

○土木課長 

 住民の周知に関しましては、ずっと以前ですけ

ど、全体説明会等やらさせていただいて、道路を

拡幅していくという、そういった話をさせていた

だいております。そこに、工事の進捗が悪かった

ら、看板を立てたらどうかという話ですけど、こ

れも、やっぱり、交渉相手の感情的な問題もあろ

うかと思いますので、看板設置は、ちょっとどう

かなと思いますけど、ただ、区長ですとか、地域

関係者には、そのような形で、説明なり話しあい

をしていきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○坂田委員 

 この地区のこの25号線ですが。ここを東西に明

治用水の支流が流れておりまして、この用水に、

この近隣の住民の生活水が流れ込み、大変、地域

のいわゆる田んぼに取水されている方は大変困っ

ておられます。 

 何とかこの用水が管路化して、またそして、そ

ういった生活排水の流れ込むような排水口を設け

てほしいと。当局側にも要望がされていると思い

ますが、用水については、これは市の管轄ではな

いと思います。今後、牛田20号線拡幅計画との関

連で、この交差する用水、排水口、そこら辺のと

ころをどのように考えておられるのか、お聞かせ

いただき、私の質問を終わります。 

○土木課長 

 この20号線を途中で横断する用水があるかと思

います。その用水につきましては、用水と一部の

家庭雑排水も入っておろうかと思います。その用

水の管路化につきましては、受益者負担の観点か

ら、用水管理者の方で管路化していただくのかな

という、その中には、市の補助も若干させていた

だきたいなとは思っております。 

 排水路の整備ということにつきましては、この

20号線の改良時にあわせてできればということな

んですけど、それも地域全体の排水路、未整備地

区がかなりございますので、土木工事の申請を出

していただいた中で、バランスをとった中で整備

を考えていきたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 それでは、最初に地震の問題、災害の問題につ

いてお尋ねいたします。 

 先ほど、同僚の議員からも触れられましたが、

知立市耐震改修促進計画書というのが立派なもの

がでました。これは、なかなか27年度を目標にど

こまで耐震の比率を高めるか。90％までだと。建

物の。知立にある総建物の９割を耐震補強、つま
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り地震に耐え得る建物にするんだという大命題、

これ90％というのは、愛知県が90％ですから、知

立も右にならえの数字になったということは理解

をいたします。 

 そこで聞きたいのは、木造、非木造、そしてそ

れが戸建て、あるいは共同というふうに幾つかの

建物の構造が分れています。現在、一番、耐震化

のおくれているのは、木造の共同住宅。これが

34％ですね。つまり、アパートなどで、木造で大

変古いものですね、これはあります。これが34％。

それから、木造の戸建てが52％。現状は、69％の

耐震状況です。69％が、それでも耐震化がされて

いると。これを27年ですから、あと８年、19年度

から始まって９年ですか。これで90％の数字とい

うことですね。 

 それで、お聞きしたいのは、46ページ、この計

画書の46ページ、90％の目標に到達するのに、後

どれだけ耐震化が必要かということが書いてあり

ます。 

 平成27年度までに90％にするということは、す

べての建物のうち、耐震化が完了したものが９割

なんだと、分子と分母の関係ね。そうしますと、

木造戸建てで2,003戸、木造の共同住宅で48戸を

はじめ、2,225戸の耐震化が必要だということが

書いてありますね。これを、平成27年までにやる

ということですが、今までの実績からいくと、こ

れは、相当困難な数字だというふうに思いますが

まず、その辺の90％にする目標との関係でどんな

思いをお持ちになっているのか、お聞かせくださ

い。 

〇建築課長 

 46ページと47ページに書いてあるんですが、現

在の目標数とすれば、木造だけでいけば2,003戸

を対象という格好でありますが、最終的に、ここ

できまして、最終的には1,437戸を耐震改修をや

らなきゃいかんという格好の数字にはなってくる

わけですが、今まで過去の経緯でいきますと、56

戸、ことし18年６戸なんですが、56戸やってきて、

年14戸という格好で、これ掛ける８としたっても、

100数十戸の話になってくるわけです。そこで、

1,000だ2,000だという話になりますと、ちょっと

想像を絶するような数字にはなってくると思うん

ですが、それにつきましては、過去の民間の力で

はないですが、建てかえ自分で補助いただかなく

ても建てかえをされる方もみえるし、そのような

格好で、啓発等を行って、極力、うちの方として

は、そういう啓発、補助も補助で考えていきます

が、極力それに向かって努力をしていきたいとい

うことしか、私としては、ちょっと答弁ができま

せんので、申しわけないですが。 

○高橋委員 

 いやいや。最初から白旗上げられちゃうのは、

これは、何をか言わんやで、これをつくって遂行

する方が、書いたことは書いたけど、わからんと

いう話、最初からされたのでは、ああ、そうです

か、これは大変だねと。本日はこれにて散会と、

こうなってしまったんでは、意味がないですね。 

 今、おっしゃったのは、自助努力で、何とかや

ってもらいたいと。耐震の補助を受けて、今60万

円ですか、補助を受けてやった方については、こ

れは実績はありますが、１年に平均14件ですか。

100掛けたって1,400件ということなので、しれて

おるという話ですよね。民間の人々の補助金を借

りない形のものもお願いしたいとおっしゃってい

るけど、この46ページの表には、過去の経験から

して、建てかえが進むだろうということは折り込

まれておるわけなんだわ。建てかえは、27年まで

の間に、1,125戸を建てかえられるだろうと。建

てかえられれば、当然、建築確認申請のいるもの

であれば、当然最近の建物は、全部耐震性が要求

されますから、それは、建てかえによって、耐震

化が担保されると。1,125件、課長、折り込んで

あるがね、これ。折り込まれないのが2,000件を

超える戸建て木造があるんだと。それで、この

2,000件に対して、耐震診断1,400件やっていこう

じゃないかと。耐震改修を136戸やっていこうじ

ゃないかと。こうやって書いてあるわけです。こ

れでもなお間に合わないわけであります。何とか、

あと10年足らずで136戸というと、これは、射程

距離に入らない数字ではないと。頑張ればね、と
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いうふうに思いますけど、これ以外の人たちが、

どうやったら、じゃ、耐震が担保できるのかとい

うことについては、今、答弁がちょっと困っちゃ

うと、こんなこと言われたって。おれも困ってお

るじゃないかと、こういう話なんですが、これが、

もうちょっと目鼻立ちをつけていただかないと、

じゃ、どうやってやるのかということは書いてあ

ります。幾つかね。外面的なことは。例えば、固

定資産税も減免制度が、これ成就するわけですよ

ね。私は、大分前にやったんで、固定資産税は、

減免されておりませんけども、固定資産税の減免、

あるいは、耐震補強や診断の補助率の引き上げな

どによって、その点をカバーしていこうというん

ですが、もうちょっと担当としては、市民に呼び

かけのアピールなり、こうしていきたいんだとい

うものがなかったら、これは、立派な冊子なんだ

けどね、絵に描いた餅になってしまうんですが、

どうでしょうか。この手だてについて。 

〇建築課長 

 その手だてにつきましてですが、今年度ですが、

牛田の方でやる耐震改修促進の方の関係でリフォ

ーム事業というのをやらさせていただいたわけで

すが、その中で、56年以前の住宅に住んでみえる

方については、耐震診断はやってみえるか、必要

かどうかというようなアンケートを調査させてい

ただいたわけですが、耐震診断というか、改修に

ついては、必要であるというような判断をされて

おりますが、耐震改修については、半分以上の方、

50％の方が、耐震改修の制度、補助金やそういう

ような制度は、ご存じですが、耐震改修自体は、

費用がかかるでやりたくないとか、改修しても効

果があるか心配だとかいうような格好だとか、そ

のようないろいろな関係等、あと、進むにはどう

したらいいかという話なんですが、要は、費用面

を抑えるように、安く改修できるような方法です

ね。今やっている方法じゃなくて、もっと簡易に

やって、強度が1.0以上出るようなものの方法の

ＰＲとか、そういうようなものがないかというよ

うなお話なんですが、今現在の愛知県のほうでも、

いろいろな検討をさせていただいて、テレビや何

かでも報道されておりますが、そういうような方

法自体は、まだ、承認されておりませんので、そ

ういうものは、なるべく早く承認していただける

ような格好で、そういう制度ができてくれば、も

うちょっと進んでくると思われます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 地震に対する研究や、その内容を具体化するよ

うな技術開発、あるいは創意工夫、そういうもの

が日々前向きに、変化はし、発展はしていくだろ

うという思いはありますが、現時点で、こういう

ものをつくられたということは、つくって、目標

値を明確にしたと。27年のゴールを明確にしたと

いうことは、一つ前進だと、これはね、いうふう

に思いますが、どうやってそこへ近づけていくの

かというプロセスが、今の答弁、やりとりでおわ

かりのように、なかなか見えてこない。ここは大

事な知立市の課題ということだと思うんですね。

そういう意味で、各自治体が、今いろいろな思い

を重ねながら、どういう補助制度にしていったら

有効なのか。いろいろ検証し、苦労されておりま

す。20年度の当市の補助対象の内容についても先

ほどご説明があったように、49ページ、50ページ

あたりに、耐震診断の補助制度、補強の補助制度

があります。せっかくこういうものを出していた

だくとすれば、戸数が出てますがね。診断と改修

の戸数が出ていますが、一体、どの程度の補助額

になっているのかということも明記していただく

と、非常にわかりやすいんではないかということ

で、今後、心がけていっていただきたいというこ

とですが、改めて、私、来年度、今言った大前提

のもとで予定されている補助制度について、明ら

かにしていただきたい。診断、木造戸建て、木造

共同住宅、あるいは、共同住宅は診断が入らない

のかね、非木造の個別住宅と非木造の住宅、共同

住宅ですね、これは、戸数が出てます、それぞれ。

じゃ、一体幾らになるのか。さっきちょっとあり

ましたけどね。 

 それから、耐震改修。現在は木造の戸建てだけ、

これが現在60万円ですが、来年は75万円になるん
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ですか。これどこにも書いてないんですよね。だ

から、ぜひ、今からの答弁で、改修と診断につい

て、それぞれ建物の種類によって、来年は、今年

度から来年は、幾らからが、幾らになるのか。そ

れぞれお示しください。 

〇建築課長 

 まず、耐震診断でございますが、耐震診断につ

きましては、木造につきましては、１棟４万

5,000円でございます。今まで３万円だったもの

が、４万5,000円ですね。それと、共同住宅です

ね、それについても１棟４万5,000円。その共同

住宅で、例えば10件の方が入っておっても、一部

屋ではなくて、１棟ですから４万5,000円という

格好になります。 

 はい、ですから、木造という格好で考えていた

だければ結構だと思います。 

 それと、非木造でございますが、これにつきま

しては、まず、原則的に３分の２の補助、３分の

１は本人負担という格好でございます。 

 それで、限度額としまして、平方メートル

1,000円ですね。ですから、戸建ての共同も一緒

でございます。 

 条件がいろいろありますけども、一口に1,000

円という格好で理解していただければ結構だと思

います。 

 それと、耐震改修の方でございますが、こちら

につきましては、今までは、60万円。木造につき

ましては、60万円だけでございましたが、設計費

の補助ですね。当然、改修する前に設計を起こさ

ないといかんので、設計やるについて、それで10

万円の補助なんですが、これについては、３分の

２の補助、３分の１は、本人負担という。ですか

ら、設計費として15万円かかれば、10万円を上限

として出させていただくということです。 

 これにつきましては、改修費補助としましては、

75万円ということでございます。 

 要するに、今まで60万円と一緒のように、75万

円までは、上限出させていただきます。 

 あとは、非木造の方につきましては、これにつ

きましても、条件いろいろございまして、ややこ

しいんでございますが、面積等の要件がございま

すが、なしという、いろいろな条件がございます

が、一番簡単なものでいきますと、非木造につき

ましては、改修工事費の23％までの格好でござい

ます。それで、平方メートルあたり３万2,600円

の単価でございます。 

 非木造につきましては、３万2,600円、面積掛

ける、例えば、150平方メートルの非木造である

場合、150平方メートル掛ける３万2,600円掛ける

0.23掛ける３分の２が、この人に対する補助額で

ございます。 

 以上かと思います。 

 すいません。解体が、上限20万円を考えており

ます。 

 ただ、これにつきましては、公費といいますか、

税金を投入するという格好でございますので、こ

こでして、今回の方も、防災のものもありますが、

指定させていただきました避難路沿いですね、避

難路沿いの家で、避難路をふさぐような建物、そ

ういうものについて解体費補助20万円出させてい

ただくと。敷地のど真ん中にあるものを解体する

でお金くださいと言われても、そいつについては、

ちょっと税金を出す以上、そういうものは、対象

外にさせていただきたいということで考えており

ます。 

○高橋委員 

 耐震診断の補助ですね。戸建て住宅、木造戸建

て住宅に限定して、今まで補助してきましたね。

補助っていうより３万円建築士の方に３万円払っ

て、本人は無料ということですが、今度それを、

対市民の間は無料なんですが、４万5,000円にす

るということですか。 

 それは、どういう意味あいがあるんでしょうか。 

 中央公民館じゃないけども、耐震補強をせない

かんと思っておったら、次の診断は、耐震診断必

要なかったと。二転三転して、最後は診断必要な

かったという結論だったといいますが、そういう

点で、より精度の高い耐震診断をしようという意

味あいなんですか。これをちょっとはっきりさせ

てほしいという。 
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 それから、避難路に面する構築物でないと、解

体は、限度額20万円いただけない。つまり避難路

というのは、国県道あるいは１、２級市道以上の

市道に面している建物というふうに、今の答弁を

聞いて理解するわけですが、例えば、準市道のよ

うな道路脇に建っておる建物で、倒壊したら準市

道をふさぐというものについては、対象枠の外と

いうことになるんでしょうか。そこら辺、もう一

つ、明らかにしてください。 

 それから、非木造住宅の耐震補強は、補助率

23％と。だから、単価掛ける３万2,600円ですね。

単価が３万2,600円掛けるこの耐震補強の面積、

150平方メートルなら150平方メートル掛ける23％

の３分の２ということなんですが、これは、限度

額の最高が３万2,600円という意味じゃないです

か。おしなべて３万2,600円いただけるんですか。

ここちょっとはっきりさせてほしいということ。 

 そういう意味で、大変制度が複雑なので、それ

は、一覧表でお持ちになっておるとしたら、ぜひ、

担当委員会にこの一覧表をお出しいただきたいと。

補助制度の一覧表というのを。あなたと私とここ

で聞き取りでやってもよろしいですが、そういう

ペーパーがあるならば、お出しいただいて、お互

いの認識を深めたらどうかと思いますが、いかが

でしょう。 

〇建築課長 

 まず、耐震診断でございますが、耐震診断３万

円から４万5,000円になるというものにつきまし

ては、県の方の補助制度自体が４万5,000円にな

ってきたということでございます。 

 それについて、診断した、そのほかに、耐震改

修の概略的なものの改修としては、このような感

じでやった方がいいよというようなものをＡさん

ならＡさんに診断結果として提示するような格好

にしていくという格好になりますので、今までは、

診断だけでしたから、大ざっぱな改修候補として、

こんな格好のものになるんではないですかという

ような助言的なものは出てくると思います。 

 それと、ペーパーにつきましては、この補助要

綱が今現在国の方が見直しをしておりますが、今

現在のものであれば、コピーのコピーで見にくい

んですが、出ささせていただきますが、それで。 

 これですと、見てもらっても、ちょっとわかり

づらいと思いますので、ちょっと何だというよう

なものになっちゃいますので、申しわけないんで

すけど、ちょっとそれは、後の方が、はっきりし

た段階でまた出させていただくという格好でご理

解していただきたいと思います。 

 避難路につきましては、１、２級市道というこ

とではなく、防災の方で指定されている避難路そ

のものについてをうちの方として、そいつを受け

まして、１、２級市道は当然入っておりますが、

それ以外の道路も一忚、ここに入っております。 

 ですから、今言ったような準市道というのは、

まず、この中には入っておりませんが、各地区の

大体のメーンの道路は拾っておりますので、そこ

で、これ以上と言いますとなかなか細かい道まで

入っていかないかんという格好ですが、これで、

一忚、当面は、これで進めていきたいということ

で考えております。 

 ３万2,600円につきましては、施工単価でござ

いましたから、限度額としては、23％というので

抑えておりますので、単価的なものにつきまして

は、３万2,600円でございます。 

○高橋委員 

 これということですか。非難路、これ大体１、

２級市道以上だって。市道全部入っていないです

よ。１、２級市道以上、大体知立の言う。知立で

いう１、２級市道、ここで言うと、路線で言うと、

大体、すぐ頭に浮かぶような建設委員の皆さんが、

それ以上の市道だということですよ。だから、準

市道に面しておったってあかんよということでし

ょ。そこがやっぱり市民の方に正しくＰＲしない

と、せっかく制度をつくっていただいても、おれ

のところは解体の対象になるのか、ならんのか、

わかっておれば、よし、20万円くれるなら解体し

てみようかと思っても、制度としてわかってない

といけない。今、メモが入りましたよ。限度額だ

と、３万2,600円。いい。ちゃんと答弁しないと。

その点で、もう一遍お答えいただきたい。 
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 できたら、その一覧表がわかるような、そりゃ、

くしゃくしゃのところに手書きしてあるような、

スタッフ優秀な方がみえるんだから、こういう制

度が20年度はやられるんだと。私たちもいろいろ

胸張って、皆さんに説明してあげたいがね。本多

市長も頑張っているよと言うかどうかはともかく

として。言ってあげたいけど、制度の説明の文章

もきちっとしてないと。きちっとしてないという

言い方は適切じゃないが、わかりやすくレイアウ

トしたものをおつくりいただいて、ぜひ、市民に

ＰＲすることが大事だというふうに思います。 

 この点、もう一回お答えいただきたい。 

 それで、なかなかこの補助制度を使っていただ

けない。特に耐震は、お金かかるんですよ。大体、

この資料にあるように、150万円ぐらいかかって

いるんですよ、平均で。年金暮らしで、あと10年

ぐらいかなと、我が人生、こういろいろ逆算して

考えたりすると、そうして、耐震補強はしろと言

われても、150万円かかっちゃうというと、残っ

た預金と相談しながら、娘が入ってくれるなら、

息子が後をとるなら、ぱちっとかえたいけども、

そうでなかったら、このまま静かに送るかという

ことになる方も結構おみえになるというのが、率

直な実感ですね。我が家でも最近そういうさみし

い話をしておるわけですけど、そういう人たちが、

また逆に言うと、被災をされたときの弱者にもな

るわけですよね。だから、高浜は高齢者に150万

円まで出そうというわけですよ。高浜の制度は。

ただし、低所得者ですよ。低所得者で、150万円

までどうぞと、出しちゃうというところもありま

すし、安城市のように、これは、ときどき紹介さ

れているんですが、耐震の数値が1.0にならなく

ても、現在の耐震よりも上がれば、30万円ばかり

お金差し上げますと、それで直してくださいとい

うところもある。いろいろ県や国の制度を超えて、

ユニークな対忚をされているし、知立も20年度は、

それなりに努力された数字が出ているんですが、

このあたり、どういうような方向性をお考えにな

っているのか。補助の拡大という意味でね。ある

いは、高齢者に向けたあたたかい援助という点で

は、いかがでしょうか。これ、ちょっと建設部長

からお答えいただきたい。後段部分をね。 

○建築課長 

 先ほど、単価につきまして、３万2,600円は限

度額ということで、訂正させていただきます。済

みませんでした。 

 避難路の道路につきましては、１、２級道路の

みじゃなくて、それ以外の道路についてはも指定

させていただいていただいておりますので、それ

以外も結構といっちゃいかんですけど、入ってお

りますということで、ご理解していただきたいと

思います。 

 ＰＲにつきましても、この制度がかわったとい

うことをＰＲ、４月早々からの話になりますが、

そういうようなＰＲ自体もさせていただかないと

まずいかなという考えて、もう尐しわかりやすく、

単価的な上にもこういうものはなりますよという

のが、このＰＲをさせていただきたいなと思いま

す。 

 それと、安城市と高浜の話なんですが、安城市

については、極端には、一部屋であっても、極端

にほか0.3だったものを0.1にあげれば、30万円ま

で出しますよというようなお話が新聞にも出てお

りましたし、安城市に聞いたところ、そのような

格好で、全体じゃなくても、一部屋でも結構だよ

と。極端に言えば、その家が一遍にばしゃんとじ

ゃなくて、ぐぐっとがしゃんとくるような、一時

的にも、ちょこっとでも逃げれるように時間がと

れればいいじゃないかというような格好で、そう

いうようなことを考えさせていただいたという話

です。 

 高浜については、担当が建築じゃなかったので、

防災の方に、ちょっと新聞しか理解はしていない

んですが、そちらにつきましては、福祉、今言わ

れた低所得者で高齢者の方、そういう福祉面の格

好のうえの考えで、150万円というふうにかんが

えてもらっておるみたいですが、うちのは、当面、

ことしにつきまして、非木造まで枠というのです

かね、そういうものを広げさせていただきました

し、60万円から75万円まで補助を上げさせていた
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だき、また、改修の設計費を見させていただくと

いうような、一忚、とりあえず、うちとしても窓

口を広げておりますので、一遍にどこまで広げり

ゃいいとわからないんですが、とりあえず、これ

でスタートして、あと、高浜とか安城とかの状況

を見ながら、またそこら辺を考えさせていただき

たいなというふうな考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 戸建て住宅、木造戸建ての場合は、今までは、

耐震診断は無料でやっていただきました。耐震補

強は、60万円までと。それは、60万円を超えたら、

60万円の補助ということでやってもらってました。

20年からは、まず75万円になったと。60万円の該

当部分がね。しかも、プラス設計費が10万円。た

だし、これは、３分の２の限度ということになっ

てますので、15万円以上の設計費を発注を受けた

方が、カウントすれば、今は、一律60万円だけど

も、中には、設計費があり、施工費があると、厳

密にいえばね。設計が15万円を超えていれば、10

万円。そして、75万円は建築についてもらえると

いうことですが、今、60万円であったものが、条

件によっては、最高85万円まで対象になると。し

かも、解体が必要であるとすれば、限度額20万円

で、道路沿いのところでやれば、解体工事もプラ

スになると。こういうふうに制度をして補助制度

として引き上がったと。個別住宅については、そ

ういう理解でいいですね。 

〇建築課長 

 そのようにご理解いただいて結構だと思います

が、改修と取り壊しと一遍に両方もらえるという

ふうに思われると、これは、まずいんですが、そ

れはまた別の問題という格好で理解していただき

たいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○高橋委員 

 じゃ、今後、補助制度の前進については、答弁

がありましたが、多いに検討していただきたいし、

何と言っても、やっぱりこの内容を市民の中に入

れていただいて、そして、皆がやっぱり耐震をし

なきゃいかんということがＰＲされ、その気にな

っていただけるような取り組みをぜひちょっと答

弁は心許なかったんですが、ぜひ、そういうこと

で努力をしていっていただきたいいうぐあいに思

います。 

 尐し前に進んでいきたいわけですが、山町の区

画整備事業についてお尋ねしたいと思います。 

 197ページかな。予算書のね。 

 これ、山町の区画整理というのは、懸案の地域

でして、山屋敷の南、竜北中学校通学路にそった

ところでありまして、１日も早くというか、平成

19年度で、組合を設立して、換地設計等に入りた

いということでやってこられたんですが、残念な

がら、19年度は９月補正で減額ということで、20

年度に改めて、2,500万円余の補助金が計上され

ております。 

 いよいよ、年度末にさしかかっていますが、現

状、同意書の取りまとめ状況を含めて、現状、ど

んな到達になっているのか、明らかにしていただ

きたい。 

○区画整理課長 

 山町地区の区画整理の組合施行による区画整理

事業の立ち上げということで、昨年末に全体説明

会を実施し、それ以降、地区の準備委員が本同意

の取りまとめに奔走していただいている状況でご

ざいます。 

 同意の取りまとめ状況につきましては、２月末、

先月末現在でございますが、同意者数、29件とい

うことで、５割の権利者数としては、同意率にな

ります。また、同意率の面積的に申し上げますな

ら、３万8,000平方メートル余の面積の同意率で

ございまして、これは、面積的は75％という状況

でございます。 

 今、状況といたしましては、建て付け地の権利

者の方が、区画整理を実施した後、小さな面積で

あるがゆえに、最後は精算金というお話になると

いうことで、どれぐらいの金額になるか、これが

不安であるということから、いろいろな知立市に

おいても、370有余のヘクタールの区画整理を実

施してきておりますが、こういった既に行われて
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きている実情、状況、これらを事例に上げてご説

明してきておりますが、いかんせんこういうふう

になりますということは、申し上げられない状況

であります。 

 なぜかと言いますと、区画整理事業、今準備委

員ということで、手弁当で役員回っていただいて

おるわけですが、組合が設立する総会の中で、選

挙で役員というのが選任されると。また、換地規

定、評価基準、あらゆるものがその総会の同意を

得て、決めていくと。特に、建て付け地の方の軽

減率等も含めて、そういった総会の同意の中で決

めていくということから、今現在、換地割り込み

をしているわけではございませんし、どういうふ

うになるということが、お話しできない。他の事

例のみをご紹介する状況で、何とか、同意をいた

だけるように、今役員、また私ども市の方もお話

をさせていただいておる状況でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 るるご説明いただいたのですが、同意率、同意

が29件、約５割と。面積でいうと３万8,000、大

体、５万4,000、５万5,000ですから、５ヘクター

ルちょっとですから、3.8と75％ということです

から、これは、面積で８割を超えればいいという

規定ではないですから、権利者の８割ということ

でしょ。そういう意味で言うと、ちょっと厳しく

なってきているなと。この同意をいただく行為が

ね。というふうに率直に現、今の事態をどう見る

かという点でいうとね、厳しくなってきていると。

その理由は、先ほど課長が答弁されたんですが、

その辺の見通しについて、どういうご所見なのか、

伺いたいと思います。 

 あわせて、この区画整理は、今、事業計画の概

要案を持って、これをもって、回ってございます。

これは、先議会、９月議会でやりました、これを

持ってね。ここに概略のことを書いてあるわけで

すが、今おっしゃるように、換地設計にかかるこ

とは、これは、新しい組合ができて、そこで皆さ

んの総意で決めないと、換地設計、減歩率軽減、

建て付け地減額というものは、全然決まらないわ

けですから、その意味では、現実的にこれだけで

は、あなたの宅地は何平方メートルだから、この

程度の減歩になりますよ、政策になれますという

ことは言えない。ただ、全体には、好況減歩が

20％、保留地減歩入れて41％ということですから、

既存の農地の方は、50％ぐらいとられると。アバ

ウトな数字でね。５割を超える方があるかもしれ

ない。従前地が接道地がない場合にはね、という

ことが言えるわけで、私は、そこで聞きたいのは、

既存建て付け地の人がどの程度見えるのか、権利

者。権利者全体が何名、既存建て付け地の権利者

が何名。そして、農地所有者が何名。そういうふ

うにジャンルで分けれるかどうか、ともかくとし

て、ちょっとそのあたりの権利者の地積、所有の

構成について、権利者の内容をご紹介いただけま

せんか。厳しくなっておるなと私は感じています

が、いかがですか。あわせてお答えください。 

○区画整理課長 

 まず、権利者の構成でございます。権利者数総

数59名になります。建て付け地の住宅の方25名。

農地の方25名。農地と建て付け地、両方お持ちの

方が６名。それから、市・国3.59ということでご

ざいます。 

 今の状況といいますのは、先ほどちょっと説明

しましたように、建て付け地の方が幾ら負担すれ

ばいいかなというのが、不明確な中で、本同意は

だしづらい。まちづくりをしていく区画整理の趣

旨、また意義、これらについては、多いに賛成は

されている状況下の中で、現実的なところが見え

てこないので、今、一歩踏み出して同意という状

況にたどり着いていないというのが現実の中身で

ございます。 

 それと減歩率でございますが、公共減歩率約22

割。保留地減歩率２割１分。この２割１分が他地

区と比べますと、若干倍近い率にはなります。公

共減歩が２割で、保留地減歩が１割というのが、

３割というのが、昔の通説の利率でありますが、

そこら辺のところが、整理前の単価、整理後の単

価、ここら辺がこの地域のちょっと特色であるが

ゆえに、整理後の単価が坪単価にして約31万ほど
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の整理後の単価を見込んでいるわけですが、若干、

整理後単価安い状況もございます。 

 そうした中で、今、未同意の方というのは、農

地、宅地わかりますと、建て付け地の方が多うご

ざいました、という状況でございます。 

 以上でございます。 

○久田委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後３時01分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後３時11分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 山町の区画整理事業についての現状についてお

知らせをいただいております。 

 現在、準備委員の方が13名でしたか。精力的に

回っていただいておりますが、率直なご意見を聞

かせておるんですが、かなり厳しいと言っておら

れます。 

 確か、19年度の９月補正で2,200万円減額にな

りました、補助金をね。そのときの意見、やりと

りでは、あと４名か５名同意していただければ、

クリアできそうなニュアンスのこともおっしゃっ

た様に覚えております。 

 現在、先ほどのご説明では、50％、これは、な

かなか厳しいなと、率直にいって。ということな

んだけども、じゃ、じっくりやるかということに

なるんですが、今、どういうことが起きているか

というと、開発業者ね、建て売りや分譲やという

方々がしきりにとにかく区画整理が始まっちゃう

ととられちゃうと、半分。農地の人は。今は、お

得なやり時だといって、怒濤のようにＰＲしてお

るというわけだ。達成率が5割と、同意書のとり

がね。始まったら、41％だと。合算減歩は。半分

以上取られちゃうと。今なら、私どもがやればも

うかりますよというような話がある。さっき、件

数も言っていただきましたが、農地の所有者、こ

れに、そういうことかなという方も率直にお見え

になります。だから、これ、じっくりやることは

いいんだけど、そりゃ、市民合意がないとやれま

せんからね。８割、９割、10割はいいけども、９

割を超えるような同意がないと、後々、精算金で

もめたり、仮換地でもめたりしますからね。それ

は、たくさん同意してもらったらいいけども、そ

のじっくりやるということは、これはこれで大事

だけども、そういう流れがもう一本あるというふ

うに思うんですが。したがって、どんどんこのミ

ニ開発が区域内で進んでいく、そうすると、過小

宅地既存建て付け地がどんどんふえてくる。ます

ます区画整理を困難にする要因が広がるという、

そういう関係になるわけですよ。これらを踏まえ

ると、担当課長として、どういう対忚が今、必要

になっているのか。あるいは、今の半分しか同意

いただけない事態をどのように分析的につかまえ

てみえるのかね。このあたりは、非常に大事だな

というぐあいに思いますが、いかがでしょうか。 

○区画整理課長 

 まず、今年度、山町地区の補助金の補正減額を

させていただきました12月でございますが、この

ときに、内容をいろいろるるご説明をさせていた

だきました。この段階のときには、まだ同意書の

取りまとめという状況を一つも握っていない状況

の中で、今から同意書の取りまとめに入るとする

ならば、ちょっと時間がかかってしまう。補助金

も仮換地の指定ができた段階で、支出がかなう状

況になりますことから、ちょっと19年度では、す

べてをクリアするのは不可能だということで、補

正の減額をさせていただきました。 

 それで、今、本同意の取りまとめ状況でござい

ますが、先ほど件数だけを申し上げましたが、ま

た多くの方が建て付け地の方だというお話もさせ

ていただきましたが、農地の方につきましては、

おおむね同意をいただいてきておるような状況で

ございます。 

 それで、前回の補正減でもそうでございますが、

委員おっしゃられるとおり、随時、ねつらったよ

うにこの地区に開発業者が入ってまいりまして、

次から次へとアパート、それから分譲、これらが

入ってまいりまして、当初計画して、地権者の方
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たちにご説明した計画案も見直しをせざるを得な

くなった状況から、１年、半年という状況でおく

れてきてしまったことが現実の問題としてありま

したことから、補正減をさせていただいたのです

が、今、現在、未同意の方たちにつきましては、

先ほどお話ししたように、まちづくりは切実な問

題として、感じてお見えになります。地区内に緊

急車輌としての消防車、救急車、それから清掃の

パッカー車等の侵入、これが非常にしづらい様な

状況の地域でございますので、かなり危機感も持

っておみえになりますが、さりとて、今ここでど

のぐらいの負担が身に降りかかってくるのかとい

うのが、非常に建て付け地の方としては、心配な

部分がございまして、ここを今までの事例をお話

ししてきておりますが、いよいよある段階では、

一度、これは準備員ともご相談しないとならない

わけですが、また、地権者の選挙も得て、信任さ

れた委員ではないわけですので、難しいところが

あるかもしれませんが、いろいろな評価上の話、

規定等も中身も、今準備員には細かく出しており

ませんが、そこら辺も一遍お話をさせていただい

て、いろいろな手だてで、建て付け地の方の同意

をいただいていこうかと、こういう気持ちではお

ります。 

 それで、同意につきましては、区画整理法上は

３分の２ということでございますが、やはり、85、

90を超す同意率で県の方にも申請をしていきたい

という気持がございますので、長くは取り組めま

せんので、できるだけ速やかに、賛同を得るよう

にしてきたつもりでおりますが、なかなか個々い

ろいろお気持ちはいろいろでございますので、そ

こら辺を一つずつこまめに何回でもお話しして、

できるだけ早く取りまとめをしたいなという思い

でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 これから、そうやって進めていくわけですが、

区画整理という手法は、総論でまちをよくすると

いうことでは、そりゃそういうことなんだけども

ね、自らの資産を置きかえるという作業、釈迦に

説法なんだけどね、それは。置きかえるという作

業なんで、仮称宅地や既存建て付け地の方にとっ

ては、今うちが建っているということには、環境

的には不十分かもしれんけれども、それは、接道

しておるわけですから、建築基準法で、接道して

なければ、うちは建たんわけだから、接道してい

る人からいうと、いろいろ不便があるけども、公

園もないし、不便だけども、とりあえず身を寄せ

てくらしていくには、うちができると。しかも、

本地を買ったために、多大なローンを組んでいる

という時代、実況がある片方で。片方では、広大

な農地が未接道のまま、未利用地のまま、使って

いると。何とかしたいという思いがあると。その

資産というふうに置きかえられる土地のありよう

によって、利害がある接点を軸に分水嶺のように

分れる可能性もあるわけですよ。区画整理という

のはね。だから、そこの人々の資産の実態によっ

て、反対の方に手を上げる方も当然みえますし、

やってほしいという推進の側の方も生まれてきて

当然と。こういうことだと思うんですね。 

 既存建て付け地がふえればふえるほど、区画整

理っていうのは、困難になってくるんです、そん

なことはね。これは、明確な話です。だから、一

気呵成にこの際に開発業者が地主のところに行っ

て、あんたやったら得だ、こうやっている。３件、

５件、10件と出てきたら、これ区域除外せないか

んといって、竜北に近い方は区域除外していくと

いうようなイタチごっごを繰り返しておったんで

は、これまたなかなか成就しないという状況だと

思うんですね。 

 私は、そういう意味では、今後の対忚なんだけ

ども、これ、さっきも出ましたように、保留地合

算減歩で40％、41％。でね、資金計画を見ると、

市の助成が約9,000万円ですよ。全体の事業費が

11億円。これアバウトですよね。11億円で、市の

助成が9,000万円。これ、調整池もつくられるん

で、調整池については、定額というか、定量的な

補助がされることになってます。これ上重原でも

そうですよね。それで、あと、保留地処分金が10

億円。つまり、12億、11億のうち、10億円は保留
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地処分だと。こういう作品になっておるんですよ

ね。市の助成が１億円弱と。この事業計画という

か、資金計画をもう尐し抜本的に何とかしないと、

やはり過小宅地の皆さんは、理解しにくいんじゃ

ないか。駅周辺は、後ほどまた議論になるかもし

れませんが、それは、原価保障で買い込んで、買

い込んで、１ヘクタール１万平方メートル買い込

んで、公共施設をつくるってやつでしょ。ここは

買い込みなしで、9,000万円で11ヘクタールを整

備しちゃうと。そういう点で、過小宅地の人々に

も区画整理の区域内であるかぎり、減歩率ゼロに

されりゃいいですが、そうでない限り、一定の負

担が来る。土地を出さなければ、金を出せと、こ

うなるわけですから。 

 私は、根本的には、この事業計画そのもの、資

金計画そのものをもう尐し住民サイドに立つ内容

に変更することも含めて考えないと、回を運べば、

足を運べば亓月雤的に同意者がふえるかというこ

とでいうと、必ずしもそうではないんじゃないか

という思いがあるんです。率直に。ここら辺は、

どんなご推察でしょうか。 

○区画整理課長 

 今回つくりました事業計画概要、この中で、委

員おっしゃられる市の助成補助金、これが9,100

ということで、おおむね１割弱の状況だろうかと

思います。 

 今まで、先ほど376ヘクタールに及ぶ区画整理

をやってきたというお話を若干させていただきま

したが、第三においても、約、市が助成してきて

おるのが、１割ぐらい。それから、上重原特定に

おきましても、約総事業費の１割ぐらいを助成し

てきております。 

 ゆえに、この山町地区もそこの助成という部分

については、著しく尐ないという状況ではないか

と思います。 

 それと、今回、この事業概要には出ておりませ

んが、この地区の中で、ちょうど旧155号にタッ

チいたします地区内から出る山屋敷川沿いの道路

でございますが、これをこの事業費の中に含めず

に改修をしていこうという試みもしております。 

 また、地区外におきまして、以前から竜北中学

周辺の整備も含めて、いろいろお話をいただいて

おるわけですが、そういったことも将来的には考

えていきたいと。地域のグレードを上げるような

他事業としての整備も予定しておることから、こ

の地域におきまして、大きな幹線道路がないがゆ

えに、国県の助成、交換金、これらが入ってきて

おりませんが、大きくこの地区に助成が尐ないと

いうのは、ないというふうに考えておる状況でご

ざいます。 

 どちらにしても、この地区においては、保留地

減歩分に相当する部分が尐なくございます。特に

簡単に言いますと、この整理前と整理後の単価か

ら見ますと、増進率が若干尐ないことと、それか

ら、本来増進率の一部を減歩分としていただくん

ですが、その残った部分を地権者に返すという分

の事業でございますが、このお返しする部分がち

ょっと尐ないという状況下でありますが、どちら

にしても、地価の状況が極端にいいとこと極端に

悪いとこ、大きく差があるような地域でございま

すので、なかなか費用負担分の２割というのが、

大きくのしかかっていることは事実でございます

が、何分、助成という意味では、そういう状況で

ございます。 

 ちなみに、9,100万円の内訳でございますが、

ちょっとご説明させていただきますと、これは、

幅員８メートル以上の道路部分をつくっておりま

す費用、1,680万円。それから、緑地の面積、調

整池に当たる部分でございますが、これの拡大面

積が672平方メートルありまして、この助成金、

用地費が3,590万円、あわせて、約5,270万円にな

るわけですが、これと調整池の築造費補助が

3,830万円ということで、あわせて9,100万円とい

う数字でございますが、こういった用地費と調整

池の築造費、この２分の１の助成をさせていただ

いている中身でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

他の区画整理との違いというか、相違点を言わ

れましたが、ただ、ここは、非常に区域が狭いと。
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しかもいびつな形なんですよね。コスモスの畑を

田んぼもとりこまないかんしね。ぐっと広がりな

がら、細いやつが東西へこう、非常にいびつだと。

したがって、設計がしにくいというようなことも

あって、第三は85ヘクタールあったから、それは

ちょっと話にならんわけですが、昨今では、最も

狭く、しかも形がいびつ。そこへ、最近建った既

存建て付け地が生まれてきておる。こういう条件

を考えると、尐し他の区画整理とは異なる発想が

必要ではないかと、こんなふうに考えております。 

 それで、先議会もこのやりとりやったんですが、

最近、お話を承るところによると、組織だった反

対が進んでおるような話も若干聞いております。

学習会をされるというようなね。それはそれで、

地権者の思いを具体化することですから、いいと

か悪いとか、そういう評価をする立場にありませ

ん。自分たちの財産や資産や周りの環境を守るた

めに、それぞれの立場で自らの思いを具体化され

る、これは、当然市民社会の権利ですから、いろ

いろあって当然だと思います。そういうことを考

えますと、ただ時を稼げば、じっくりやれば成就

できるものかどうかについては、やっぱり相当分

析的な議論がいるんではないかというふうにおも

っていますので、ぜひ、そういう点では、行政側

の指導的役割、あるいはさっき言った区画整理に

おける相対的な地権者負担をどういうふうに軽減

していくのかというところのアプローチも大いに

検討する必要があるんじゃないかということを申

し上げておきたいと思います。 

 それで、山屋敷川の改良は、区画整理の仕事と

切り離すというふうにおっしゃったんですが、

187ページに、この河川改修費で一番下に山地区

関連調査委託料、720万円と。これはこの区画整

理の関係ですか。違うんですか。これは、どうい

うふうですか。 

○区画整理課長 

 この山地区関連調査委託料、まことに先ほどお

話ししました旧155号線へタッチするところの状

況を反対側といいますか、西側になります歯科医

院の前になりますが、あの状態と同種の形の取付

けがさせていただきたいという中身の中で、調査

費を上げさせていただいております。事業内容と

しましては、延長として59メートルほどになるわ

けですが、この山屋敷川の暗渠科の設計委託料、

これは、開削になることになると思いますが、１

メートル20センチほどのボックスを山屋敷川の中

に入れて、上を車道として使いたいという設計で

ございます。 

 それと、土留め等の河川でございますので、仮

設口の設計。それから、地質調査。１カ所になり

ますが、これをあわせて、720万円を上げさせて

いただいて、21年度以降で対忚しようというもの

でございます。 

 この事業費をざっと見ますと、約１億ほどの事

業費になるという概略でございますが、試算をし

ておる中身でございます。その調査設計を720万

円、今回お願いをさせていただいております。 

○高橋委員 

 あんまり細かく入っちゃって恐縮ですが、ここ

の緑地の部分、つまり山屋敷川の一部が区画整理

区域内に入った。区域内だから、本来区画整理の

未利用地の中で対忚するべき仕事だけども、これ

を、事業と切り離して、一般会計で、今度は八橋

の調整池をつくるんだけどね、あれは、向こうの

方へつくって、区画整理区域内のこの水の滞留を

なくすためにもこれつくると、やつも含んでやる

わけですが、まさにここは、区域内の河川を今、

おっしゃったような歳出で調査をすると。これを

暗渠にして、上部を使うと。道路として。これは 

どういうことですか。山屋敷川の区画整理区域内

だけをやろうということですか、１億円というの

は。ちょっとその辺の関連。 

 あと、山屋敷川全体が区画整理の関係ないで、

やりながら、一般土木がやってくれるということ

ですか。その辺の関係を含めて、どんな案配にな

っているのか、１億円というのは、この区画整理

区域内だけの話なのかどうかも含めてお答えくだ

さい。 

○区画整理課長 

 予定しておりますのは、この区画整理内の中を
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予定しておる中身でございます。 

 それ以外の中身は、今回計上させていただいて

おるものではございません。 

○高橋委員 

 これは、20年度予算だね。20年度で調査を委託

すると。来年度、21年度で設計をやるということ

ですか。１億円というのは、どれぐらいのインタ

ーバルでやっているわけですか。 

 この区画整理の話がさっき言ったように、まだ

５割の段階ということとの関連というのは、考慮

しながらやっていくということなのか、それはそ

れ、これはこれということなのか、そのあたりは、

どんなふうですか。 

○区画整理課長 

 まず、今回やらさせていただくのは、この取り

つけ部分だけのことになります。 

 それと、20年度に設計をしていきたい、調査を

していきたいという調査費でございます。それで、

この取りつけにつきましては、非常に難しのは、

地区外にはなりますが、北側の住宅がありますこ

と。それから、細い橋ですが、橋を渡って、急に

上がったような形で北へ上がる道路のすりつけ。

これが絡んでまいります。そんなこともあって、

非常に細かく、調査を今からしていくものであり

ますので、あれですが、補償も実際問題出てくる

のかなという感はしておるわけですが、どちらに

しても、今から調査をし、そういった補償関係も

含めて、ちょっと調査に行きたいということと、

設計は来年度設計ということではなく、ことし、

20年度に設計をしていきたいというないようでご

ざいます。 

○高橋委員 

 関連、山屋敷の山町の区画整理関連ずっとお話

をしたんですが、これ、本多市長ね、市長の地元

でもあって、しかもこれは、長い経過があって、

当初は牛田も一緒にということだったんですが、

最近、よしわかったということで、農業委員会長

も含めて、地元の人が決意をされて、今日に至っ

ているわけでして、何とか、関係者の理解を得ら

れる方向で打開できることが望ましいなと、私は

そういうふうに思っているんですよ。今のやりと

りは、聞かれたとおりですが、市長として、ここ

はやっぱり、これはおれは知らんぞというわけに

はいかん案件だと。いやいや、本当の話が。皆知

らんわけにいかんけど、とりわけそういう案件だ

と思うので、現状は市長どういうふうに理解され

て、どういう思いで、この事業に向かおうとして

いるのか。かなり、はっきりしてきたんじゃない

かというふうに思うので、市長の見解も承ってお

きたい。今後の見通しについて。 

○本多市長 

 今おっしゃられるように、長い経過を経てここ

にきたわけですけど、先ほど高橋委員からも尐し

話がありましたが、まとまって勉強会、それも聞

いておりますし、そこに中心になる方からもお話

を伺っております。 

 その方には、何とか、同意いただけるようにあ

なたからもひとつよくお話をして、わかりやすく

説明をする、さっきおっしゃったように、開発業

者がいろいろ入ってきておることは、私は、よく

聞いておりませんけども、そういう部分について

は。当然だろうというふうに思います。そういう

ことを、確かにお金だけの話しでいきますと、ぐ

らっとなってしまったり、こういうことがあるわ

けですので、今、おっしゃる過小宅地や既に住ん

でおみえになる人は、今現在困っておるわけじゃ

ないもんですから、なかなかそこで足が一歩踏み

出せない。当初予定ですと、90％ぐらいなら何と

かいけるんじゃないのかというぐらいな思いでお

ったわけですけれども、林さんほか、13名の皆さ

ん方が、本当に思った以上で難儀しておるという

ことは、本当にしっかり伝わってまいりますので、

私も、また側におりますし、皆さん方もまたいろ

いろなご意見を聞いて、私も区画整理はやるべき

だということを訴えながら、お知り合いの方もお

られますので、何とか理解を求めていきたいとい

うふうに思って、同意が、本当に85まではいける

ように、何とか私自身も取り組むというよりも、

知っていただく、理解をしていただく、こういう

作業でしかないのかなと今は、思っております。 
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○高橋委員 

 山屋敷と山町のこの関係は、私が申し上げるま

でもない、大変北部の力点の置かれなければいけ

ないところですので、区画整理という手法が一番

ベターなのかどうかいろいろ議論があると思いま

す。 

 しかし、こういうふうに滑り出してきているの

で、ただし、合意がないと町はできないわけです

から、特にその点では、関係者の理解が深まるよ

うな一層の努力を改めて求めておきたいなという

ふうに思います。 

 次の方へ移らさせていただきたいと思います。 

 今度、来年度予算の開発費の中心は、10億円の

鉄道高架の総事業費と。そのうちの中枢は、土地

区画整理事業の区域内の明治用水の管路をいけか

えると。これは、本会議で佐藤議員がるる述べて

きたところですね。 

 以前の話ですと、早ければ、19年度中にも移設

の着手をしていきたいということで、7,000万円

ほどの19年度の予算を持っておられましたけども、

今回、補正予算で減額と。本会議での答弁では、

調査をやった範囲で、具体的な実効的な行動は、

来年だと、20年度だということで、それで、６億

円を超える移設費が計上されていますが、まず、

この工事の内容についてご紹介いただきたい。 

 あわせて、これ入口と出口は21年度だというふ

うに理解しています。切りかえは、したがって、

20年度にはできないと。20年度は、本体工事をあ

の路線に沿って、迂回をつくると。最後は池端の

さっき言った池端１号線のところまでつなげなき

ゃいかんわけですが、それをやって、入口と出口

の接続は21年度だというふうに理解していますが、

それらの段取りを含めて、内容について尐しご説

明をいただきたい。 

○都市開発課長 

 明治用水の移設計画につきましては、12月議会

で移設ルート案というのをお示しさせていただき

まして、具体的には、現在の駐輪場ございますが、

駐輪場の上流のところから、踏切のところですね。

それから、堀切の公園の方に三河線の豊田方、碧

南方を垂深で超えまして、堀切公園の一部をかす

めまして、西方向へ現在の市道を埋設しまして、

池端地内の三叉路交差点から、ブラザー精密横の

既設管に接続するということで、そういったルー

ト案で進めていきたいということでご説明させて

いただきました。 

 それで、19年度にも一部工事を着手したいとい

うことで、頑張ってまいったんですが、やはり、

設計等の修正に時間も要しまして、19年度着工は

見送らざるを得ないということになりまして、補

正予算を減額させていただいたわけでございます。 

 全体の20年度における全体の移設計画をご説明

をさせていただきますと、まず、総延長でござい

ますが、530メートルございます。埋設管につき

ましては、1,350の管径と1,500の管径を入れさせ

ていただくと。現在管350でございますが、計画

で屈曲、いわゆる曲がりくねる部分が結構ござい

まして、水量抵抗ございまして、管断面が上がら

ざるを得ないということで、一部1,500の管を使

わせていただくという計画でございます。 

 全体の工事費でございますが、移設工事費、６

億5,000万円を見込んでおります。全体の工事の

計画でございますが、現在の計画では、当初全区

間を20年度に全部施工したいということで、負担

先であります受託していただきます明治用水と調

整協議をさせていただきましたが、全体の工事規

模、それと通水時期を考慮しますと、いわゆる通

水まで全部完了するということを前提に、20年度

の工事を設定しますと、非常に工期的に難しいと

いうことで、いわゆる工事の完了を２月中旪まで

には全部完了しないと通水ができないということ

で、今回の工事内容から、全体を20年度で完了す

るというのは、ちょっと工期的な問題として不可

能であるということで、前後の取りつけ部分につ

きましては、21年度におかざるを得ないというこ

とで、具体的には、まず、上流川の現在の起点と

なります駐輪場の東側の部分から、すぐ横の市道

を横断する部分につきましては、20年度について

は、工事区間から除外すると。それを超えたあた

りから、名鉄の三河線を越えまして、堀切の公園、
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それから、現在の市道ときまして、最終的に池端

の三つ叉の交差点のところまで今年度施工したい

ということで、全体の延長が413メートル、20年

度工事区間の延長が413メートルでございます。 

 事業費としては、工事費として、５億1,290万

円を見込んでおります。残りました前後の取りつ

け、起点側終点側の既存の取りつけにつきまして

は、21年度秋に着工したい。通水が完了した時点

で接続できるように着工をしたいということで、

平成21年度につきましては、残り117メートルで、

事業費としましては、１億3,710万円程度かかる

んではないかというふうに、今考えております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そうですか。２期に分けると。従来私が最初申

し上げたように理解していましたが、池端のとり

い歯医者の前の三叉路で、一忚エンドにすると、

20年はね。入口は、三河線２回またぎますよね、

これ。豊田方面のやつを最初にまたぎ、碧南方面

を二つ目にまたぐと。テニスコートの横でね、こ

ういう計画ですが、またぎっこなしということで

すか。 

 入口は、東の工事、20年度の東の工事の着手部

分というのは、三河線豊田側の暗渠から始まると

いうことですか。 

 市道を嫌うということは、これ連担して走って

おるでしょ、あの市道と。三河線の山側が。一緒

に並行して走っておるんじゃないですか。今の説

明でよくわからんのです。入口はどこから始まる

んですか。東側の入口はね。 

 そこをちょっと明らかにしてください。 

 それで、４対３の比率で、20年度は４、21年度

は３というような比率であって、21年の秋からか

かるということですか。21年度は。ということは、

秋ですから、下半期で、完全に通水ができるとい

うか、つながる、バイパスにつながってしまうの

が、21年度末ということでいいですか。 

 つまり、現在の明治用水の上に仮線が入るわけ

でしょ。だから、通水、まだ今の明治用水つかっ

ているんじゃ仮線に着手できないということでし

ょ。だから、21年度いっぱいかかると、切りかえ

に。という理解でいいですか。 

○都市開発課長 

 まず、起点側の方の工事の始まり、20年度の始

まりでございますが、駐輪場と並行に市道が公園

との間にございますが、その市道を超えたところ

から始めるということで、踏切及び現在通学とか、

かなり歩行者の数おりますが、そこの部分は、今

回は除外をしたいということで、接続管にあたり

ますので、既設管の。21年度につきましては、秋

の通水が、支障ない時点に接続できるように、工

事を進めたいということで、21年度末というふう

には考えておりません。 

 以上です。 

○高橋委員 

 田んぼの水がいらなくなってから、切りかえを

するということでしょ、今の話は。だから、とり

い歯医者の三叉路からこの向こうね、名鉄の軌道

の中というか名鉄側に向けては、21年の秋からや

るということですか。これはまだ、田んぼを使っ

ておってもいいんでしょ。工事を始めるというこ

となんです。最後に切りかえが始まっておっちゃ

まずいと。農閑期でないとまずいと、こういうこ

となんで、21年はいつから工事を始めたいですか。

通水に関係ないやつはやれるんじゃないですか。

秋といわずに。切りかえは、農繁期ではいかんか

ら、農閑期じゃなきゃいかんと言うことになると

思うんですが、その辺、もうちょっとよくわかる

ように説明していただきたい。 

○都市開発課長 

 工事の始まりの時期までまだ設定しておりませ

んが、言われるとおり、要は、通水が必要になる、

農地への通水が必要にならない時期、その時点を

最終工期として、接続できるように、発注時期を

設定をしたいということでございます。 

○高橋委員 

 秋祭りが済めばいいということでしょ。一般的

に取り入れのお祭りが済んで、秋祭りが始まれば

いいということだというふうに思われます。 

 それで、そういうことですと、仮線の施行自身
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は、どこから始められるのかよくわからんけど、

仮線というのは。この明治用水の上がいの一番に

始めなくてもいいわけなんですが、明治用水は、

今、そういう事情があると。それから、宝町の藤

和マンションの辺りは、本会議で説明されたよう

な事情があると。その事情を残しながら、仮線を

やることは可能だというふうに本会議で言われた

と思うんですよ。そういう言葉ではなかったけど

ね。どこから始めれて行かれる予定ですか、この

仮線というのは。懸案事項があっても、それはお

構いなく進めていくと仮線をつくるという作業は。

考え方として。ということなんですか。 

○都市開発課長 

 まだ仮線をどこから着工するかということにつ

いて、県が具体的な計画をまだしめしておりませ

んので、この場で、どこからどういう順番でとい

うところまでご説明できないという状況でござい

ますが、ただ、言えますことは、仮線につきまし

ては、鉄道事業者であります名鉄の方が、やはり、

鉄道をレールを敷いたら、すぐ電車が切りかえら

れるようなそういった時期でないと引けないとい

うことは、当然意思として示しておりますので、

案件事項があって、いつ解決できるかわからない

というような状況では、仮線のできるところから

やりましょうということにならないと思います。

尐なくとも、方向が出て、時期的にいつまでには、

もう確実にこれは仮線工事に入れると、この区間

は入れるというものがない限りは、やはり着工で

きないんではないかというふうに、私は思ってお

ります。 

○高橋委員 

 そういう話だと、今ね。担当課長は。 

 それで、仮線、本線の仮線というのは、２年あ

れば、敷設できるんですか。仮線施設の着工から、

切りかえまで、順調にいけば２年というようなこ

とでいいんですか。前出ましたね、グラフが、時

系列的に。確か、２年というふうに私は理解、こ

の間もいただいたのかな。その辺の仮線施行時期

というのは、２年間ですか。 

○都市開発課長 

 ２年から３年ということで、最短では２年、最

長では３年ぐらいというふうに確認しております

が。 

○高橋委員 

 そうしますと、今、仮線がこの懸案事項が残っ

ておる段階で着手は難しいではないかと。県とは

話をしてないですけどもということで、この懸案

事項解決が前提だということなんですが、今、当

局が考えている懸案事項というのは、明治用水の

切りかえもその一つには入るだろうと思いますけ

ども、これは、物理的に工事をやっていけば、見

通しは、基本的に立つ話だと、金さえあればとい

うふうに思うわけですが、藤和マンションの場合

は、それとは中身が異になっていると。違う本質

論があるというふうに思うんですが、この辺は、

着手の要件ということで考えると、どんなふうに

分類される問題点なんでしょうか。 

○都市開発課長 

 仮線着工に当たっては、当然、工事協定という

のが結ばれなければ、これは、手続的な問題とし

てできないと。あと、現場的な問題としましては、

言われるとおり、物理的なものが拝されない限り

は着工できないということで、今、私どもとして、

まだ仮線を着工するまでに、支障となる点が２件

ございます。そのうち、１件は、藤和マンション

でございます。藤和マンションは、本会議の中で、

部長が答弁をさせていただきましたが、昨年、総

会を開いていただきまして、その中で、結果的に

は、補償内容、こちらが提示した補償内容につい

ては、否決するというような結果になったわけで

ですが、ただ、私ども、出席させていただいた感

触としましては、これまでお話してきた中で、皆

さんやはり、鉄道高架これまで周辺の整備が進ん

できて、いわゆる用地の取得が進んできて、自分

たちも協力せざるを得ないなという感触を私自身

は持ちました。なおかつ、それ以後、そのときの

否決の理由が、補償の内容が、細かく説明されて

ないということで、県、市含めて、何度も補償内

容については、ご説明をさせていただいていたの

ですが、受け方もございまして、そういった補償
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内容についての理解がされていないということと、

自分たちで、その補償内容についてまだ議論をす

る場を持ったことがないということで、そういう

熟慮が足らないということでこの場で賛成反対と

いうことの決を採るのは時期尚早ということで、

否決されたということで、その後年が明けまして

から、私ども、県含めまして、また個別に交渉を

させていただきまして、その中でも24名の方と交

渉を、お話をさせていただきましたが、ほとんど

の方が、連立事業には、協力せざるを得ないなと

いう感触で、今示しています機能回復の補償内容

についても、ある程度前向きに考えていただいて

いるというような状況にございます。 

 ということで、県ともこれからお話を、協議を

させていただくんですが、総会というかたくるし

いそういう形ではなくて、住民が集まってもらっ

て、補償内容を議論する場をつくりたいと。その

中で、連立事業の必要性を訴えながら、ご理解い

ただくような方向で持っていきたいと。当面、こ

ういった形でご理解をいただくしかないというよ

うな状況でございますので、ただ、今後、配線工

事の着工時期というのも、全体の大きなスケジュ

ールの中では動いておりますので、そういった部

分で、皆さんのご理解と連立事業全体のそういっ

た事業のスケジュール等を勘案しながら、進めて

いきたいというふうに思っています。 

 以上です。 

 補償物件ですね。２件残っておるんですが、あ

との１件につきましては、ちょっと移転先が、ご

本人は、移転は協力的でございますが、移転先が

何せ商売やっておりまして、今、これといった移

転先がないというのが、頭痛の種でございまして、

その辺を早急に解決をさせていただければ、移転

の方は速やかに協力いただけるのではないかと思

っております。 

○高橋委員 

 後段の移転先という点では、この当初予算で物

件を移転補償費というのは、載っておるのですか。

当初予算で。どこへ行かれるのか知りませんけど。

物件移転補償費というのは、予算措置されている

のかどうか。後段の人の話ね。 

 それから、藤和マンションですが、否決された

というふうに答弁されたんですが、これは、表決

をしなかったということなのか、札を入れたら、

市の補償には反対だという方が４分の３を超えち

ゃったということなのか、このどちらなんですか。 

○都市開発課長 

 先ほどの後段の方の移転対象者の方の補償です

ね、その予算化ということですね。それにつきま

しては、これは、県が直接補償対忚する物件でご

ざいまして、私の方の市の予算の中には入ってお

りません。ただし、連立事業全体の中には入って

おりますが。 

 ２点目の藤和マンションの総会の折の否決とい

いますか、そちらの採決の方法なんですが、挙手

をもってやっていただいたということで、ちょっ

と冒頭、採決に入る前の質疑等の中で、やはり、

尐しこれまでの事業に対するいろいろなご意見を

持っている方が、強い口調でまだ時期が早いんじ

ゃないかということで、きょうは、採決をとる、

そういったまだ重度に達していないというような

強いご意見もあって、皆さんが、じゃ、見送ると

いうような形で否決になったということで、根本

的に補償内容云々の反対ではなかったとは私は思

っているんですが、それにしても、理解がされて

いないということは事実なんで、今後も粘り強く

やっていきたいということでございます。 

○高橋委員 

 この予算に入ってませんね。私いろいろ見まし

たら、何で入ってないのかなという疑問があって、

後ほど聞きたいなと思っておりましたが、県がや

ると。これは、何か、あれがあるんですか。何で、

ここだけ県がやるの。ずっと市がやってきたじゃ

ないですか。仮線、仮線で。 

 確かに、後段の物件は、スロープというか、取

りつけ部分なんで、ちょっと別かもしれませんが、

何で、ここだけ県費なんですか。ちょっとわかる

ように、説明してもらえませんか。 

○都市開発課長 

 連立事業、県の事業でございますので、基本的
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には、すべて県が対忚していくというのが、本来

なんですけども、これは、そういった中でも、事

業が重複しているところ、例えば、私どもの駅周

辺の区画整理の中ですと、支障物件というのは、

換地という手法の中で動かしていくということで、

連立事業者と区画整理事業者が、その費用負担に

関して、覚書を結びまして、区画整理事業者が費

用をもらってやるということで、駅周辺の区画整

理の中の支障物件というのが、駅周辺の区画整理

事業者、いわゆる市がやっております。 

 あと、沿道の仮線の用地だとか、仮側道用地の

買収で、そういった部分でも市が対忚していると

いうことなんですが、これにつきましては、通常

仮線用地で一時的使用でございますと、借地とい

うのが、原則なんでございますが、物件を例えば、

移転して、また、その土地を借りて、もとに戻っ

てもらうという十数年間仮住まいしていただくと

いうようないろいろな非常に地権者の方にご理解

いただけないような状況になってしまうというこ

とで、いわゆる市道を改良するということで、そ

の部分については、将来市道としてつかえるとい

うことであれば、市道改良をラップさせまして、

市道として、用地を取得させていただいています。 

 問題の今のところにつきましては、物件そのも

のは、私どもが、連立事業で必要となる部分と、

それから、安城知立線の拡幅がございます。安城

知立線はもちろん、県道でございますので、県道

として用地を取得する部分とラップしておりまし

て、したがいまして、土地は県道で買収させてい

ただいて、建物を連立費用で動かすということで、

いずれも県でございますので、県が事業に当たっ

ていくということになってまいります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そこで、区画整理について、尐し聞かせていた

だきたいのですが、今回、仮設住宅の仮設住居施

設、借上げ、1,287万円。本会議では、市が２戸

分建てるということですか。市が２戸分の住宅を

建ててあげて、これは、リースで建てると。永久

建築物ではなくて、リースで建てて、そこへ入っ

ていただく。あと３戸については、市が借家をお

願いして、そこへ入っていただく。全体では、19

件ですか。平成20年度は。19件は、残りは自力で

やっていただくということなのか、その辺ちょっ

とはっきりさせていただきたい。 

 それで、あなたのところは、20年度で移転して

いただきますよというのは、既に権利者の方に通

知がしてあって、わかりましたと、その気でおり

ますという事情聴取もつかんだ上で、予算編成と

いうか、提起されているのか。いやいや、そこま

でやったへんと。けども、おおむね、全体の計画

と事業費の関係で、載せてあるような戸数をやり

たいんだと。Ａさんか、Ｂさんか、Ｃさんか、ま

だ特定できてないと。全体では、宝町地区なんだ

ということなのかどうなのかね。この辺は、どう

いう案配になっていますか。 

○都市開発課長 

 まず、仮住まいについての20年度の中身でござ

いますが、19件、移転対象で予算上げさせていた

だいておりまして、そのうち、仮住まいが必要で

あろうという方が、10件でございます。残りの方

は、基本的に、仮住まいせずに、現在地に住んで、

でき上がったところに移転をしていただくという

ような段取りでいけるのではないかということで

ございます。 

 予算編成上の移転対象者の把握でございますが、

私どもとして、次年度、移転をお願いさせていた

だく方、特に20年度については、昨年10月、11月

の時点で声かけをさせていただきました。それで、

ただ、全部かといわれますと、２、３件実は声か

けしてない方、まだ来ていない方もございます。

これは、ちょっと連立事業の進捗状況も含めた中

で、お願いをしていきたいという部分もございま

して、ひょっとしてできなければ、ほかの関連が

あって、できないということになっても、申しわ

けないんで、今のところ声を掛けてございません

が、残りの16件につきましては、そういった形で

お願いをさせていただいています。 

 ただ、19年度の予算のときの反省点でございま

すが、私どもとしまして、できるだけ早く声を掛
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けて、移転に対するご理解をいただいた中で、す

べての方が、ご理解をいただいた中の予算計上が

一番よろしいわけですが、なかなか事業として、

やっぱりスケジュール全体を移転していくために

は、この年度でお願いをしないと、どうしても全

体、ほかの移転が進まないという中で、お話をさ

せていただいても、その年度の中で、じっくり話

をさせていただいて、移転をご理解いただくとい

うことで、見込で上げさせていただいている分も

ございますので、そういった部分ですね、できる

だけ早くから、声を掛けて、理解をしていただく

ようなことも必要かとは考えておりますが、現状

としては、そのような状況でございます。 

○高橋委員 

 声を掛けるべきところには掛けているけども、

まだ19件、具体的に担保されているわけではない

ということなんですが、リースで市が借家を用意

するのは、どこにつくられる予定ですか。 

 本会議でもありましたように、高齢者で保証人

がいない、あるいは、遠くにいってもらっちゃ困

るという方を対象にするという、これは理解とし

ては、できる話なんですが、どこら辺に仮設住宅

をお建てになるのか。明らかにしていただけます

か。 

 それから、今度の予算では、区画整理本体工事

ということで、区画道路を147メートル築造する

ということになっているんでしょうかね、あの説

明によると。これは、19年度も本体工事の予算化

がされていたんですが、まだ、眺めておっても、

案配がないわけですが、これどうなっているのか。

宝町地区だということはわかるんですが、担当委

員会ぐらいには、こういう区画道路を147メート

ル程度予定しているんだというものぐらいは、お

示しいただいていいんではないかというぐあいに

思いますが、そこらあわせて、お答えいただきた

い。 

○都市開発課長 

 まず、仮設住宅を建設する予定地でございます

が、予定位置につきましては、宝町の刈谷道の場

所でいいますと、刈谷道からと駅から来ます交差

点、その花畑の北側でございます。 

 これにつきましては、地権者の換地ということ

で、借上げをしたいというふうに考えています。 

 本来ですと、一番経費を節減するには、私ども

持っている公共用地の中で、建設をしている方が、

一番経済的なわけですが、これから事業を進めて

いく中で、当然支障になってくる部分もございま

して、ある程度の期間、スイッチしていくために

は、公共用地という選択肢を検討しましたが、適

正なばしょがないということで、こちらの部分を

地主が当面土地利用する予定がないのでというこ

とで、お借りできないかということで、借上げを

していきたいということでございます。 

 工事の範囲につきましては、昨年、50メートル

道路改良したいということで、昨年計上させてい

ただきました。昨年は、この宝町区の移転のまず

最初に、手がけるべきところ、いわゆるこういっ

たまちづくりの工事の中で、面的に整理していく

中で、整備をしていく順番としては、やはり、流

末から整備をするというのが大原則でございまし

て、もちろん換地の位置の移転先のそういった部

分もございますが、いわゆる排水が受けれるよう

な状況の中で、排水管を下流から上げてくるとい

うのが原則でございまして、そういった意味で、

一番この地区の下流になる部分の区画道路の50メ

ートルを排水管とあわせて整備したいという予定

で、そこにかかる物件の方をいの一番にご協力願

えないかということで、予算計上して、その部分

を整備していこうということにしたんですが、ち

ょっとその方のいろいろご事情もあって、19年度

は無理だということで、工事を見合わせた経緯が

ございます。 

 今年度につきましては、今年度もそこの部分を

本来施工したいわけですが、まだ、今年度につい

ても、引き続き、お話をさせていただく時間が必

要だろうということで今年度については、排水を

仮設で下流につないででも、上流をある程度整備

をしないとどんどんおくれてしまうということで、

刈谷道と並行に走ってます区画道路を、一本整備

をしたいと。これ、流末の方が、今の予定では、
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一部仮設で排水を既存の水路に取付けする様な形

の対忚が必要かなというふうには考えております。 

 しかしながら、現在の駅からきます通り、それ

から奧に入ってくるという形の接続ができるとい

うふうに思っておりますので、道路としての機能

は、十分保てるなというふうに考えております。 

 図面につきましては、地権者に配付しました、

そういった図面程度のものを、別にまた用意をさ

せていただきたいと思っておりますが、よろしい

でしょうか。 

○久田委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後４時10分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後４時20分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 駅周辺区画整理の件で、もう一つ聞いておきた

いんですが、これは、後ほど当然議論の対象にな

ってくる再開発ビルですね、区域内の。それで、

3,200平方メートル、約20人でしたか、権利者が。

上にはマンションを積むということですが、１、

２階は店舗などやろうということで、今、議論さ

れております。 

 直ちに事業着手というわけにはいきません。場

所的にも含めてね。現在の議論の到達というのは

どこまで到達しているのか、この点、ちょっとご

紹介ください。 

○都市開発課長 

 駅前広場の北側の共同化地区でございますけど

も、現在、20名の方が、その街区の中に共同化を

したいということで、換地希望されまして、換地

的には、短冊換地といいまして、個人では土地利

用ができないような換地指定がされております。

そういう中で、今、20名の方の取り組み状況でご

ざいますが、当初、移転補償金をそれぞれ持ち合

って、民間レベルの建物、共同建築をしようとい

うような感じの共同化というここからスタートさ

せていただきまして、現状では、やはり、公的な

事業、市街地再開発事業を事業選択をしたらどう

かということで、昨年11月ですか、準備会の総会

が開かれまして、そこの場で、今後の事業の進め

方ということで、再開発事業で、事業を進めまし

ょうということで、その総会の場で議決をされま

した。ということで、まだまだ民意の組織なんで

すが、当面は、再開発事業のもう尐し研究勉強を

するということで、20年度に入りましてから、で

きれば、準備組合という形の市から援助していた

だけるような、そういう組織づくりができるよう

に進めていきたいということで、まだ20年度に確

実にできるかどうかというところまではいってお

りませんが、関係者の意気込みとしては、そんな

ような状況でございます。 

 全体のプランとしましては、実はまだ現場的に、

そこの部分を再開発で、いわゆる共同ビルを建て

るというまでには、そこの今の3,100平方メート

ルの底地の中に、共同化に参加しないという方も

おみえになりますので、その方が、換地先に移転

をしていただかないと、その土地が原地としてつ

かないということで、それまでに、私どもが、資

産を先回お示しした整備計画の中でも、26、27年

ぐらいまでの状況にありますよということで、そ

れまでまだ時間があるんで、ある意味じっくり計

画を見つめるという期間があるんですが、反面、

権利者の方々については、かなり高齢化もしてみ

えますので、何とか早く事業を進めてほしいと、

進められないかということが、現在の大きな課題

というようなことで、現状としては、再開発事業

で取り組むということで、前進しております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 まだ時間があるんで、大いに検討したらいいわ

けですが、私、先回、特別委員会で、奈良の駅で

したら、奈良駅前を視察をさせていただいて、率

直に思ったんですが、駅前に再開発ビルができて

まして、奈良の駅と言えども、なかなか再開発ビ

ルのテナントがうまくいってないと。テナントが

うまくいってないもんだから、市がずってきて、

その分借りてやってござるわけだ。子育て支援セ
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ンターができておって、やってござると。駅の一

等地でもああいう状況で、私、関係者の皆さんに

も、私的な意見としては言わせてもらっておるん

だけど、２階部分の小売りはいかがなもんでしょ

うかと。本当のこの再開発ビルに入って、歯医者

さんとか、安藤証券の２階会議室ぐらいはいいか

もしれんけど、小売りが２階に入るということで

はかなり厳しいんじゃないのかなと、知立の駅前

と言えどもね。そんな思いをずっと抱きながら、

あっちこっちの再開発を見させてもらっています

し、銀座地区は、リリオコンサートホールがぐっ

と中に入って、何とかホテルも逃げんようにキー

プしながらだけど経営者もかわってるということ

を考えますと、マンション駐車場は今日的な意味

ではそれなりの理由付けがあるかもしれませんが、

１、２階、とりわけ２階の店舗等については、十

分検証しないと、やがて公共的なものというわけ

にもなかなかいかんでしょうが、このあたり、そ

の後、議論が深まっているのかどうか。大分皆さ

ん、心配されているんですよ。２階いいかなと。

心配されておるんで、そのあたり、ご意見があっ

たり、内部で議論されておりましたら、ぜひ、紹

介していただきたいし、市側の考え方も私は、も

う尐し指導的にご意見を述べられることも必要で

はないかと思いますけど、あわせてお答えくださ

い。 

 それから、それとの関係で、西新地がいろいろ

出てます。基本計画、基本構想策定の時期かとい

うような答弁、副市長ともやったんだけど、ここ

は、基本的には、今後の推移を見守るということ

でしょうが、ない袖は振れんというだけでは済ま

されない環境に来ているんじゃないかということ

で、方向性について、どういうふうに議論されて

おるのか、これちょっと、西新地はあなたのとこ

ろの所管外なもんですから、副市長か、開発部長

かね。ご意見ご披瀝いただきたいと思いますけど、

いかがでしょうか。 

○田中副市長 

 西新地地区につきましては、本会議でも答弁さ

せていただきましたように、今までは、地元のも

う尐し基礎固めが必要だということで、いってき

たわけですけど、すべての方というわけには、も

ちろんいきませんけれど、ある程度の方たちが、

危機感を持って、今の現状に逆に言いますと、今、

高橋委員ご心配のように、商売をやって見える方

も、現在、このままの現状の商売を続けていける

のかどうかということを含めて、将来、自分とこ

ろの生活設計を含めて、今の現状の中からどうし

ていこうかというようなところが、西新地地区の

方々の思いかなというふうに見ているわけですけ

れど、ということで、財政的な面いろいろあるわ

けですけれど、私自身、個人的の思いでいきます

と、駐車場というのは、何て言いますか、市の貴

重な財産であるわけですけれど、あそこには、あ

あいう財源もう一つ、一つとしてあるという思い

も片隅には持っているわけですけど、そういう意

味で、地元の方が、それだけこうやってみえる中

で、私、前の議会で、本会議で答弁させていただ

きましたけれど、この連立化への構想づくりのと

きから、あそこを取り残していいのかという見識

ある方々のご意見もあった中で、市として、ここ

までどうしても手は伸びんということで、今日ま

できているわけですね。その人たちが、もえてき

ているということでいきますと、市も放っておく

わけにはいかんであろうということが、まず、当

初からの考え方ですけれど。 

 基本構想をという考え方でいきますと、ちょう

ど今、区画整理内の今の議論のあった地区につい

ても、これも民間開発でやるという話を当初やっ

てきておりまして、私は、それは無理だと言う話

をして、順次こうきているわけですけれど、ここ

も、まだ、再開発事業としての調査というのは、

公共的な調査入っておりませんので、でき得れば、

ちょっと担当と話しておりませんけれど、西新地

やる場合は、今の区画整理の中の再開発エリアも

含めた形で、全体的な市としての考え方というの

を一つまとめる必要があるんじゃないかなという

思いをしております。 

 それから、今、１、２階という議論があったわ

けですけれど、確かに、例えば、中町の今、Ｎ棟
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の１階店舗があるわけですけれど、都計決定時点

は、地元の人は、どうしても２階の店舗がないと、

あまりにも商業が小さくなっちゃうということで

都市計画決定のときは、２階やったんですよ。私

は、無理だと言ったんですけどね。しかし、最終

決断で、１階にしたと。２階にやっていたら、な

かなか大変だったやろうというふうに思っている

わけですけれど、駅前といえども、一つとして同

じ。しかし、その決断の時期ということを忘れず

に、追求していく必要があるかなと。１階が例え

ば、店舗。２階が事務所。今の英会話教室だとか、

いろいろな事務所系で、使える余力があれば、そ

ういう道もあるかなというような見方をしており

ます。 

 それから、もう一点としては、公共施設という

話が、これをやると、膨大なお金が入ってきます

ので、ここは一つ、よほど慎重に考えざるを得ん

かなというような思いをしております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 副市長の意見をいただいたのですが、例えば、

西新地で言うと、西新地出てくると、駅の方へい

けないんだよね。左折になるんだわ。中央通りが

東へいけという一方通行でしょ。 

 新駅通り東から来ると、すっと駅の方へいけな

いじゃないですか、現状で。全部左折を回すわけ

だ。中央通りを東へ行けと。大体これが気に入ら

んのだわね。正直言うと。駅とつながってへんと。

現状でもね。しかも、その一番一等地に駐車場が

あって、のど口駐車場と。現在計画されておるの

は、ご承知のとおりだけども、鉄筋コンクリート

の立派なビルディングを除いて、全部、再開発エ

リア内に入れようじゃないかと。そのときに、駅

前の駐車場の南の方が邪魔になるんだと。それど

うしてくれるんだと。こういうことも含みながら

の今、議論をされているわけでして、当然これは、

駅周辺の区画整理や駅前の交差点改良を含めて、

十分な議論と整合性がないと、そりゃうまくいか

ないというふうに思うんですが、そこは、そうい

う方向で腹の中に入れていただくと、現時点では

ということではないかと思うんです。 

 もう一つは、私前から言って、今回も問題にな

ったんだけど、きちっと話をされておるのかどう

かということですよ。駅裏論は。これは、中央通

り出てきて、スクランブル信号で、まっすぐ西、

ＮＴＴの方へ行くんだけど、行けんくなる。行け

んくなるけど行かせるという話をされておるけど、

行かせるというのはロータリーへ入れるというこ

となんですよ。だから、今も駅のロータリーへ入

って、駅前は7,200平方メートルになるんだけど、

ロータリー入って、ぐりっと回って、そのロータ

リーの設計が、いろいろあるでしょうけども、回

って、わざわざ、でんでん虫の殻の中に一遍入っ

て、出て、西へ行くという作戦でしょ。私は、前

から、それは指摘してしておるけども、一度関係

者とよく話しあいたい、話しあいたいということ

を言ってみえるけども、全うに話しあっていらっ

しゃるのかどうか。これは、どんどん進んでいき

ますよ。これ。先ほどの議論ではないけども。 

 それで、でんでん虫の中に入るという話は、ど

こまで通じておる知りませんけども、それは、図

面見たって、でんでん虫の中に入らざるを得ない

わけで、そんな道路でいいのかということになる

わけですよね。だから、今の西新地の開発も含め

て、じゃ、スクランブル信号のこの形態や機能を

どうするのかといったときに、現在の駅周辺区画

整備事業のあの西に面した、西に向きをおいた駅

前広場のあり方でいいのかということは当然ね、

検証されなきゃいかんと思いますね。そういうふ

うに思います、私も。そういう意味で、今回も同

じ答弁繰り返されましたが、じゃ、現地の人たち

と、ひざを交えて、話しあいをされてきたのかど

うか、今日までね。このあたりはどうなんでしょ

うか。 

 将来の課題ということで、１日送りにされてい

るんじゃないのかというのが私の率直な実感なん

だけどね。これ、何遍私、この周辺の絵を見ても

やりようがないんだから。でんでん虫の中に入ら

なきゃ、向こうでれんでしょ。どうでしょうかね。 

○都市開発課長 
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 駅前広場の整備計画につきましては、一般質問

の中でも、出ておりました。その中で、部長も答

弁をさせていただきましたが、私どもとしまして

は、平成10年の都市計画決定の折に、駅前広場の

整備計画参考図という形で、将来の駅前広場の一

つの構想案ということで、お示しをした中で、確

かに、周辺の皆様、特に、中央通り発展会の皆様

と中には、東西方向の交通の流れが止まってしま

うと。駅へタッチできないというご意見があった

ことは、十分承知しております。決して、プラン

ニングを都市計画に定めた参考図をもとに、これ

からどんどん進めていくと言うことではございま

せん。私ども、駅前広場を含めて、南北線、それ

から、駅前公園を含めて、知立市のある意味、シ

ンボルゾーンでございますので、何とか、周辺の

地域の方、発展会の方含めて、広く市民の皆様か

らも意見をいただいた中で、整備計画をつくって

いきたいと。これまでどうだったんだということ

なんですが、確かにご指摘のとおり、発展会の皆

様と、定期的な意見交換とかされてなかったとい

うのが、確かにご指摘のとおりで、深く反省はし

ておるわけですが、どちらかというと、事業中心

に尐し仕事の配分がシフトしておりまして、その

点、事業の方が、ここで大体軌道に乗ってくるだ

ろうということで、私どもも駅前広場の整備計画

を本腰を入れて着くっていかなきゃいけなと。今

の計画では、25、26年には、駅前広場の整備をし

なきゃいけないということで、来年から一部、ち

ょっと予算にも上げさせていただいておりますが、

まず、今の現在の状況を把握したいということで、

駅前広場への交通の流れとか、商店街の車、人の

流れといったものをちょっと把握をしたいという

ことで、そういったデータを集めて、商店街、い

わゆる今亓つの商店街ございますが、そういった

方とまずは意見交換をしていきたいということで、

来年１年では終わらないと当然思っております。

尐し時間をいただいた中で、今後、そういった部

分も本腰を入れてやっていきたいというふうに思

っておりますので、今後については、そういった

発展会の皆様ともお話のできる機会を設けていき

たいと思っております。 

○高橋委員 

 今まで、ハード面の仕事が忙しかったと。それ

は偽らざるところだと思いますよ。だから、いろ

いろ指摘があったけども、そうそう耳も傾けてお

れんがやと、気にはしておりますがねと言うこと

なんですが、これは、あれですか。でんでん虫入

らずに、すっといくような妙案があるんですか。

この図面から見てね。 

 大体、この言い始めると南北線のイロハからま

たやらないかん。長いこと苦労掛けた中央通り線

と何であそこでラップして、中央通り線を廃止に

しちゃうんだというこのまた議論やらないかんけ

ど、そこはきょうはやりませんけども、これは、

何遍見たって、妙案はないわね、これ。あるのこ

れ。でんでん虫に入らずに、向う側へずっと直進

で抜けれるような妙案あるんですか。全部でんで

ん虫に入らないといかんなんて言ったら、中央通

り人が寄りつかんようになるわね、車で。全部で

んでん虫に入らないといかんと。こんなやらしい

ところへ行けるかということころだわね、これ。

しかし、南北線に回ろうと思ったって、環状線は

すぐつながらない。駅南の区画整理はちょっとご

無礼しますってなっている。環状線は、駅南の商

店街のあの駅南のところまでつながりますね。あ

れから、とりい歯医者の方に向けて南北線につな

がる道があらへん。既存の道路をこうやってＬの

字で入らないといかんでしょ。でき上がった段階

もそうなんですよ。駅前は、今言ったような形と。

だから、もうそろそろ目鼻立ちをつくって、駅前

広場のあり方を考えたらどうかという提言もあり

ますよ、それはそれでいいけども、最も根本的な

中央通り駅裏路について、もう尐し、私は、突っ

込んだ検討と答弁が欲しいと思いますよ。 

 いや、高橋さん、危惧するなと、やれるんだと

これは。こういう方法があるじゃないかと示して

もらいたい。そうじゃなかったら、何遍見たって、

朝昼晩見たって、これ何ともならんがね。このま

まずっといくの、本当に。ずってもはいつくばっ

たて、かわらないじゃないですか。ちょっとお答
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えください。 

 どうしたらええの。 

○都市開発課長 

 駅前広場へ西方向からタッチするという案でご

ざいますが、今、一つの案として、当時、中央通

りの発展会の皆様集まっていただいて、説明会を

やった折に、複数のいろいろな考え方があるとい

うことで示した中の一つの案で言われる今、でん

でん虫と言われたその入り方をお示ししたわけで

すけど、確かに、駅前広場というのは、どこから

でも入れるというのが、一番利便性が高くていい

わけですけど、ただ、交通処理をしようと思うと、

その中で、円滑に車を安全に、交通処理をしよう

と思うと、一般的には、出入位置は１カ所から入

って出るというのが交通安全、いわゆる交通を処

理するための基本原則です。それを曲げて、複数

のところから入れるようにするということになり

ますと、公安委員会の意見とか、そういった部分

の意見聴取をした中で、整備計画を最終的には進

めていかないという部分の条件がございますので、

現状のまま、東西交通を完全に２方向流して、な

おかつ駅前広場へ円滑に安全に入れる方法という

のは、今のところ私のところもこれといった考え

方はございません。案はございません。 

 そうは言っても、やっぱり皆さんといろいろお

話をした中で、どういうやり方がいいのかという

ことも議論をしていかなきゃいけないと思ってま

すので、まずは、どこからどういうふうに車が流

れて、どういうふうに駅前広場に入っているのが

交通量配分がどうなっているのかとかですね、実

際の駅前広場に本当にどれぐらいタッチして、駅

の周辺で車降ろして、駅に寄らずに帰ってしまう

とか、そういう実態も含めて、ある程度交通量の

実態を調べたいと。商店街に訪れる方のそういっ

た交通手段も含めて、調べたいということで、そ

の辺の調査をさせていただいたものを含めて、皆

さんといろいろな議論をしたいなと。その中で、

安全かつ円滑な交通処理ができる案ができれば一

番いいわけですが、ちょっと今のところ打つ手が、

今のところないというような状況でございます。 

○高橋委員 

 ねんごろと協議すればいいけど、案がなかった

ら、ねんごろに協議したって、大体出てくる方向

はどうなっておるだという話だからね。だから、

高橋憲二と一緒で妙案がないというなら、袋小路

で、袋小路で、これ困っちゃうよ、本当の話。 

 それで、南北線は、すぐできないですよ。南の

方なんか全然できやへんがなこれ。だけど、駅は

西に開いていると。中央通り線の方は、ふたが閉

まると。これは、当時こういう案をつくられた元

年構想とかいろいろ言われているけども、どうな

んでしょうね。これをがっとしがみついて、今日

まできたんだけども、大変、今、重大なまちづく

りの根本問題だと思いますね、私は。課題が抜け

落ちたままハード事業が前進しているなというよ

うなことを申し上げておかなきゃならん。私は、

妙案はありません、これ本当の話がということで

あります。 

 大変残念ですが、この課題なしには、抜きには、

再開発も区画整理もなかなか納得できないんじゃ

ないかというふうに考えます。 

 それで、そういうことで、ハード事業が進んで

いるわけなんですが、ちょっと駅前駐車場の件で

話を移したいんですが、これは、建設委員会でい

いかな、駅前駐車場。 

 駅前駐車場、さっき出たように、駅前のあり方

との関係で議論しなきゃいけない時期がこれくる

でしょう。駅前駐車場は、指定管理者にされて、

5,300万円でしたか。 

 予算書の63ページに5,350万円指定管理者の納

入金、これは、貴重な財源だと副市長言われた中

身ですね。これで、20年度予算で３年目になりま

すか。この駅前駐車場の指定管理者はね。5,350

万円指定管理料納入金ということですが、あと、

利用料が利用がどうなっているのか最近はさっぱ

りわかりません。指定管理者になってからね。か

つて契約は、5,350万円は定額で入れてください

と。もうかってももうからんでも。それを越えれ

ば、もうかったうちの半分は市の方へ入れてくだ

さいと、こういう契約になっております。一時は、
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もうかっちゃって入れるようなことを言ってみえ

たじきがあるんだけど、これは、18年決算既に済

みました。5,350万円。19年度は、まもなく決算

見込、そして、20年度予算とこういうことですが、

この指定管理者にしてからの駅前駐車場の営業実

態というのは、どんなふうになっているのでしょ

うか。 

○土木課長 

 駅前駐車場につきまして、売上げ制になってま

すので、売上げから申し上げますと、平成18年が

5,350万円の納入額をもって協定を結んでおるわ

けですけど、それの年間利用見込を上回った分で

すね、指定管理料を上回った分、これが1,247万

1,100円が決算額でございまして、その２分の１

を納入するということになっております。 

623万5,550円納めていただいております。 

 19年度につきまして、現在までの売上げの状況

ということですけど、まだ３月期がまだ確定して

おりませんので、２月期までの状況で申しますと、

前年度の２月期に比べて、300万円ぐらい上向い

ているという現状でございます。 

 20年度の予算につきましては、当初の協定の中

から同額で5,350万円を納入金の額として予算化

させていただいております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そうすると、平成19年度、まだ決算やってない

んですが、指定管理者の納入金、契約額5,350万

円を上回ると、今の答弁は。ということですね。

1,200万円上回ったのが、18年度と。19年度はさ

らに300万円ほどそれにプラスになっているんだ

と。1,500万円の上乗せと。利益が。その半分は、

協定によって、知立市に納めていただくというこ

とになるということですよね。これは、19年度の

話なんですが、これ、予算措置はしてあるわけで

すか。そういう金が入るということ。20年度で入

るということですか。どういうふうになっている

んですか。 

○土木課長 

 予定しておるのは、5,350万円でありまして、

まだ決算等が出ておりませんので、今、上乗せで

その２分の１につきましては、恐らく、ほぼ確実

だと思いますけど、18年度以上の収入増になると

思うんですけど、それにつきましては、18年度の

歳入ということで、収入超過という形で決算がな

されるという形になります。 

○高橋委員 

 それは、そういう形で決算するけど、その半分

を市にもらわないかんでしょ。駐車場会社、株式

大成の決算は決算でやってもらえるわけですよ。

その決算については、指定管理者で出している市

の方へ報告してもらわないといかんわね。それで、

今おっしゃるように利益が上がっておれば、その

半分については、5,350万円の超える分について

は、もらわないといかんでしょ、市が。どこで予

算措置して、どういうふうになるのかということ

を聞いておるわけです。 

○土木課長 

 この予算につきましては、諸収入の方で収入を

得るという形になります。19年度の諸収入の中で。 

○高橋委員 

 ちょっと待って、私、ちょっと土木課長の話聞

いていると頭こんなになっちゃった。18年度が最

初の年度だよね。指定管理者のスタートの年度。

18年度で、5,350万円の納入金。これは、指定管

理者納入金だから、これは計上されてますよ。こ

れは、もちろん担保されているんだけど、1,200

万円、このほかに利益があったということなもん

で、このうち２分の１が市の方へもらわないとい

かんよと。ということは、600万円もらわないと

いかんよという。これは、まだもらってないんで

すか。18年度分は。 

 19年度も18年度を越える利益を上げておるとい

うことであれば、その分も当然、歳入にしてもら

わないといかんわね。それは、どこの時点で、歳

入するのか。予算は、どこで計上されているのか

ということを聞いているわけですよ。 

 18年度もまだもらってないの。 

○土木課長 

 18年度につきましては、623万5,550円が上乗せ
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の納入額になりまして、18年度の決算の中に入れ

てございます。19年度につきましても、19年度内

の売上げの超過分の２分の１につきましては、19

年度の歳入の中に入ることになります。 

○高橋委員 

 だから、補正予算なり、どっかにのっておるわ

けですか。 

 ちょっと、それどこに書いてあるの。幾らのっ

ておるわけ。今は、20年度の予算審議やっておる

んだけどね、紹介してくださいよ。 

 18年度はいいと。19年度は補正が組んであるわ

け。当初でもいいよ。それは、この12節、雑入の

12節ではなくて、ほかのところで歳入していると

いうわけですか。 

○土木課長 

 この12節の有料駐車場指定管理者納入金という

ことで、ここに入ること、歳入されることになり

ます。当初5,350万円ということで予算はさせて

いただいたんですけど、その後の動向が順調にい

けばいいんですけど、その見込みがまだ若干わか

らない状況がありましたので、その分、補正対忚

とはせずに、その動向を見た中で、今現時点で申

し上げれば、去年と同等の数字以上が納入される

というのが、現時点では、わかってきておったわ

けですけど、この３月補正の予算を作成する時点

では、その辺がまだわからない状況でありました

ので、決められた5,350万円は確実に納入されま

すけど、それ以外のものについては、まだ動いて

おりましたので、実質的には、これよりふえるん

で、歳入超過という形で、歳入の19年度のこの科

目の中に決算されます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 駐車場の会計年度も年度でやっておるわけでし

ょ。だから、駐車場は、1年間終わらんと、プラ

スになったか、マイナスになったかわからんじゃ

ないですか。だから、まだ今19年度中ですから、

きょうは。19年度のこの締めが終わって、やって

みたら、700万円市の方へ納められるんだという

ことがその後わかりますよね。したがって、19年

度の株式大成の駐車場管理の結果、市の方へさら

に追加歳入してもらわないといかんことについて

は、そのお金は、20年度の当初予算で計上される

ということになるのかということを聞いておるわ

け。どこで計上するわけですか。それは。 

○土木課長 

 ３月31日をもって決算されるわけですけど、私

の方から納入通知を出しまして、その納入してい

ただくのは、19年度分の売上げに関しては、19年

度の予算の中で歳入されるということにしており

ます。 

 去年で申し上げますと、19年の４月27日を納付

期限をもちまして、18年度予算に決算しておりま

す。 

○高橋委員 

 そうすると、もう既に議題は済んでしまったん

ですが、18年度の科目の中に、来年度、つまり19

年度の駐車場の売上げで5,350万円を超える分が

計上されておるということですか。19年度の予算

書に。幾ら計上してあるの。今は、そういうこと

を言ってみえるわけでしょ。担当課長は。19年度

の利益は、利益で、5,300万円を超える分は、19

年度の一般会計でもらっているんだと。歳入して

いるんだということだもんだん。19年度の予算書

に載っておるわけですか。幾ら載っておるわけ。 

○土木課長 

 18年度も19年の３月31日にならないと確定しな

いもんですから、幾らふえるとか幾ら減るとか言

うことがわからないもんですから、5,350万円は、

それは、売上げが下回っても5,350万円は予算上、

しっかりやれるんですけど、それ以上の話は、ち

ょっとわからないもんですから、補正予算も対忚

できない状況になっておりますので、歳入の予算、

補正予算としては、18年度はやっていないんです

けど、その分、超過で収入を受けておりますので、

決算としては、上乗せ分が18年度決算として上が

ってくるということになります。 

 19年度も同じ形でございまして、19年度もその

相当額、18年度と相当額が20年の３月31日までの

決算分について、19年度決算に計上されてくると
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いう形になります。 

○高橋委員 

 そりゃ、さっきの都市整備基金の売り買いと一

緒だわね。だけど、それは、５月31日までに採納

されば、決算に生かされるということかな。今一

生懸命言ってみえるのは。 

 だけど、予算は組まないよと。組まないかんじ

ゃないの、しかし。予算は組まんけども、やって

みたら、600万ぐらい出てきたと。あとは、決算

でという話でしょ。 

 例えば、予算を組んであるけども、最後の１円

までは合いませんよ、それはね。だから、出納閉

鎖までの間の動きは、そりゃ決算を見ればわかる

けども、入ってくるか、入ってこんかもわからん

ようなやつのまま、決算見てくれよと、決算に書

いてあるでと。ふえるので、そんなことわからん

で、予算なんか組んだらへんがやと。これは、い

かがなもんかなと思うんですよね。 

 19年度もまもなく年度が終わるけども、そんな

ものは補正に組めんと。やって見なきゃわからへ

んからね。だから、高橋さん、９月の決算見ても

らわないと、何とも言えません。こういう話だわ

ね、今の話は。だから、予算には、一切反映しま

せんと、やってみないとわからんから。というこ

とでいったら、予算は組めないですよ。予算は予

測と政策を数字化したものだからね。だけど。

500万円入りそうだというなら、500万円を計上し

ておいて、どうも年度途中で500万円は入れない

というのなら、途中で補正して減らして、最後の

最終補正は、３月のこの議会です。これから最終

的に決算が調停される。出納閉鎖期間は、５月31

日だから、その間に動いた金までは補正できませ

んよ。それは、決算を見ないとわからんけども、

今の答弁だと、もうかっておるけども、幾らにな

るわからんで、補正は組んでありませんと。決算

見とくよというのは、これは、ちょっといただけ

ない議論ではないですか。 

 だから、去年ほどもうかるのか、去年ほどもう

からんか知らんけども、推移を見ながら、ああ、

これちょっともうかりそうだというなら、補正で

入る額を増額せないかんし、いや、いかんという

のなら、減らさないかん。 

 近似値を補正で組んで、あとは出納閉鎖を待つ

ということじゃないですか。組み方としては。 

 いい。ちょっとお答えください。 

○土木課長 

 去年の12月の段階では、70万円から100万円ぐ

らいだと思うんですけど、そのぐらい前年比があ

ったわけなんですけど、現在の情勢を見ますと、

あと３カ月が下がるのか、上がるのかというのが、

非常に不透明なところがありましたので、私の方

としては、5,350万円納入していただけるという

腹づもりで規定予算のまま補正を組まなかったと

いうことでございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 だから、それは間違いではないかということを

言っているんです。国民健康保険は、そんなこと

言ったら、会計組めないですよ、予算。風が大は

やりだと、２月の末に。わっと医療報酬請求され

たと。実際請求されて払う分は２カ月後ですよ。

じゃ、国民健康保険というのは、予算組めないか

と言えば、それでも組むんですよ。見通しと展望

を持って。それで、組むんだけども、風邪が大は

やりと。どえらい出費しちゃったと言ったら、決

算で予算を超える出費があったということを決算

で示すと。そこに狂いがあった理由を当局は、そ

れなりにきちっと報告すると言って、初めて成り

立つんですよ。 

 土木課長、その議論で言えば、１行です予算書

何でいうのは。やって見なきゃわからへんと。わ

からすかそんなことはという話になってしまって、

予算から政策は見えてこない。指定管理者にして、

駐車場は5,350万円に加えて、順調な実績を上げ

ておられるので、20年度についてもとりあえずプ

ラス500万円計上しましたと。5,350万円にプラス

500万円計上しましたと。それは、19年度、18年

度の動向を見ながら、これぐらいはいただけるん

ではないかと思いますと。途中で、いやいや、思

ったよりあがらんかったら、そりゃ、300万円に
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減らしたり、もっといけそうなら、600万円にふ

やすなりして、現状を反映した予算にして、実際

には、幾らなのか。そりゃ、最後は、10円の単位

までなりますよね。10円の単位にもなりますがね、

これ。だけど、予算書は10円の単位まで要求して

ないでしょ。だから、決算書で丸い数字じゃない

けども、出すわけ。 

 だって、あなたの答弁は、わからんものは予算

が組めるかという話だわ。わかっているやつは

5,350万円。わからんやつは組めんじゃないかと、

これはちょっといただけないんですね。会計の原

則に沿って、なるべく近い数字を補正を組んでい

ただくというのが、原則じゃないでしょうか。 

 おわかりいただけたかしら。 

 ちょっとお答えください。 

○土木課長 

 ご指摘の内容は、よくわかりました。 

 今３月31日で２年が過ぎますので、その２年間

の動向と、それから20年度の動向を見ながら、あ

まり煩雑な補正はない形にしたいと思いますけど、

若干の見込という形で補正を今後はしていきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 18年は623万円決算で歳入されたと、プラスね。

19年度は、これは、予算全然組んでない、決算を

見よということだけど、19年度まだちょこっと年

度が残っておるけど、630万円をさらに超える歳

入が予定されるという理解でいいですね。21年度、

20年度は補正でまた、そこら辺の見通しをやって

もらえばいいけど、21年度は当初予算でどれぐら

いの見込かと、プラスの売上げはというようなこ

とは、示してもらいたいというふうに思うんです

が、19年度の大まかな見通しについては、18年度

が623万円だけど、大体どんなふうに見込んでみ

えますか。 

○土木課長 

 19年度３月末の時点では、現在の見込では、今、

委員のおっしゃられたとおり、700万円程度が見

込まれるのかなというふうに推測しております。

ただ、これは、推測。 

○高橋委員 

 19年度は700万円ぐらいの、つまり1,400万円の

契約金以上の売上げがあったと、こういう意味あ

いだということであります。 

 ぜひ、そういう点では、会計処理も含めて、対

忚していただくことを改めてお願いしておきたい

と思います。 

 恩田地区の区画整理を一つだけ聞かせていただ

きたいのですが、今回、こういう形で、2,000万

円の調査委託料が出まして、ほかのところで予算

化されている市街化区域線引きの見直し図書とい

うこの予算も出ていますが、それとの関係でここ

で予算化されております。 

 都市計画課長に伺いたいのは、一つは、市街化

区域線引きの見直し図書作成とありますが、今回

の線引き見直しでどの程度のエリアを予定されて

おるのか。前から言われているのは、恩田地区は、

今回の見直しで、今、農振農用地区だけども、こ

れを工場系の市街化区域に編入したいと。これは、

言われているのでわかるんですが、あとのところ

で、見直し図書作成費の中で、計上されているよ

うなものについては、あるのかないのか、ちょっ

と明らかにご説明ください。 

 それから、恩田地区ですが、漫画が入っており

ます。このエリアですよと。恩田の区画整理の予

定地。ここで、昨今開業医さんが、土地を求めた

いということで、このエリア内ですよ、動きがあ

るんですけども、これは、地主の意向によって、

まだ今、山町と一緒で、線引きが引かれておるわ

けじゃないけども、開業医さんの話があって、ほ

ぼ本決まりじゃないでしょうかね。この辺はどん

なふうに見通しをもってみえますか。 

○区画整理課長 

 多分お話の開業医のお話につきましても、地主

の方から開発の書類等も出てきておりまして、本

決まりで建てたれるというふうに認識しておる次

第でございます。 

○都市計画課長 

 これは、22年の総見直しに向けて、各市町村が

それぞれ県の方の指導のもとに調査を行います。
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そのために、まだ内容的にはしっかりしたものは、

ございません。しかし、調査をしていくというこ

とはありますので、この金額を今回入れて、それ

に備えているというものでございます。 

○高橋委員 

 いやいや、備えはいいんだ。構えはわかる。一

忚、備えていきますよという、構えで予算計上さ

れて、293万9,000円かね。この中には、恩田川は

前から入っていると。これもよくわかるんですよ

ね。今度は、別なところで、農振地区の整備計画

の見直し、策定の見直しもありますよね。これは、

20年度で策定見直しをすると。20年度で図書もつ

くっていくと。この線引き見直しもね。そうする

と、二つの行動と計画が平行線で走っているうち

は、どちらか結論が出ていかないと、順番に前へ

進んでいけませんよね。これは、どうやって調整

するかということですよ。 

 22年だと、線引きはね。それまでに図書をつく

らないかん。だから、20年度予算されておるけど、

まだ一方では、農振地区の見直し議論はまだ審議

半ばと、これからやるわけですから。そこを、ど

う調整するかと。この図書作成はね。ということ

が疑問になるんじゃないですか、私たちから言う

と。 

 言っていることわかるかしら。そこら辺の話を

聞いているわけですよ。 

○都市計画課長 

 今の委員のご質問ですけど、ここの金額をあげ

させてもらったのは、先ほど言いましたように、

22年の方の総見直しの方の関係の予算でございま

す。 

 それから、線引き、市街化区域の中に入れてい

くという区域の話ですけど、これは、今、区画整

理課長がお話しましたように、見直し後に26ヘク

タールですね。上重原北部、この部分が線引きの

中に入れていくと。市街化区域に編入していくと。

その後、区画整理ということです。もう１カ所に

ついては、今言っておるのは、市街化区域の編入

の箇所を言っているわけでして、もう１カ所の箇

所が、となりに隣接しています現在の車屋ですか

ね。この図面の右手にある三角の部分、この分も、

市街化の予定は今考えております。 

 この現在今、車屋になっている部分ですね。こ

れも将来、22年の線引きのときに、これも一緒に

市街化に入れていこうという考えは持っておりま

す。 

○高橋委員 

 この予算の概要の84ページにありますね。例の

恩田地区というのは。この市街化区域、上重原北

部地区っていうんですか、この区画整理の名前は。

ねえ、びっくらこいちゃって、どこかなと、北部、

恩田の箇所づけがある。これは、前から議論にな

ってますがな、26ヘクタールとか。これは、これ

でいいんだけども、もう一つは、バイパス23号に

結びつけられてる三角も入るよと言うことを今、

一緒におっしゃったわけね。 

 これが、予算書191ページの市街化区域線引き

見直し図書の中にこういうものを入れていくとい

うことなわけでしょ。だけど、もう一方では、農

振地区の整備計画の見直しもあるわけだからね。

今年度。向こうも議論するというわけでしょ。そ

ういうことだがね。本会議で答弁されましたがね、

議論してきますと。議論をする、こちらはこちら

で線引きをやっていく、ところが、現在は、まだ

農振地区だと、こういうことでしょ。22年だから、

別に20年、21年とまだ若干時間はあるけども、図

書の作成と停止との関係で、どうなんだろうかと

いうのが、疑問を持ちますよね、私たちは。都市

計画当局はそういってみえるけども、ここは農振

地区だから、現在。農振の整備計画を審議される

流れてとの関係を無視できないわけでしょ。とい

うことを聞いておるわけ。 

 今考えてみえるのは、恩田地区、三角を含めた

恩田地区のほかはないのかということをきいてお

るわけですね。ええですか。 

 それから、もう一つ区画整理。先生が出てくる

と。開業医がここでお医者さんやると、ほぼ決定

だね。もう看板が立っておるんじゃないですか。

多分。これは、医療機関なもんだから、農振の地

区でもオッケーということで、だからといってバ
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タバタゴールドラッシュのように、あそこが宅地

化されるとは思いません。が、しかし、そういう

流れがあるということは、きちっと踏まえておか

れる必要があるということでちょっと感想を求め

たい。どういう感想をお持ちになったんですか。 

 開業医が出てくるということは承知しています。

だから、出てくることに対して、地主はほかにも

まだ区域内で土地を持ってみえるわけでしょ。違

うんですか。売られた地主は。その人の動向を含

めて、こういう形で囲みが出てるわ。さっきの山

町とはいいませんけども、その辺の考え方につい

てお示しをいただきたいというふうに申し上げて

いるわけです。 

○区画整理課長 

 今、お医者さまの話につきましては、開業され

る親御さんの土地をつかったというふうに理解を

しているわけですが、ですから、地主と開業され

る方は、一体というパターンであります。 

 このエリアも、今農振農用地ということで、都

市計画的な縛りはありません。開発でできるもの

については、どんどん進められていくということ

ですので、ご指摘の山と同じように、計画を進め

てきながら、どんどんそういったものが出てくる

ということになると、計画の途中での見直し等も

余儀なくされてしまうことになりますので、でき

るだけ、こういった形で進もうとするならば、そ

ういったものがない方がよろしいわけですが、さ

りとて、それをとめる話はありませんので、そう

いった中で、整合性を持ちながら、進みたいとい

うことで、今回、区画整理は区画整理なりに、ど

んな構想ができるんだろうか。どんな計画ができ

るんだろうということで進めさせていただく中で

はありますが、農振農用地の整備計画もできれば、

タイミングとして、できるだけ早いうちに、もし、

報告がでるなら、それとあわせて、構想とあわせ

て、農振農用地の関係での農政サイドへの協議、

お願いを一緒に進めていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○都市計画課長 

 農振地域の方の、農政サイドの方の農業整備の

関係ですけど、それにつきましては、総合公園と

の絡みもありまして、それと今の恩田の話ですね。

これの関係がありまして、全体的に見直していく

必要があるということです。 

 それと、恩田地区につきましては、22年に都市

計画の総見直しをやるんですけど、それにつきま

しては、農振除外の話は、県サイドの中で総見直

しの中で、農地サイドと話が、県サイドの方で、

話が進んでいくということでございます。 

 総合公園の方は、これは、22年の総見直しとは

関係なくて、そのまま調整区域のままで、都市計

画決定をしていきたいと。総見直しを関係なくや

れるということで、そのかわり、農地サイドと農

用地の計画書を変更する件と、それから、私の方

から農振農用地の除外をあわせてもって、これは、

農地サイドと協議して進めていくというちょっと

別の扱いになっております。 

 以上でございます。 

○久田委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後５時19分休憩 

――――――――――――――――――――――― 

午後５時29分再開 

○久田委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 るるお尋ねしてきたんですが、最後になります

けども、具体的な書というのを若干指摘して、見

解を求めたいと思います。 

 一つは、地震対策もずっと触れてきたんですが、

水干川西町。水干川は、県管理河川で、旧国道１

号を挟んで、下流部は、落合ポンプ場のセッティ

ングされている水路ですし、上流部は旧１号線、

そして、知立保育園横っちょの水路なんですよ。

これが、私が物心ついたわけじゃないけども、こ

ろから、つっかえ棒があるんだわね。この縁と縁

の間をつっかえ棒。これね、このままほかってお

いて、もし地震でも起きたらどうなるかしらと思

いながら、私、いいのかなと。しかし、県管理河
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川なもんですから、だけど、あそこは、何とかし

ないと、あのままほかっといていいのかなという

ふうにずっと思い続けているわけです。 

 あまり、具体的なことは大きな声でよう言わん

というものもあるんだけど、ぜひ、この水干川に

ついては、河川ののりを含めた河川の強度がある

のかどうか。あっこでつっかえ棒やってあるとい

うことは、あのつっかえ棒とれたら、たわんで、

中側へ落とし込んで来るんじゃないかと。だから、

やってあるような気がするんですよね。あんなも

のは、きょうび、公共施設を20年度で全部耐震化

やろうというときに、橋もやっておるわけでしょ。

１級、２級市道の橋。そのほかの橋もやりますと

いって、市長言ってみえたときに、あの水干川の

あれは何ですか。あの柵というのは。県だから、

市だからといって、放置できない問題じゃないで

すか。 

 これ、どちらさまが答弁してくださるのか知ら

んけども。ちょっと水干川の認識、土木課長か、

答弁してください。 

○土木課長 

 これにつきましては、準用河川時代に暫定整備

させていただいて、下の地盤があまりよくないと

いうことで、そういったつっかえ棒の状態になっ

ていると思いますけど、その後、２級河川に昇格

をされて、整備の方につきましては、逢妻川同様、

県の方に要望している状況でございます。 

 具体的にどのような地盤になっているのか、強

いのか、そのままいけるのかどうかというのは、

調査しておりませんし、ちょっと現状ではわかり

かねます。 

○高橋委員 

 そりゃ、知立の所管河川ではないということは、

ようわかっておるんだけど、ああいうものが、長

年、あの形態で、あそこを流れている。しかも、

東側をずっと住宅がひっついているわけでしょ。

あの知立保育園のところのね。市道があって、市

道の北側も南側も、マンションも近くになるしね。

ずっとひっついている。旧国道１号線をまたぐと、

いわゆる落合の方に向けて、これもひっついてい

る。あのような状況で、片方では、何とか耐震を

せないかんといって頑張っている、あのまま放置

しておいていいのかということについて、ちょっ

と聞いてみたかった。 

 どうです、ちょっと強力に県当局にあのままで

写真も持って、いいんですかと、これで。私は、

知立の行政当局として、何とかしてもらわないと

いかんということを具体的な行動で起こすべきで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○土木課長 

 逢妻川の改修とあわせて、ずっと上がってくる

と、水干川もその次に改修の整備をお願いせない

かん話なんですけど、常々、会議の中でも、要望

は水干川の河川改修を含めて、要望はさせていた

だいております。 

 今回の現状の地震対策に対しての要望について

ですけど、そういうことではまだ要望しておりま

せんので、一度県の方にも写真付の形で、一度要

望したいと思います。 

○高橋委員 

 本多市長。よう承知だと思いますよ。ずっと流

末へ行けば、もっと広い市内来るんだけど、いか

がですか、ちょっと市長もきちっと、県当局に鳴

り物入りであかんよと、こんなことやっとっちゃ

ということで、きちっと予算化を要求していただ

きたいと思いますが、市長の見解もはっきりさせ

てください。 

○本多市長 

 地震災害を含めて、対策上、問題ありというふ

うに思っておりますので、強く要請をしていきた

いと思っております。 

○高橋委員 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

 もう一点は、牛田駅前の駐輪場の増設です。 

 これは、南側も北側も増設をしていただいてお

るわけですが、特に、利用者が多くて、南陽通り

側、ここについては、とりわけ東の方ですね、い

っぱいで自転車が並ばないと。だから、南陽通り

側自身の駐輪場の増設ということは、焦眉の課題

ではないかと思いますが、現状、どのような認識
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をされているのか、現状について、尐し明らかに

してください。 

○土木課長 

 牛田駅自転車駐車場につきましては、19年３月

に北側を60台分増設させていただきまして、南側

とあわせて460台の駐輪場となっております。 

 今現在、かなりの利用客がいるということで、

下の駅の駐輪場に関しては、ほかの駐輪場の場合

の手を掛けて整理整頓という形で、手を入れて利

用をしていただいているという現状でございます。 

○高橋委員 

 ずっと最後の語尾が小さくなっちゃって、460

台まではわかったんだけど。増設については、ど

んな認識ですか。いや、足りておるんだというこ

とですか。北側はやってもらったことは、承知し

てますよ、60台ね。だから、ふえたということ。

地下道もありますし、それはいいんですけど、絶

対量が足らんのじゃないのかという指摘について

は、いかがですか。 

○土木課長 

 名鉄の駐輪場とあわせて、現在は、何とか、飽

和状態かもしれませんけど、何とか足りているの

かなというふうに思っております。 

○高橋委員 

 ちょっと現場見てきてくださいよ。利用者の声

もよく聞いてもらって、そりゃ、現場の声という

か、毎日使っておる人が一番わかってますから、

どれぐらい駐輪しているのか。足りているのかど

うか、スペース的に。また、その気になれば、ま

だ尐しは増設できるスペースあると思いますよ。

あの形態からね。だから、ぜひ、現場をよく見て

いただいて、増設の方向で具体的に対忚していた

だきたいと思います。 

 もう一遍お答えください。 

○土木課長 

 その駐車場につきまして、確か、東の方には、

水路敷という形で用地的には若干あると思います

ので、一度現場の状況を把握した中で、検討させ

ていただきたいと思います。 

○高橋委員 

 ぜひ、よろしくお願いします。 

 公園の問題、最後触れたいと思いますが、公園

遊具の問題が学校の校庭や園庭ですね、あるいは

公園の問題が出て、いろいろと議論されておりま

す。 

 私は次のように提案したいと思います。 

 それは、遊具は耐用年数があります。これね。

当然のことながら。だから、遊具ごとに、その耐

用年数、賞味期限を明示すると。この餃子は３月

30日まで賞味期限と書いてあるでしょ。このブラ

ンコは、耐用年数何月何日までというのを、ブラ

ンコに表示すると。そのときに、まだ使えるかど

うか、これは、そのとき考えればいいわけですが、

そういうことが今、必要な時期にきておるんでは

ないか。行政も、そのことを表示することによっ

て、やっぱりいかんぞと。順番にきちっとやらな

いかんぞという問題意識は生まれますし、遊具、

いつまでも安全とは限らないという古今東西の経

験則からいえば、実態をきちっと調査して掌握す

るということは、大前提ですが、そういう遊具の

管理、そして、遊具を使う人に賞味期限を表示す

るということが、今、求められている内容になっ

ているんじゃないかと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○都市計画課長 

 遊具の問題につきましては、一般質問の方にも

出てましたけど、公園の方の関係で、４月ぐらい

ですかね、発表されるということですので、それ

を見て、どういうふうな内容なのかなということ

をちょっと注目しているわけなんですけど、確か

に、公園の遊具というと、15年とか20年とかそう

いう耐用年数です。ブランコみたいな可動域のあ

るもの、そういうものについては、やっぱり摩耗

しやすい。私のところの中でもブランコや何か、

可動のもので、ちょっと悪いところがあると、全

部取りかえと。部分的に取りかえるんじゃなくて、

全部一式取りかえちゃうぞという今方針でやって

おります。 

 これから、全部が全部その耐用年数がきたら、

かえていくのかというところまでは、ちょっと好
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ましいとは思いますけど、今まで、相当古いもの

もあります。40年代、50年代、60年代と昭和のも

のもたくさんあります。そういうものを見ながら、

４月以降出てくるものも検討しながら、どうした

安全も確保せないかんということもありますので、

今後ちょっと研究したいなと思っております。 

○高橋委員 

 まず、現状をきちっと調査分析するということ

ね、現状を。現状のとりあえずきょうでいうと、

公園ですね。公園管理者ですから、公園をきちっ

とつかんで、掌握する。４月に新しい基準が出る

んですか。それを抑えて、この遊具はいつまで安

全なのか。安全が担保できておるのかと。もちろ

んそれを超えたって、すぐ壊れてしまうというも

のじゃないけども、安全の期間はここまでだと。

餃子だって、１日おくれたって、２日おくれたて

て、別にすぐ腹が痛いわけじゃない。毒が入って

おれば別ですよね。私たち何か、50円安くなると、

買ってきますがね、それ。そのときの日程によっ

て。だから、そういうもんではないけども、基本

的な安全基準というのは、こういう年月だという

ことぐらいは、示すべきだと。そういう時期にき

ているというふうに思うんですね。 

 そういう方向の内容も含めて検討していただけ

るかどうか、一つ明らかにしていただきたい。 

 それから、尼子田児童遊園というのがあります。 

 これは、尼子田地区ですから、給食センターの

もう尐し東になりますね。尼子田児童遊園。366

平方メートルという小さな公園ですが、この遊具

がさびだらけと。どうなっているのということな

んですよ。さびだらけと。さびだらけということ

と、もう危ないということとはこれは違うと思い

ます。しかし、公園遊具がこういう御時世とこう

いう状況の中でさびだらけというのは、いかがな

ものかというふうに思いますよね。だから、その

点についてはかえる必要はあるのか。あるいは、

塗装のし直しで済むのか。それは、具体的に検討

してもらわないといかんと思うのですが、いかが

でしょうか。ご承知でしょうか。 

○都市計画課長 

 まず、公園遊具の方の関係につきまして、これ、

私の方では、全部で319基ということで、各公園

ごとに、遊具をある程度把握しているつもりでご

ざいます。その中で、毎年非破壊試験だとか、管

理委託業者によりましてその辺のチェックをして

いただいていると。それを見ながら、評価の悪い

ものですね、Ｄランクぐらいになってくると、即、

使用中止ということで、実際にも昨年、立野公園

でグローブジャングルとくるくる回るものなので

すけど、それを使用禁止ということで、固定式に

かえています。 

 そういうことで、なるべく、けがのないように

ということで、安全対策を図ってますけど、やっ

ぱり、どうしてもそのねじが外れただとか、そう

いうものに関して、毎日毎日、見ているわけじゃ

ないものですから、その辺のことは、遊具が新し

くなっていけばそれに越したことはないんですけ

ど、そういうものも見ながら、何とか、今後も進

めていきたいなと思っております。 

 それから、尼子田の方の児童遊園なんですけど、

中新切公園の南側のところの小さい公園だと思い

ますけど、はっきりいって、遊具をこの目でしっ

かと見たということはありませんので、あの辺に

公園があるということは承知してますけど、また、

現地見て、状態を見ながら、塗装せないかんとこ

ろがあれば、塗装していきます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 都市計画課長になられて、そんなに長い年月は

たってないんであれですが、しかし、課として遊

具の掌握というようなことは、どんなふうになっ

ているか知りませんが、319基ですか。これがど

ういうふうなのかということはつかんでおられる

と思いますよね。現状は全部調査されておるわけ

でしょ。そのときに、塗装がはがれたもの、ある

いは、耐用年数が近いもの、摩耗が激しいものに

ついては、それぞれチェックし、リストを上げて、

じゃ、次年度以降どういう形でこれらの更新、補

修修理をやっていくのかということをきちっとつ

かんだ上で、予算を組んでみえるというふうに私
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は理解をしているわけですが、それは、公園リニ

ューアルというような形で20年度は、東新切公園

ですよと、遊具もかえますよという形で対処でき

るものと、あるいは、スポット的に、この遊具は

危ないから、公園自身はリニューアルをしないけ

ども、対忚していくんだという、スポット的な安

全対策も必要だと思うんですよね。それらが組み

合わさって、安全な遊具、快適な公園をつくって

いくわけですが、例えば市民からさびがひどいと

いうような苦情が出るような管理の仕方というの

は、やっぱりいかがなもんかと。それは見方によ

って違うと思うんですね。この程度何を言っとる

だということなのか、どうなのかということは、

いろいろ見方があると思う。 

しかし、市民からそういうような声が出るとい

う管理の仕方というのは、やっぱり一考を要する

んではないかなと。だからそれ、今指摘したのは

ぜひ見に行ってもらって、対忚してもらえばいい

わけですが、そういうことを含めて、319基の公

園の遊具管理についてはもう尐し、何と言うか、

微に入り細に入りやるべきではないかと、いうふ

うに思うんですが、そのあたりの現状の掌握と、

管理の実態について、担当課長の現状と考え方を

聞かせていただきたいと思います。 

〇都市計画課長 

319基ということで、ありまして、その中では

設置年数も掌握しております。それから塗装の状

態もある程度は掌握しております。毎年管理委託

業者によりまして、チェックもしていただくとい

うことで、そういうものを基に毎年の修理をして

いくということにしております。 

委員言われるように公園のリニューアル計画も

あります。これはこれでそれぞれの公園を昭和６

号みたいに変えて、塗装してということで、ある

程度のリニューアルをしております。 

そういうものとは別に、維持の方で現在500万

円持っております。指摘を受けたものについて、

そういう遊具について、なるべく修繕したり、取

り替えたり、油を入れたりとかいうことをする予

算で、両輪で持って安全を確保しとるという状態

でございます。ということです。はい。以上でご

ざいます。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第30号について挙手により採決します。 

 議案第30号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、議案第30号、平成20年度知立市一

般会計予算の件は原案のとおり可決すべきものと

決定しました。 

 議案第32号、平成20年度知立市公共下水道事業

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○高橋委員 

公共下水道事業、これは決算のときにもいろい

ろと申し上げましたので、大きくここで時間をと

ってやるという必要はないと思います。 

ただ、忘れもいたしませんが、決算の監査意見

書で普及率が50％未満だということについて、監

査委員がわざわざ一項おこして、当市の下水道普

及率の問題について、ご発言がありました。 

これは大変特徴的なご意見ではなかったかとい

う具合に思うんですね。 

そういう点で、20年度予算にそれらのご発言が

どのように活かされているのかなという思いがい

たします。 

その立場で見ますとですね。まあいいわ、まず
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下水道課長、その指摘が20年度の当初予算にどう

活かされているのか、ちょっとご発言をお願いし

ます。 

〇下水道課長 

先の委員会でも委員からご指摘をいただきまし

た。普及率の向上について、どうするのかという

ことでございますが、一つの考えとしては事業費

の拡大ということが必要だろうということでござ

いましたが、今の、現在の17年度から21年度まで

の５箇年の現在の計画の中で、事業費を拡大して

いくということは、ちょっと困難ということでご

ざいまして、平成20年度につきましては、現状、

今までどおりの金額で予算措置をさせていただい

てということでございます。 

○高橋委員 

事業費の確保がポイントだと、これはおっしゃ

るとおりですね。その意味で下水道事業の建設費、

15節工事請負費に限って見てみますと、平成の20

年度は３億円、３億600万円ですか。これ最近で

は最も尐ない、建設費の事業量としては、いうこ

となんですよね。 

私はそういう点で、ただ単にふやせばいいよと、

右肩上がりであればいいよというわけにはいかな

い側面がありますし、いろんな要因があるという

ことは理解をしないわけではありませんが、監査

委員の指摘を受けたあとだけに、３億円は何とか

確保をされたけども、頭出しをした程度というこ

とについては、尐々さびしいなと。事業費として

は。いうふうに率直に指摘をしたいというふうに

思いますが、その点、どのような感想をお持ちな

のか、聞かせてください。 

〇下水道課長 

予算書を見ていただきますと、本年度下水道建

設費、４億8,400万円。昨年が４億5,400万円とい

うことで、建設費自体は3,000万円程増加をさせ

ていただいております。 

これ、今ご指摘いただきましたように工事費に

つきましては、5,400万円ほど減額という形にな

っておりますが、その他に委託料の方で21年度以

降に向けて整備をしていきたいということで、委

託料の方でその分を確保して、相対的には需用費

はアップしてるということですが、20年度につき

ましては、弘法幹線の整備ということがメインに

なっておりまして、工事自体はちょっと下がって

いるという状況でございます。 

○高橋委員 

まあそういうことだけども、具体的な工事に充

当できる予算と、そらもう来年の時期の認可区域

を決める委託料も、そら次の戦略を練るわけです

から、事業の中味と無縁だというふうには全然思

いませんが、ただ、工事の進捗という点では先ほ

ど申し上げたような数字になっているので、是非

ここは留意をしていただく必要があるということ

は申し上げておきたいと思います。 

今回、上下水道部長が本会議で、本会議じゃな

くて説明会で、わかったようなわからんような説

明をずっとされました。それは借り換えの話です

ね。借り換えの話。で、今回は、借換債を３億

2,100万円、計上されております。 

つまり、高い金利のものを借り換えて、比較的

安くしていくんだという発想です。この発想自身

はよろしいわけです。 

そこで、具体的に、20年度のあるいはそれ以降

の、あるいは19年度も一部借換債によって、利息

が減額になっているという面があります。 

それらをふまえて、具体時にこの借り換えの行

為と、借り換えによる未払いの減尐ですね、これ

らについて、もう尐し具体的にお述べいただけま

せんか。 

〇下水道課長 

この借り換えにつきましては、先ほど補正でご

審議をいただかなかったわけですが、それも含め

て若干ちょっとご説明をさせていただきます。 

昨年の１月から２月にかけまして、国の方から

18年度に引き続きまして公営企業金融公庫債の

７％以上のものにつきましては、繰上げ償還を認

めていくという通知がございました。 

そのときには、当初予算には間に合いませんで

したので、６月補正で2,500万円を借り換えをす

るということで、お願いをいたしました。 
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その後、これは各市町村からの要望も強かった

かということもあるかと思いますが、国の方もも

う尐し考慮していくということがございまして、

５％以上の物についてはもう一定の条件を満たし

たものについては、これを認めていくという方針

が昨年の８月に出されました。で、その７％以上

のものについても含めて、これを対忚していくと

いうことでございまして、当初６月補正でお願い

をしました2,500万円については、これは執行が

できませんでした。９月には通常の返済をいたし

ました。その一定の条件と言いますのは、下水道

事業におきます経営健全化計画、こういうものを

提出をすることによって、５％以上のものについ

ても認めていくということでございましたので、

当市に起きましたも、その計画を提出をいたしま

して、認めていただきました。で、認めていただ

いたんですが、その条件といたしまして、７％以

上のものについては、平成20年の３月に対忚する

ということで返事がございました。 

まずその19年度分について、ご説明いたします

と、当初2,500万円でお願いをしておりましたが、

９月と３月の返済をもって、10件あったんですが

２件が完済になりました。で、残り８件に対して

約1,600万円ほどできてきたわけですが、これに

つきまして、どうしようかということで、財政部

局と協議しました結果、金額的なものと、それか

ら残りの返済期間が４年ということが短い期間で

あるということ、それから、19年度予算の中で何

とかこの1,600万円が精算できるということがご

ざいましたので、この分につきましては、繰上げ

償還をさせていただくということにさせていただ

きました。 

その繰上げ償還することによりまして、利息の

軽減と言いますのは、約200万円ほどが唯一の軽

減だというふうに思っております。 

残りの５％以上、７％未満につきましては、平

成20年９月の定期償還日に対忚するということに

なりまして、その分を今回予算で計上いたしまし

た３億2,100万円ということで、件数的には13件

ございます。で、３億2,110万円。これは、金額

的には大きなものになりますので、繰上げ償還と

いうわけにはいきませんので、一旦は公営企業金

融公庫にこの分は繰上げ償還をいたしまして、新

たにその分のものにつきまして、低利の２％前後

で、借入を新たに起こして、それを返済に充てて

いくということで、今回３億2,110万円の予算を

計上させていただきました。以上でございます。 

○高橋委員 

７％以上は、19年度でやったと。その減額分が

250万円、今回は、５％から６％、６から７、１

億5,600万円と１億6,500万円をやったと二つね。

これが３億円余だということで、これは繰上げ償

還ではなくて、借り替えたと。だから行って来い

なんですよね。で、利息の差額分だけは、利払い

が減尐するということですが、利払いの減尐とい

うのはいくらなんですか。 

〇下水道課長 

 今後変えていくのがまだどういう形態なのかと

いうことがまだ確定をしておりません。今現在借

りております３億2,100万円の償還、元金、利子、

これの金額を超えない範囲で、借入をしたいと。

返済をですね。というふうに考えておりまして、

それで試算をいたしますと、約9,600万円を、利

率2.3%で、借り入れて５年償還。それから残りの

２億2,400万円を同じ利率が2.3％で10年償還で返

済をするということを想定いたしますと、約

8,000万円程の利息が軽減されるということにな

ります。 

○高橋委員 

 まだ決まってないと。だからケースを具体的に

示して、こういうケースでやればこれくぐらいの

利払いが減尐すると。今おっしゃった2.1と2.3で

したか、そのケースだと8000万の利払い減になる

と。 

こういうことをおっしっゃたんですね、今。で、

これは大変重要な利払いの減尐だということなん

ですが、そのために、こういう小難しいものを要

求されていると。こういう小難しいものをね。で、

まあ、上下水道部長がわかっとるかだろうと思う

けど、ずいぶん小難しい説明をされたと。いうこ
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となわけだよね。わかりました。8,000万円と250

万円。ごめんなさい200万円。だから8,200万円の

利払い減と。この措置を通じてね。わかりました。

いやいいです。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第32号について挙手により採決します。 

 議案第32号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手多数です。 

 挙手多数です。 

 したがって、議案第32号、平成20年度知立市公

共下水道事業特別会計予算の件は原案のとおり可

決すべきものと決定しました。 

 議案第35号、平成20年度知立市知立第三土地区

画整理事業特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑にはいります。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第35号について挙手により採決します。 

 議案第35号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手全員です。 

 したがって、議案第35号、平成20年度知立市知

立第三土地区画整理事業特別会計予算の件は、原

案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第38号、平成20年度知立市水道事業会計予

算の件を議題とします。 

 直ちに質疑にはいります。 

 質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 水道企業会計について伺いたいと思います。 

 今回は、予算の概要でも示されておりますよう

に、私９月議会で、申し上げたんですが、西町配

水場の建設について、具体的に示すべきではない

かというふうに申し上げました。 

 今回、それが、実施設計委託業務ということで、

3,738万円、概要全体事業費が、16億円、これは、

私が一般質問したときにいただいた当局の基本的

な理念の枠の中の話というふうに理解しました。

そこで、お尋ねしたいのは、このいただいたマッ

プ、これで前から私は心配だったんですが、この

液状化が最も激しいところなんですね、あの地域

は。液状化。これ、逢妻水系のこの本田地区は、

液状化が激しい。これ、ちょっと見ていただきた

い。持ってみえたら。液状化分布図。ここで色が

濃いほど液状化がきわめて高いところになるんだ

けども、ちょうどこのエリアイコール第二配水場

の位置なんですね。もちろんこれは、きょうびの

技術から言えば、尐々液状化であろうが、耐震補

強その他で、十分対忚できるということだろうと

思いますけども、この位置と、この出ている液状

化との関係で、八橋配水場も含めて、耐震補強さ

れてきたんですが、この地の利の問題、地の利の

問題については、どういうふうにお考えでしょう

か。 

○水道工務課長 

 先ほどの図面。今ちょっと手持ちにありません
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けど、私も見せていただいて、ちょっとびっくり

したという状態です。 

 ここの土地については、先行第一水源というこ

とで、あらかじめ土地を持っておったということ

もありまして、その後、開発して、今の用地を確

保しているという経緯です。耐震上、液状化どう

かということでございますが、今年度の基本設計

の見直しというか、基本調査をしておりまして、

その中でも、抽出調査を１カ所、追加でボーリン

グ調査をしております。これから、西町配水場を

つくるに当たって、杭の支持層がどこまであるか

という調査をしまして、当然のことながら、これ

からつくっていく施設は、レベル２対忚、ですか

ら、神戸淡路大震災がきても大丈夫な施設という

ことで、耐震性を持たせた施設をこれからつくっ

ていくということでございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 技術的には、阪神淡路大震災の教訓から、あれ

を超える震災が起きても、大丈夫のように、それ

は当然されるでしょう。ただ、ここがそういう地

区だということは、きのうきょう始まったことで

はなくて、相当以前から、明らかになっており、

今回の結果においても追認するという形になって

いるんですが、したがいまして、ここに土地があ

るわけだけだから、ここでやるということになる

でしょうけど、それは、具体的に、配水場をつく

ろうというアクションを起こされて、これからや

るんですが、コスト高になる可能性を私は心配し

ているわけですよ。 

 地震が来たら、ぱらんと倒れるようなものをつ

くられるとは、全く思っていませんが、そのため

に、この基礎を強固にしなきゃいかんというよう

なことを含めたコスト高、ということが心配され

て、やいやいと、こういうコストがかかるのかと

いうことが、後ほど、議論になるのもいかがなも

のかという思いがあるので、聞いておるわけです

が、その辺の心配、について、どんなふうにお考

えなのか。今後やってみなきゃわからん側面があ

ると思いますが、その辺、どんなふうにご所見を

お持ちですか。 

○水道工務課長 

 まず、基礎の部分については、液状化云々とい

うよりも、支持層が多分地下３０メートルぐらい

から支持層が出ると思いますが、基礎の部分につ

いては、これは、液状化の地域であってもなくて

も、多分地層によって影響されると思います。液

状化について、表層のかためといいますか、強固

な部分がひょっとして出てくるかもしれませんが、

全体16億円という中では、さして、そういう余分

な投資がないのではないかというふうに予測して

おります。 

○高橋委員 

 ぜひ、そういうところに第二配水場の予定地が

あるということを留意されて、水道事業会計での

対忚ですので、後ほど、そこが問題にならないよ

うな対忚がどうしても必要だというふうにいま、

きょうのところは、申し上げておきたいというふ

うに思います。 

 それから、これもう１枚めくって、92ページに、

老朽管更新事業というのがあります。これは、石

綿管は、19年度ですべて更新していただきました。

それはそれで一つの峠を越えたわけですが、今回、

1,310メートルにおいて、鋳鉄及び塩化ビニール

管の掘り返しをして、更新しようと。これは、石

綿管じゃなくても、当然老朽化、耐用年数等があ

るわけですが、今後、この更新、老朽管更新事業

というのは、どういう計画、どの程度の延長で、

こういう対忚が必要になるのか、この見通しと具

体的な計画の内容についてお示しいただけますか。 

○水道工務課長 

 石綿管の敷設替えにつきましては、平成６年度

から随時進めてまいりまして、当時、４万5,000

メートルほどありましたものが、終焉を迎えつつ

あります。一つ、誤解があるといけないので、石

綿管が今、ゼロにはなっておりません。今現在、

19年度工事を全部終えまして、1.7キロまだ残っ

ております。これは、この西町配水場関連の送水

管の敷設ルートに石綿管があるとか、それから、

駅の連立の関係の周辺、あそこにも石綿管が残っ
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てまして、ですから、他事業関連でお金をいただ

けるところ、あるいは、うちの１、２年で敷設す

るルートに今、石綿管がありまして、２年後ぐら

いには、全廃になる見通しは立っておりますが、

今残っているところは、いわゆる訳ありの路線が

1.7キロほど残っております。 

 石綿管の更新というのは、終焉を迎えまして、

我々は、次のステップに向かわなければいけない

のですけども、今、次は、ＶＰ管、ビニール管の

敷設替えにシフトしていきたいというふうに考え

ておりますが、今現在、年次計画はまだ立ててお

りません。来年度以降、作成しようというつもり

ではおりますが、今、実施計画でもちょっと上げ

させていただきましたが、当面、漏水箇所の多発

地域、これについて、実施計画上では、6,200万

円ずつ３カ年上げさせていただきましたが、今回、

やる箇所によって、事業が山谷がありますけども、

今回、やる場所によって、9,700万円を上げさせ

ていただきました。 

 当然、漏水多発地域のＶＰ管について、敷設替

えを進めてまいりたい。来年度、管路の耐震化も

含めて、老朽管の更新計画を立てたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 石綿管は残っているんだと。しかし、その種の

説明は、今までなかったと理解しております。つ

まり、石綿管の敷設替え残事業は何年かあと、決

算にときどき出ますね。それについて、我々は、

資料をいただいて、議論をしてきたんですが、19

年度で、いわゆるその種の石綿管の敷設替えは終

了したというふうに理解をしておりました。 

 しかし、そうじゃないんだと。まだ訳ありの石

綿管があるんだと。訳ありというのは、水道部で

支弁する必要のない事業費を前提にしたものだと、

こういう理解でいいですか。訳ありというのは、

水道部の主体的な思いでは、工事が着手できない

ということなんですか。 

 ちょっとそこを明らかにしてください。 

 なぜそれが訳ありになっているのか。その内容

についてもご説明いただきたい。 

 それから、もう一つは、石綿管は、しかし、基

本的に終わったので、今回は、その他の老朽管の

敷設替えをやっていきたいということで、とりあ

えず、３カ年。しかし、どの程度になるのか、今

後計画を立てたいということですが、今回の20年

度で、9,700万円ですか、これ。ということであ

れば、私は、相当な金額になるなと。この単年度

でもね。これ、一般会計からの支援を得ていかれ

るべきではないかというふうに先日の一般質問で

もそう申し上げたし、今回、これを見まして、あ

あ、何だと。一般会計対忚していないんだなとい

うことを、率直に思うわけですが、ここは、尐し、

そういう対忚が、必要ではないかと。今年度一発

で終わりというのならいいですよ。これから計画

的に、管の材質はかわるけども、優秀率を上げる

ために必要な対忚だとすれば、そこは、石綿管と

同様、一般会計からの支援が必要ではないかと、

こう思うんですが、どんなご所見でしょうか。 

○水道工務課長 

 今、２点ほどお尋ねだと思います。 

 まず、石綿管、ちょっと訳ありという表現は、

ちょっとまずかったかもわかりません。 

 まず、500ミリ、西町配水場からまず浄水場の

400ミリにつなげようというルート、これを500ミ

リで計画しておりますが、その路線に12水源の導

水管があると。それの年次計画に合わせて、敷設

替えしていくつもりでおりましたので、これは、

決して隠しておったわけではございませんで、ち

ょっと言い方として、石綿管更新事業が終わった

というような印象を持たれちゃったかもしれませ

んが、うちの方が、能動的にかえていくという、

そういう石綿管更新事業としては、終わっておる

ということでございます。 

 ですから、導水管を除きますと、配水管につい

ては、800メートルほど石綿管が残っておるんで

すが、この地区については、連立の関係の19年度

でもちょっと予定しておった地域ですが、駅の南

の地域、東西に走るラインとか、堀切２号公園の

縦の路線。この地域でございまして、ちょうど、
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例えば、今敷設しても、近近、また工事があると

いう路線でございまして、しかも、事業者の方か

ら、費用もいただけるという路線でございますの

で、ちょっと待っておったということもございま

す。 

 そういう意味での訳ありでございます。 

 それから、もう一点、老朽管更新について一般

会計からの繰入どうだというお話ですが、これは、

私ども予算のときに、当然要望いたしました。こ

れは、何十年、きりがない事業でございますので、

要望はいたしましたが、先ほど申しましたけども、

まだ敷設計画、具体的な年次計画ちょっとできて

ない中で、まだこれは、第１歩、助走だというこ

とで、今回つけていただけなかったと理解してお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 一つは、導水管だと。水源から浄水場までの導

水管。これは、直接そこが配る配水管ではないと

いうことから、ちょっと議論の対象から外れてい

たかもしれないということだと思いますね。 

 これが、0.9キロ、900メートルということです

ね。さっきの計算で。これが残っていると。 

 それから、もう一つは、駅周辺の関係で、これ

は、いつごろ対忚できる環境になるんですか。駅

周辺担当者、ちょっと答弁いただきたいんですが。 

 いわゆる訳ありの石綿管について、いつになっ

たら対忚できるのか。これちょっとお答えくださ

い。 

 それから、水道部としては、石綿管というもの

ではないけれども、老朽管の敷設替えについて、

支援をと。つまり、増補改良で新しく配水管をい

けることによって、そこに新たな水道の受給者が

いて、そこから料金収入があがってくると。ある

いは、その先線で、分担金も上がってくるという

ような路線ならば、それは、水道部の自力でやら

れたのかもしれませんけども、既にそれが、給水

の用に供し、そして利便を与えているけども、そ

れは、古くなってくると。管をかえたところで、

新しい需要がふえるわけではない。こういう話で

すので、それは、ライフラインの確保も含めて、

当然、一般会計から、その量によって、支援をし

ていくというのは、石綿管と同様の発想が必要で

はないかというぐあいに思うんですが、初年度で、

遠慮があったんではないかというようなこともあ

りますが、これ、水道工務課長、敷設替えが具体

的な計画として明らかになるのは、いつだとおっ

しゃったんですか。計画ができるのは、いつだと

おっしゃった。来年できるんですか。今年度中で

すか。 

 20年度、今年度できると。だとしたら、委員長、

しょうがないわね。だとしたら、その計画を示し

ていただいて、財政当局にも。こういう計画でや

るんだから、ぜひ、支援をしていただきたいとい

うことが必要だと思うんですが、いいですか、そ

の点では。予算要求は。 

○都市開発課長 

 上水道管の移設につきまして、駅周辺の区画整

理事業また連立事業によりまして、支障となりま

す管路の延長でございますが、鉄道高架におきま

しては、約2,700メートル。それから、駅周辺の

区画整理で約2,100メートル一緒になってまいり

ます。 

 これら移設の年次につきましては、今、連立の

方につきましては、20年から25年という計画を立

てております。それと、駅周辺の区画整理の事業

につきましては、その地区の整備の道路整備とあ

わせて移設をしていくということで、細かい年次

というのは、その年度での道路築造にあわせた更

新という形になってくるかと思います。 

 そのうち、石綿管がどれだけあるのかっていう

のは、申しわけございません。ちょっと今、私の

ところでは、把握してございません。 

○水道工務課長 

 ただいま、都市開発課のちょっと補足で、石綿

管の路線、あちらはわからないと思いますけども、

おおむね20、21、22ぐらいで対象になってくるん

じゃないかなと思ってます。 

 それから、一般会計の繰入どうかというお話で

すが、西町配水場自体も、１割程度の繰入をして



- 76 - 

いただくというお話もしてくるわけでございまし

て、その上での老朽管更新でどうかというお話で、

20年度以降、ＶＰを中心に更新計画をつくってま

いりますけども、大きな事業を要する西町配水場

と並行して、この事業どれだけもちあげていける

かというのがございますが、助走がひょっとした

ら、続くかもわかりません。本格的になりました

ら、来年も含めてですけど、お願いしてまいりた

いと思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 助走か、奔走か、いろいろあるんだけども、こ

れは、水道工務課長、更新事業、老朽管更新事業

というのは、これからずっと経常的に年度でどれ

だけやるかはともかくとして、経常的に、エンド

レスでずっとこれから対忚していかなきゃなん事

業だと。こういう位置づけでいいですか。位置づ

けとしては。ある程度ばっとやれば、しばらくま

た休憩ができるんだと、更新事業はやめてもいい

んだということなのか。それは、知立の水道も後

発部隊だったんですが、当然、年数が経ったとこ

ろについては、管もいけかえざるをえない。それ

は、年次的にいけてきたから、年次的に更新して

いくということは、ごく当たり前だと思うんです

が、その辺、連続的に更新が予定されてくる内容

だという理解でいいのかどうか。 

 あわせてお答えいただきたい。いかがですか。 

○水道工務課長 

 更新のこれからのスケジュールについてでござ

いますけども、幸いにもといいますか、知立市は、

水道事業としては、後発の部分で、昭和30年代の

後半から昭和50年までですかが、いわゆる経年管、

40年間過ぎた管。これは、34キロほどございまし

て、全体の12％程でございます。これは、他市に

比べては、尐ないとは思っております。 

 ですから、特に、ＶＰ管の昭和40年代の現在の

継ぎ手とはちょっと規格が違う継ぎ手を使ってお

ります。これが漏水が多いんですけども、それを

中心にやっていくか、あるいは、耐震化計画との

絡みもありますけども、水道の動脈部分を先に手

をつけるのか、これは、ちょっとまだ計画上、決

まっておりませんけども、とにかく、老朽管とい

われる40年間経過した管は、全体の12.6％ござい

まして、34キロ、これをずっと助走と続けていっ

ちゃうと、次々と経年管が押し寄せてくるという

状態です。どこかで放物線を描いて、上昇してい

かないかんと思いますが、いきなりでは、全体で

280キロある水道管を例えば、毎年３キロやった

ら100年かかるわけですけども、更新計画という

か、ライフラインとして、大事な路線を優先する

のか、古いものから優先するのか、まだこれは、

計画をつくっておりませんので、ちょっと助走に

なるのか、いつ走り出すのかが、ちょっと今、言

えない状態でございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 今の答弁を私なりに感じまして、とりあえずは、

漏水多発地区を軸に、やっていかれるということ

ですが、昭和30年代からつくり上げてきた配水管

が、老朽化、当然してくるわけでして、それは、

継続的、連続的な更新作業が必要だというふうに

言われました。ただし、第二配水場のこともある

ので、配水場にも一般会計からの支援をいただく

ということでいうと、水道当局としては、尐々、

後ろ髪が引かれるような思いもありますがという

意見ではなかったのかというふうに思います。 

 私は、水道事業の継続的事業の保持と発展とい

うことから考えて、しかも新しい顧客の増補改良

で延伸していくということではないということも

考え合わせますと、これは、何とか一般会計で、

その一部を支援していくというのは、石綿管と同

様の思想と考え方に立つべきではないかというふ

うに考えます。 

 水道工務課長、ああいうご発言ですが、これは、

本多市長、ぜひ、具体的に考えていただきたい。 

 石綿管同様、そういう点で、ぜひ、20年度は何

の支援もないわけですけども、ぜひ、西町配水場

は、配水場として、あるいは、石綿管、漏水管の

更新は更新として、それぞれ二本立てで、何とか

対忚していただきたいというふうに思うんですが、
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いかがでしょうか。 

 明確な答弁をいただきたいなというふうに思い

ます。 

○本多市長 

 今、更新計画の話をさせていただきましたけれ

ども、配水場の関係は、本会議でもご答弁させて

いただいて、１割余を投入させていただくという

ことにしておりますけども、水道事業会計が、こ

の企業会計が圧迫がされて、例えば、水道料金の

値上げにかえってくるようなそのようなことがあ

っては絶対ならんわけでありますので、そういう

点では、この計画、老朽管の敷設替え計画を立て

ながら、財政的なことは、考えていきたいという

ふうに思っております。 

○高橋委員 

 もちろん、そこが前提ですが、本会議でも私述

べたように、相当なお金がかかると。16億円。借

金もしなきゃいかん。あるいは、今までの積立を

切り崩して、対忚するということもやらなきゃい

かん。しかし、それが、水道料金に跳ね返るよう

な、第二配水場の計画というのは、考え方が間違

いではないか。間違いというか、そういう考え方

は、いかんのではないかと。水道料金上げずに、

現在の資本の力と積立の力量の中で泳いでいける

という、このことが大前提で、そのことが担保で

きれば、ぜひ、第二配水場の方に、シフトするこ

とはやぶさかじゃないということを私は申し上げ

たわけです。 

 それに加えて、石綿管で支援をいただきながら、

優秀率を高めてきた、ライフライン確保に努めて

きた。この実績の上に立って、改めて老朽管の敷

設替えが今、必要になっているわけですから、ぜ

ひ市長、この会計眺めてもらうのは結構ですが、

ぜひ、水道の今、全体に横ばいか、やや減ってき

ておるという利用者の実績が、そういうことを踏

まえて、ぜひ、積極的な対忚を求めたいですが、

もう一度、答弁をお願いしたいと思います。 

○本多市長 

 対忚していきたいというふうに思っております。 

○久田委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 これで質疑を終わります。 

 次に討論に入ります。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ声あり） 

○久田委員長 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 議案第38号について挙手により採決します。 

 議案第38号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○久田委員長 

 挙手多数です。 

 したがって、議案第38号、平成20年度知立市水

道事業会計予算の件は原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につい

ては、正副委員長に一任願いたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○久田委員長 

 異議なしと認め、そのように決定いたしました。 

――――――――――――――――――――――― 

○久田委員長 

 以上で建設水道委員会を閉会いたします。 

午後６時31分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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